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01．全体コンセプト 1

全体コンセプト 1

市川砂州市川砂州

敷地敷地

新新

旧旧

北北

風致地区風致地区

商業地区商業地区

計画
建物

風致地区(クロマツ市街地)風致地区(クロマツ市街地)

商業地域（都市）商業地域（都市）

計画
建物

北北

下総中山駅前

京成線

新第１庁舎

□ 市川の特徴的な景観「クロマツ市街地」と調和する庁舎デザインのイメージ

□ 敷地をとりまく環境

景観

環境

新しい庁舎空間
機能的、
市民協働の舞台

日影

騒音

近接工事

騒音

クロマツ市街地へ
の配慮

緑化ルーバー
クロマツ市街地と一体の景観

地階の合理化
鉄道近接工事に配慮

ひな壇型庁舎
使いやすい合理的な庁舎
市民協働の舞台

騒音カット 騒音カット

都市を冷やす装置

環境ルーバー
ソーラーパネルと
ライトシェルフによる
エコ庁舎

近接工事を踏まえる計画

健康都市市川の
シンボルとなる
エコ庁舎 厳しい形態制限

に対応する
デザイン

電車騒音
のカット

国道騒音
のカット

□ 市川砂州を示した地形図

クロマツ市街地 ( 風致地区 )

葛飾八幡宮

「新と旧」2つの価値の共生をデザインし、市川市の特徴的な景観と呼応する

市川市は、市北部や行徳街道沿いの歴史のある地域と、南部に広がる新しい

地域によって構成されています。

新第 1 庁舎の敷地は、市川砂州南端にあって、歴史的なものと新しいもの、

新旧２つの環境の接点にあります。

また、南側の商業地域と北側の風致地区という全く性格の違う２つの地域が

直接向き合う場所で、風致地区においては、建築物は低密度に制限され、人

工的な排熱が少なく、緑の多い閑静な居住環境が形成されています。

市川砂州は、周囲より２～３ｍほど高い微高地です。南側の千葉街道に沿い

昔から集落が開け、現在ではクロマツ市街地として、歴史的な景観が保全さ

れているところです。新第１庁舎の敷地は、その南端に位置しています。

地下１階・地上７階建のひな壇型庁舎

新第 1 庁舎では、北側の風致地区（クロマツ市街地）に対する厳しい日影規制や景観調

和、鉄道や国道からの騒音カット、近接する京成線との関係など、様々な課題を克服し、

機能的・合理的な計画にする必要があります。

新庁舎では、特に北側の風致地区に配慮し、奥行きの深い平面が上層へ向かって後退す

る「ひな壇型庁舎」として、北側ファサードを斜面林のような緑にすることで、景観的、

環境的にクロマツ市街地 (風致地区 )と連続する庁舎づくりを計画します。

□ 様々な敷地条件を克服する「ひな壇型庁舎」

「自然との共生・協働による創造・人間尊重」を目指す、市川らしい庁舎を計画します

市川市の特徴的な景観と呼応する庁舎　＜「歴史的なもの」と「新しいもの」2つの価値が共生する庁舎＞
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＜庁舎整備基本構想＞

基本方針

1. 利用しやすい庁舎
・分散庁舎の集約
・窓口サービスの利便性向上
・市民ニーズに合わせ便利で
  利用しやすい

限られた敷地を有効に活用し、市民利用の多い窓口を 1 階に
集約するとともに、迷うことなく窓口が利用できる明快な配置
と動線を可能とする計画とします。

❶ 両端コア・中通路型プランの採用
新第 1 庁舎では南北に執務エリアを配置します。その間を通路（中通路）、さらに中通路を結んだ両端にエレベータや階段（コア）を配置した平面
計画を基本とします。これにより、動線が単純なため初めての来庁者にも分かり易い／フロア内の動線が短い／有効面積比率が高い／部署の配置が
容易など、優れた特徴を持った計画とします。

❷ 市民が使いやすい窓口計画
新第 1 庁舎では、住民異動などにともなう手続き窓口（総合窓口）を 1 階に集約するために必要なフロアを実現するとともに、「中通路型プラン」
によって、明快な動線と窓口全体を見渡すことができる待合スペースを確保し、分かりやすく・使いやすいレイアウトとします。

❸ 合理的な駐車場計画
柱スパンを適正化していくことで、基本構想で計画された以上の駐車場を確保していきます。

❹ 全ての人に配慮したユニバーサルデザイン
建物の玄関、エレベータ、階段、トイレなどを分かりやすく配置し、明快な動線とすることで、安全で、使いやすい庁舎を計画していきます。また、
窓口カウンター、トイレ、サイン、優先駐車スペースなどは、車椅子利用者などに配慮するだけでなく、必要な機能を精査・分散させていくことで、
様々な方の利用に対応した計画としていきます。

❺ 直観的でわかりやすいサイン計画
庁舎全体のサインの形状・書体・記号・色彩などを統一したデザインコードにすることで、どれが庁舎のサインであるか、即時に認識でき、目的の
場所へスムーズな案内を可能とするサインを計画します。

❻ 市民・議会・行政のフラットの関係を醸成する協働テラス（市民活動支援スペース）
市民活動支援スペースを中心に、会議室や多目的スペース、総合情報センターを近接配置したエリアを「協働テラス」とし、市民の活動や交流のき
っかけをつくるような場として計画としていきます。また、ひな壇状に後退する北側面を利用した吹抜空間を協働テラスとすることで、上下階の連
続による、「視覚的・動線的つながり」を生み出し、セキュリティラインを設けて、夜間や休日にも市民に開放可能な計画として行きます。

❼ 業務効率を高めるオフィス計画
使いやすい執務室の奥行きを実現するため、中通路を有効に活用して奥行き調整を行います。新第 1 庁舎では、1 階の中通路は窓口全体が見渡せ
るゆとりのある待合スペースとして、2 階の中通路は行政イベントに利用できる多目的スペースとして、3 階の中通路は会議室や作業室などの業務
を行うための空間として、4 階以上は通路として活用していく計画です。

❽ 執務空間・駐車場の合理化と地下階の削減
柱スパンを適正化していくことで、自由度の高い執務空間と効率的な駐車場レイアウトを実現する庁舎とします。これにより、基本構想では地下２
層としていた駐車場を地下１層とすることができ、コスト縮減と工期短縮を実現する計画とします。

❾ あらゆる揺れに対応する免震構造の採用
直下型地震による短周期から、海洋型地震による長周期まで、あらゆる種類の“揺れ”に対応するため、「積層ゴム支承」「転がり支承」「ダンパー」
の複数の装置を組み合わせた免震構造を採用する計画とします。

� 災害発生後も機能維持を図るバックアップシステム
防災の拠点として、地震や浸水などの自然災害に対して安全な計画とするとともに、災害発生時においても災害対策本部機能を維持するため、7 日
間を目標に電気・水道・ガス・通信などのライフランが維持できる計画とします。

� 自然エネルギーを活用した環境配慮機能の採用
水の循環・炭素固定・蒸散効果などが１つのリングとなっている「森」の環境システムを参考に、北面に緑化ルーバー、南面にライトシェルフ、太
陽光発電パネル、壁面緑化を設けることで、自然の採光・通風・エネルギーを有効に活用します。また、コスト縮減と快適性を両立させた空調シス
テムを導入することで、環境負荷を低減する計画とします。

配置・動線の単純化によって、明快な施設構成としていくこと
を基本に、サインや設備についても配慮することで、全ての人
に分かりやすく、安全で、使いやすい計画としていきます。

市民活動支援スペースを中心に会議室等の諸室を配置したエリ
アを吹抜け部分に配置し、様々な活動や出会いのきっかけを生
みだす場を提供していきます。また、夜間や休日にも市民に開
放可能な計画としていきます。

適正な奥行きを持った執務空間と各階の機能にあわせたスペー
スを両立させる計画とします。また、徹底したレイアウトの効
率化によって、地下階を削減した合理的な計画としていきます。

災害時の中枢拠点として、建物・人命の安全性確保と庁舎機能
を維持していくため、免震構造を採用するとともに、７日間、
業務が継続できるバックアップ機能を備える計画とします。

自然の光・風・水を有効に活用できるシステムを取り入れると
ともに、周辺の景観との調和に配慮した計画としていきます。

2. 人にやさしい庁舎
・誰にとっても分かりやすく、
  使いやすい
・ユニバーサルデザインの導入

3. 親しまれる庁舎
・市民と行政の協働による
  活動を支える拠点
・情報交換や交流を可能にする場

4. 機能的・効率的な庁舎
・適正な執務空間の確保
・様々な変化に対応できる
  空間・設備の導入
・機能的・効率的・柔軟性が高い

5. 安全・安心な庁舎
・耐震性の確保
・災害対策活動の中枢として
  迅速な支援・復旧活動

6. 環境に優しい庁舎
・環境負荷の低減
・ライフサイクルコストの
  低減と長寿命化

役割

設計の基本的な考え方 設計方針

市
民
サ
ー
ビ
ス

行
政
事
務

防
災
拠
点

環
境
先
導

01．全体コンセプト２

全体コンセプト 2
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新第1庁舎新第1庁舎

新第2
庁舎
新第2
庁舎

勤労福祉
センター
勤労福祉
センター

本八幡駅

都営新宿線
本八幡駅

鬼越駅

京成線
八幡駅

葛飾八幡宮・
葛飾天満宮

不知森神社
千葉街道
（国道14号線）

市道
0117号

市道
6082号

配置の方針
配置部署 諸室・機能

役割 配置の考え方
6階 議会 議会施設をできる

限り集約
議会事務局 議場、議員控室

5階

管理系事務
経済
市民協議

市長・副市長と全
庁的な管理部門・
政策部門をまとめ
て配置
市民団体、商工業
関係者が来庁する
部門を配置

危機管理室、総務
部、企画部、財政
部、管財部、情報
政策部、市民部、
文化国際部、経済
部、監査委員事務
局、選挙管理委員
会事務局、農業委
員会事務局

市長室、副市長室、
災害対策本部室、情
報管理室、印刷室、
議会委員会室、市民
活動支援スペース4階

3階

2階

市民相談
市民窓口

1階には総合窓口
2階にはその他の
市民窓口とプライ
バシーに配慮が必
要な相談窓口を集
約

市 民 部 ( 窓 口 関
係 )、財政部 ( 窓口
関係 )、福祉部、こ
ども部、保健スポー
ツ部、会計課

総合窓口、証明書発
行窓口、総合案内、
銀行、個室相談室、
総合情報コーナー

1階

地下 駐車場 来庁者用駐車場、
公用車一時駐車場

駐車場、備蓄倉庫

最上階　議会フロア
議場・委員会室・議員控室

3～5階　事務フロア
市長室、総務・企画・財政などの市の管理部門
市民協働・経済部門
災害対策本部など、災害関係諸室
庁内のサーバを集約管理できる情報管理室など

1・2階　市民窓口フロア
1階は総合窓口 (市民課と利用の多い窓口を集約 )
2階はその他市民窓口と配慮を要する相談スペース

B1・B2階　地下駐車場等
来庁者用・公用車一時駐車用　計130台以上

表 6-1-1　庁舎ごとの想定面積

P.42 【6-1 フロア配置の計画】

新第1庁舎 新第2庁舎 計
6階 1,900㎡ ー 地上

約33,000㎡5階 3,400㎡ 1,600㎡
4階 4,000㎡ 1,800㎡
3階 4,700㎡ 1,800㎡
2階 5,000㎡ 1,900㎡
1階 5,000㎡ 1,900㎡
小計 24,000㎡ 9,000㎡
地下1階 5,000㎡ 1,900㎡ 地下

約11,900㎡地下2階 5,000㎡ ー
小計 10,000㎡ 1,900㎡
合計 約34,000㎡ 約10,900㎡ 約44,900㎡

P45 【6-2 敷地利用の計画】

表 6-2-1　敷地条件
新第1庁舎 新第2庁舎

所在地 八幡1ー1ー1 南八幡2ー18ー 9
最寄駅 JR本八幡駅より約450m

京成八幡駅より約400m
JR本八幡駅より約1,000m

地
域
地
区
等

敷地面積 約7,940㎡※
( 全面道路拡幅後の有効面積約
7,500㎡ )

約 4,770㎡
( 全面道路拡幅後の有効面積約
4,600㎡ )

用途地域 商業地域 第一種住居地域
容積率 400％ 200％
建ぺい率 80％ 60％
防火指定 準防火地域 ー
高度地区 ー 第一種高度地区
日影規制 北側隣地：第一種低層住居専用

地域3時間 /2時間 (1.5m)
北側隣地：第一種住居地域
4時間 /2.5 時間 (4.0m)

高さ制限 道路斜線制限：東面・西面・南
面

道路斜線制限：東面・西面
隣地斜線制限：南面
第一種高度斜線制限：北面

前
面
道
路

東側 市道4300号 ( 幅員4.0m) 市道 0117号 ( 幅員 19.8m)
市道 6080号 ( 幅員 4.0m)

西側 市道4287号 ( 幅員4.8m) 市道 6081号 ( 幅員 3.0m)
南側 国道14号 ( 幅員12.3m) ー
北側 鉄道敷 ー

計画概要 /施設構成計画

02．計画概要 /施設構成計画 基本構想

：新第1庁舎
：庁舎
：地下1階、地上7階、塔屋1階
：免震構造　S造（一部RC造、SRC造）
：5,680㎡
：33.95ｍ
：32.45ｍ
：75％
：30,375㎡
：25,073㎡
：330％
：169台
：205台

■ 建築概要
建物名称
用途
規模
構造形式
建築面積
最高高さ
軒高
建蔽率
延床面積
容積対象面積
容積率
駐車台数
駐輪台数

□ 各階面積表

P.43  【6-1 庁舎の組織配置】

注）組織名称は、平成 25 年 4 月 1 日現在のもの。

名称・配置は今後の組織改正により変更する場

合があります。

図 6-1-1　フロア配置イメージ（断面）

表 6-1-2　フロア配置の考え方

■ 地下１階平面：駐車場 /倉庫 /機械室

■ 3階平面：窓口 /市民活動支援スペース /多目的スペース
　（配置部署：総務部 /企画部 /財政部 /文化国際部 /市民部 /経済部 /保健スポーツ部
　選挙管理委員会事務局 /監査委員事務局 /農業委員会事務局）

■ 4階平面：窓口/市長・副市長室/災害対策本部室/市民活動支援スペース/総合情報コーナー
　（配置部署：危機管理室 /経営改革室 /総務部 /企画部 /財政部）

■ 5階平面：委員会室 /書庫・倉庫 /備蓄倉庫

■ 6階平面：議場 /正副議長室 /会派控室 /議会事務局

■ 7階平面：傍聴席 /食堂 /研修室 /機械室

■ １階平面：玄関 /窓口 /銀行 /売店
　（配置部署：市民部 /福祉部 /こども部 /保健スポーツ部 /会計課）

■ 2階平面：窓口 /市民活動支援スペース /キッズスペース /授乳室 /多目的スペース
　（配置部署：財政部 /市民部 /福祉部 /こども部）

■ 断面構成

□ 付近見取図

市
役
所
入
口

執務室執務室

執務室執務室

待合スペース待合スペース

銀行銀行

正面玄関正面玄関 南東玄関南東玄関

北東玄関北東玄関
車寄
玄関
車寄
玄関

車寄車寄

WCWC

売
店
売
店

EVEV
階段階段

WCWC

窓口窓口

執務室執務室

執務室執務室

会議室会議室

窓口窓口

市民活動
支援スペース
市民活動
支援スペース

多目的
スペース
多目的
スペース

キッズ
スペース
キッズ
スペース

WCWC
WCWC

授乳室授乳室

執務室執務室

執務室執務室 災害対策
本部関係諸室
災害対策
本部関係諸室 WCWC

市長・副市長関係諸室市長・副市長関係諸室

WCWC

市民活動
支援スペース
市民活動
支援スペース
総合情報
コーナー
総合情報
コーナー

窓口窓口

書庫・倉庫書庫・倉庫
備蓄
倉庫
備蓄
倉庫

WCWC委員会室委員会室
WCWC

WCWC
WCWC 議場議場理事者

控室
理事者
控室

議員控室議員控室

議会会議室・図書室議会会議室・図書室

議員
控室
議員
控室

議会
事務局
議会
事務局議会関係諸室議会関係諸室

WCWC
機械室機械室

食堂食堂

研修室研修室傍聴席傍聴席

多目的
スペース
多目的
スペース

執務室執務室大会議室大会議室

執務室執務室

相談相談 作業室等作業室等

WCWC
WCWC

市民活動
支援スペース
市民活動
支援スペース

窓口窓口

倉
庫
倉
庫

駐車場駐車場

機
械
室

機
械
室

機
械
室

機
械
室

執務室執務室 執務室執務室 １階

北 南

駐車場駐車場

会議会議

待合待合

Ｂ１階Ｂ１階

２階

３階

４階

執務室執務室 執務室執務室

執務室執務室 相談相談 執務室執務室

市長・副市長室市長・副市長室 会議会議 災害対策関係災害対策関係

５階書庫・倉庫書庫・倉庫 委員会室委員会室

６階議会議会

７階食堂食堂 研修室研修室

: 執務エリア

凡例

:議会エリア : 市長関係エリア

: 会議室エリア : 便利施設 : 共用部 : その他 : 縦動線（ＥＶ・ＥＳＬ・階段）

階 面積（㎡）
ＰＨ 　　90
7 1,800
6 2,525
5 3,020
4 3,670
3 4,215
2 4,945
1 4,610
Ｂ１ 5,500

：市川市八幡1丁目1番1号
：市川市八幡1丁目542番 2外
：7,600㎡
：商業地域
：準防火地域
：指定なし
：90%（指定建蔽率80%+角地緩和10％）
：400％（指定容積率400%）
：31mから勾配2.5
：勾配1.5、適用距離20m
：第一種低層住居専用地域（北側）
　5ｍ /3h、10m/2h
　測定水平面1.5m
：①西側：市道4287号
  ②南側：国道14号 
  ③東側：市道4300号
：市街化区域内、都市計画区域内
　22条指定区域内

■ 敷地概要
所在地 　
地名地番 
敷地面積
用途地域
防火地域等
絶対高さ制限
許容建蔽率
許容容積率
隣地斜線
道路斜線
日影規制

前面道路

地域・地区等
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２ 敷地利用の方針 

 

（１）新第１庁舎 

 

図 6-2-1 新第 1庁舎 敷地利用の方針 

 ① 敷地利用 

  ・建物は敷地の南側を有効に活用しながら、日影や高さ制限などの規制の範囲内で必要面積が確保

できる建築計画とします。 

  ・敷地には、来庁者駐輪場や緑地の整備、駐車場への滞留スペースを配置するなど、有効活用を検

討します。 

 ② 動線 

  ・市道 4287 号および市道 4300 号については、「市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関す

る条例」の規定に基づき庁舎敷地側で拡幅を行うともに、合わせて敷地内に歩行者空間を確保し

ていきます。 

  ・歩行者については、駅からの人の流れに配慮したエントランスの配置を検討します。 

  ・駐車場については、国道 14 号から市道 4287 号または市道 4300 号を進入路として活用すること

を基本として、国道 14 号に負荷がかからないような自動車動線を検討します。 

  ・国道 14 号から市道への右折および左折レーンの整備についても併せて検討します。 

 ③ 駐車場等 

  ・駐車場は、自走式の地下駐車場を基本とします。 

国道 14 号 

市道 4300 号 市道 4287 号 建物は敷地の南側を活用し、必要な面積を確保した配置 

市道の拡幅と 

歩行者空間の確保 

市道の拡幅と 

歩行者空間の確保 

駐車場は地下設置を基本 

駅からの人の流れに配慮した

エントランス 

駐車場へはどちらかの市道を進入路とすることを基本に検討 

荷捌用
駐車場

ピロティ３

86台
34台

▼

▲
▲

市
道
4287号

市
道
4300号

国道14号線

本八幡駅

バス停

60台
バイク置場

12台荷捌用駐車場

鬼越駅

25台

京成電鉄

スロープ

京成八幡駅

インフォメーション
ウォール

△

▼

▼

オイルタンク(地下)

ピロティ４

ピロティ１

地区
ガバナ

道
路
境
界
線

現
況
道
路
境
界
線

道路境界線

現
況
道
路
境
界
線

道
路
境
界
線

敷地境界線
❶

❷

❹

❹

❺

❻

❼

❽

❾

❺
❸❸

10

10

11

1117

12

1212

12

13

13

13

14
14

15

16

11

11
駐輪場１

縁側ギャラリー
縁側シート

北東玄関

正面玄関

交差点の整備

南側に寄せた建物配置

交差点の整備
サービス車両動線

一般車両動線

歩行空間
△都市計画道路予定ライン

駐輪場３

車寄せ

車寄せ

植栽帯

車寄
玄関

滞留スペース

植栽帯

緑化ウォール

約
1
4
.6
m

約6ｍ

約6ｍ

右折待機
スペース

植栽帯

駐輪場４

駐輪場２

南東
玄関

❹
約7.5ｍ

❹
約6ｍ ：一般車両動線

：サービス車両動線

：歩行者・自転車動線

：玄関

凡例

北

基本構想

配置計画

１．敷地利用

❶ 南側に寄せた建物配置
市民窓口サービスを１階に集約できる面積

の確保と、一般車両・サービス車両の動線

を明確にするため、建物を敷地の南側に寄

せた配置とします。

２．道路整備

❷ 国道１４号の整備：
庁舎敷地側の道路境界線を、都市計画道路

の予定ラインまで後退します。

❸ 敷地南東・南西交差点の整備：
敷地南東と南西の交差点については、車両

と歩行者の安全性を高めるため、右折レー

ンを設ける等の整備を行う予定です。

❹ 東西市道の拡幅（市道 4287 号、4300 号）：
車両および歩行者等が安全に通行できるよ

う、幅員を 6m 以上に拡幅します。

P.46 【２.敷地利用の方針】

① 敷地利用

・建物は敷地の南側を有効に活用しながら、日影

や高さ制限などの規制の範囲内で必要面積が確

保できる建築計画とします。

・敷地には、来庁者駐輪場や緑地の整備、駐車場

への滞留スペースを配置するなど、有効活用を

検討します。

② 動線

・市道 4287 号および市道 4300 号については、「市

川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関す

る条例」の規定に基づき庁舎敷地側で拡幅を行

うともに、合わせて敷地内に歩行者空間を確保

していきます。

・歩行者については、駅からの人の流れに配慮し

たエントランスの配置を検討します。

・駐車場については、国道 14 号から市道 4287 号

または市道 4300 号を進入路として活用すること

を基本として、国道 14 号に負荷がかからないよ

うな自動車動線を検討します。

・国道 14 号から市道への右折および左折レーンの

整備についても併せて検討します。

③ 駐車場等

・駐車場は、自走式の地下駐車場を基本とします。

・敷地内の駐車場は、来庁者用および荷捌きなど

のために必要な公用車の一時駐車場とします。

・来庁者の駐輪場は、敷地の有効活用を検討しな

がら、地上のほか、地下設置についても検討し

ていきます。職員の駐輪場については、敷地外

の利用を含め整備を検討します。

P.15 【機能整備の方針 3】　駐車場・駐輪場の整備

□ 駐輪場

・自転車利用の動向を踏まえ、必要台数を確保し

た駐輪場を整備します。

・駐輪場は、自転車を整理して置くことができる

よう、設置方法を工夫します。

図 6-2-1　敷地利用の方針

３．車両動線（一般・サービス車両）

❺ 周辺通過交通を妨げない車両動線：
一般車両とサービス車両のアプローチ動線

を明快に分けた計画とし、周辺通過交通の

妨げにならない計画とします。

❻ 一般車両動線：
一般車両は、敷地西側に面した入口から敷

地内に入り、地下１階に設けた駐車場に向

かう計画とします。

❼ 右折待機スペースの確保：
西側市道には、踏切を通過する車両の妨げ

にならないようにするとともに、安全に敷

地内に入ることができるようにするため、

右折待機スペースを設けた計画とします。

❽ 敷地内滞留スペースの確保：
駐車待機車両による、西側市道の渋滞を防

ぐため、敷地内の建物北側に約 100 ｍの車

両滞留スペースを設けた計画とします。ま

た、地下駐車場は合計 164 台の駐車スペー

スを確保した計画とします。

❾ サービス車両動線：
サービス車両は、原則左折により、敷地東

側から敷地西側に抜ける計画とします。

� 車寄せ：
建物北西に庇のかかった車寄せを設け、雨

天の場合も雨に濡れる事なく、建物内に入

ることのできる計画とします。

４．歩行者・自転車動線

� どこからでも入りやすい庁舎：
建物の玄関を４隅に設け、各方面からアプ

ローチしやすい計画とします。

このうち正面玄関については、人の往来の

多い JR 本八幡駅方面にある建物南西玄関と

し、間口を大きく確保する等、正面玄関に

相応しい計画とします。

� 敷地４隅に配置した駐輪場：
敷地の４隅に 205 台の自転車を駐輪可能な

スペースを設けた計画とします。

� 敷地内歩行空間：
敷地内の歩行空間は、幅員を 2.0 ｍ以上確

保した計画とします。

４．植栽帯・緑化ウォール

� 東西植栽帯：
周囲のクロマツ市街地の景観と連続する植

栽を選定し、近隣住居への建物の圧迫感を

軽減します。

� 北側植栽帯：
京成線の車両から風景を楽しめるよう、緑

地帯を線路沿いに設けます。敷地から線路

に入れないようにするための、進入防止

帯としての機能を兼用します。

� 緑化ウォール：
国道 14 号に面した 1 階部分には、壁面と

植栽が一体となった緑（緑化ウォール）

を設け、緑豊かな外観を形成します。

� 縁側ギャラリー・縁側シート：
正面玄関には、展示スペース（縁側ギャ

ラリー）や待合スペース（縁側シート）

を設け、庁舎と街との柔らかい接点とな

る空間をつくります。

03．配置計画
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市民開放エリア

市民開放エリア
執務エリア

ファンクションスペースファンクションスペース
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守衛室

WC-2

WC-1

売店

駐輪場１
風除室１

エントランスホール１

エスカレータ

給
湯
室
１

共用受付
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８ ９ 10

集密
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設置
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障害者支援課 地域福祉支援課 介護保険課 こども福祉課

国民健康保険課国民年金課市民課

オイルタンク(地下)

ピロティ４

ピロティ１

ピロティ２

足洗い

地区
ガバナ
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線
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線
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況
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敷地境界線

❶

❼
❾

❽

❷

❸

❷

❹

❺
❻

11

10

15

16

12

1314

11

13 14

執務室執務室

トイレトイレ

トイレトイレ

11 執務室執務室

共用部分（中通路）共用部分（中通路）

共用部分
（廊下）
共用部分
（廊下）

総合窓口総合窓口

総合
案内
総合
案内

相談室相談室

コンシェルジュコンシェルジュ
エスカレータエスカレータ

売店売店

正面玄関正面玄関

❶車寄
玄関
車寄
玄関

❶北東玄関北東玄関

❶南東玄関南東玄関

人荷用エレベータ人荷用エレベータ

エレベータ・階段エレベータ・階段エレベータ・階段エレベータ・階段

12 相談室相談室

12 相談室相談室

待合空間待合空間

北

平面計画 1（配置兼１階平面）

基本構想

P.14【機能整備の方針 1】　窓口機能の整備

□ 総合窓口（ワンフロア集約連携サービス）

・庁舎の 1 階に利用が多い市民窓口を集約して配

置する総合窓口を導入します。

・ワンフロアに集約した各窓口は、書類の受け渡

し等で連携を図ることで、待ち時間の短縮等を

行っていくワンフロア集約連携サービスの実現

を目指します。

・利用の多い証明書を一元化して発行できる『証

明書発行専用窓口』を設置します。

□ 待合空間

・総合窓口には、窓口の集約に対応したゆとりあ

る待合空間を整備します。

P.14 【機能整備の方針 2】　相談機能の整備

□ 相談室

・プライバシーに配慮した共用の個室相談室を設

置するとともに、主に相談を行う部署を配置す

る低層階には専用の相談室を確保します。

・福祉部門などへは、プライバシーに配慮した相

談室を十分設置していきます。

P.16 【機能整備の方針4】　移動しやすい空間の整備

□ 共用部分

・廊下などの共用部分は、「高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律 」の「誘導基

準」に基づいて、利用しやすくなるような幅や

機能を確保します。

・敷地入口及び駐車場などから庁舎への進入路に

ついても、円滑な動線を確保します。

P.16 【機能整備の方針5】　利用しやすい設備の整備

□ トイレ

・ユニバーサルデザインの考え方に基づいた『誰

でもトイレ 』を、「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律」の「誘導基準」

に基づき設置します。

P.18【機能整備の方針6】　わかりやすい案内の整備

□ 総合案内

・庁舎出入口及び 1 階の総合窓口のフロア内に総

合案内を設置し、『案内係（コンシェルジュ）』

を配置します。

・案内係（コンシェルジュ）は、目的に応じた窓

口や手続きへの案内、複数の手続きが必要な場

合の手助け、申請書等の記入補助等、窓口で迷

うことなく、快適に用件を済ませることができ

るようなサポートを行うことを目指します。

・外国人へのわかりやすい案内も考慮し、外国人

へ手続きの案内、情報提供、各種相談に対応で

きる窓口も設置します。

P.19 【機能整備の方針 7】　協働・交流機能の整備

□ 売店

・売店は、コンビニエンスストアの誘致を含めて

検討します。

P.22 【機能整備の方針 10】　執務空間の整備

□ セキュリティ対策

・執務空間のセキュリティ確保のため、窓口階に

おけるシャッターの設置、必要箇所への防犯　

カメラの設置及び鍵の管理についても別途検討

します。

04．平面計画１（配置兼１階平面図）

❶ 玄関（建物４隅）
どこからでも入りやすいよう、建物の玄関を

４隅に設け、最も利用の多い南西玄関を正面

玄関とした計画とします。

❷ エレベータ・階段（東西）：
各玄関からアクセスしやすい東西２ヶ所にエ

レベータと階段を設けます。

❸ エスカレータ：
利用者の多い 1 階と２階をつなぐエスカレー

タを正面玄関のある西側エントランスホール

に設けます。

❹ 人荷用エレベータ：
機械設備の更新や屋上緑化の樹木の搬出入用

に利用するため、建物南東に屋上まで直通の

人荷用エレベータを設けた計画とします。

❺ 共用部分（中通路）：
窓口利用者が往来する通路は、フロア中央に

設けるとともに、安全に移動できるよう、

幅員を十分確保した計画とします。

❻ 共用部分（廊下）：
その他通行部分は、「高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律 」の「誘

導基準」に基づき、主要廊下の幅員を 1.8

ｍ以上確保した計画とします。（各階共通）。

❼ 総合窓口：
敷地の有効利用を図ることで 1 階に大空間

を確保し、住民異動にともなう手続きが必

要な窓口部署を集約できる計画とします。

窓口の配置は、正面玄関から最も利用者の

多い市民課を配置し、関連する手続きの多

い国民年金課や国民健康保険課を並べて配

置します。また北側には、高齢者・障害者・

こどもの福祉にかかる窓口を並べて配置し

ます。

❽ 待合空間：
南北の窓口を見渡しやすいように、フロア

中央に待合空間を設けます。また、各窓口

に応じた待合空間を形成できる広さを確保

した計画とします。

❾ 総合案内カウンター：
初めての来庁者にもわかりやすいように、

正面玄関前に総合案内カウンターを設置し

た計画とします。

� コンシェルジュ：
正面玄関・車寄玄関の中央かつ、総合案内

カウンターから見える位置にコンシェルジ

ュカウンターを配置し、最も利用の多い、

１階窓口の案内・記載の手伝いを行います。

� 執務室：
間仕切りのない大平面を確保し、将来のレ

イアウト変更に柔軟に対応しやすい計画と

します。（※詳細は、平面図 02 を参照）

� 相談室：
相談を行う部署に近接して、相談室を配置

した計画とします。また、福祉部門に近接

して設けた相談室については、車椅子が転

回できる広さを確保した計画とします。

� トイレ：（ＷＣ、ＨＷＣ）
東西２か所にトイレを設けた計画とし、玄

関やエレベータ・階段から近い場所に配置

します。

� トイレ：（ＨＷＣ）
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律」の「誘導基準」に基づくと

ともに、一部の機能を一般トイレに分散し、

誰もが使いやすい計画とします。

� 売店：
正面玄関・車寄玄関から分かりやすい位置

に設けた計画とします。また、外からも直

接出入りができるように計画します。

� 市民開放エリア：
・市民の活動や交流の場として、建物西側

エリアを閉庁時にも市民が利用できるエリ

アに設定し、2 階～ 4 階には市民活動支援

スペースなどを設ける計画とします。

・閉庁時には、執務エリアと市民開放エリ

アの境界はシャッター等により区画し、執

務エリアのセキュリティを確保する計画と

します。

・また、閉庁時においても日常と変わらな

い使い方ができるよう、エレベータ、階段、

トイレ、授乳室などの必要設備をエリア内

に配置します。
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 ② 授乳室・キッズスペースなど 

○ 子育て関連の窓口に併設して、授乳室・キッズ

スペース12を設置します。 

 

 

 

 

 

 

【 トピックス ～建築物等移動等円滑化基準(義務)及び誘導基準～ 】 

表 3-1 基準概要 

廊下 義務 ・廊下幅：120cm 以上（高齢者等が円滑に利用できるための経路上にあるもの） 

誘導基準 ・廊下幅：180cm 以上（車いす使用者の利用上支障とならない部分を除く） 

エレベータ 義務 ・かごの奥行き：135cm 以上 

・かごの幅  ：140cm 以上（高齢者等が円滑に利用できるための経路上にあるもの）

誘導基準 ・かごの奥行き：135cm 以上 

・かごの幅  ：140cm 以上（不特定多数の者が利用する全て） 

160cm 以上（不特定多数の者が利用する 1以上） 

車いす用 

駐車場 

義務 ・車いす使用者用の駐車施設の設置：1台以上 

・駐車スペースの幅       ：350cm 以上 

誘導基準 ・車いす使用者用の駐車施設の設置：設置台数の 2％以上 

・駐車スペースの幅       ：350cm 以上 

多目的トイレ 義務 ・車いす使用者用個室トイレ   ：建物全体で 1以上 

・オストメイト13対応の個室トイレ ：建物全体で 1以上 

誘導基準 ・車いす使用者用個室トイレ   ：各階に設置している個室トイレの 2％以上

・オストメイト対応の個室トイレ ：各階 1以上 
 

                                                  
12 キッズスペース：親が手続きをしている間に子どもが安心して待っていることができる場所 
13 オストメイト：直腸がんや膀胱がんなどにより、臓器に機能障害を負い、腹部に人工的に排泄のための孔を造設した人のこと 

楽しい色彩のキッズスペース（宮若市役所／

福岡県） 
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市民開放エリア 執務エリア

ファンクションスペースファンクションスペース

ファンクションスペースファンクションスペース

デスクスペースデスクスペース

デスクスペースデスクスペース会議室１

会議室２

WC-1

WC-2

HWC

給湯室１

カフェ

会議室３

執務室１

給湯室２

更衣室１
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相談室15
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市民活動
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多目的スペース
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❶

❼

❼

❶
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北

北

平面計画 2（2 階平面）

基本構想

P.16 【機能整備の方針5】　利用しやすい設備の整備

□ 授乳室・キッズスペースなど

・子育て関連の窓口に併設して、授乳室・キッズ

スペース を設置します。

楽しい色彩のキッズスペース（宮若市役所／福岡県）

表　3-1　基準概要

P.19 【機能整備の方針 7】　協働・交流機能の整備

□ 市民活動支援スペース

・打ち合わせコーナーや印刷機などの機材が設置

された市民活動支援スペースを設置します。

□ 多目的スペース

・一時的に広い空間を必要とする行政事務やイベ

ントに利用できる多目的スペースを設置します。

・なお、整備にあたっては、周辺公共施設の活用

についても併せて検討します。

P.22 【機能整備の方針 10】　執務空間の整備

□ 執務室

・国基準に準じた執務空間を確保します。

・執務空間には、各課の間に間仕切りは設けず、

机やイスなどの什器類の大きさ・配置と執務室

のレイアウトを統一化した、引越し経費の削減

にも効果のあるユニバーサル・フロアを導入し

ます。

・休養室、更衣室等については、労働安全衛生法

に基づき設置するとともに、業務の形態に応じ

た適切な配置を検討していきます。

□ 打ち合せや作業などのための共有スペース

・日常的に必要な打ち合せや作業、ＯＡ機器 が設

置できる共有スペースを配置します。

・支所・出張所などの外部施設の職員が待機でき

る共有スペースの確保も検討します。

P.23 【機能整備の方針 11】　会議室等の整備

□ 会議室

・現在の不足状況を解消できる数を確保した、全

庁共用の会議室を整備します。

04．平面計画２（２階平面図）

❶ 執務室：
執務室は、通路側の窓口カウンター、中央部のデス

クスペース、窓側のファンクションスペースの 3層

構成とし、全フロア共通のレイアウトモジュールと

することで、レイアウト変更にも柔軟に対応できる

計画とします。

・窓口カウンターは、市民の主要動線となる中通路

に面して配置して、共用部と執務室を明快に区分け

するとともに、車椅子利用にも配慮した計画として

いきます。

・デスクスペースは、ユニバーサルレイアウトを採

用し、部署間に間仕切りを設けず一定の間隔で机・

イスを等間隔に配置します。組織改正等の際には、

家具にあわせて人が異動することで、家具移動等な

しに柔軟に対応できる計画とします。

・ファンクションスペースは、各部署の特殊性に対

応するスペースとして、各部署の業務内容によって

異なってくる家具、書架、打合せスペース、部長・

次長席等を配置する計画としていきます。

❷ 市民活動支援スペース（２階）：
2 階には、窓口を利用するだけではなく、様々な人

の出会いや交流の場となるよう、カフェやキッズス

ペースを配置します。また、夜間・休日には市民開

放エリア内の会議室を一般開放できるようにする

ことで、市民活動を支援するスペースとして一体的

に利用できるよう計画していきます。

❸ 多目的スペース：
税の申告会場など、窓口業務と連動した行政イベン

トを行うことができるフリースペースを設ける計

画とします。

❹ 授乳室：
子育て関連部門に近接して、授乳やおむつ替えに必

要な設備を設けた授乳室を計画します。

❺ キッズスペース：
・子ども連れの来庁者も安心して利用できるよう、

子育て関連部門に近接して、待合を兼ねたキッズス

ペースを設置します。

・万一こどもが１人で動きまわった際に、エスカレ

ータ等での事故を防ぐため、エスカレータへ向かう

動線上に、進入防止用の柵を設けた計画とします。

❻ 共用会議室（２階以降）：
・現状の会議室不足を解消するため、庁舎全体で 18

室の共用会議室を設置します。

・会議室は、中通路ゾーンを有効に活用し、南北ど

ちらの執務ゾーンからも利用しやすいフロア中央

に効率的に配置します。また、会議室は、利用形態

に応じて一体的に使える計画とします

❼ トイレ（ＷＣ・ＨＷＣ）（２階以降）：
１階のトイレ同様の計画とします。

東西 2 ヵ所に設けるとともに、「高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律」の「誘導基

準」に基づいた多機能トイレを設けた計画としま

す。

また、迷うことなくトイレに向かうことができるよ

う、2 階以降のトイレについては、同じ位置に配置

した計画とします。
□ 柱スパンによる、レイアウト比較

執務室・
地下駐車場
レイアウト

柱スパン 6.6ｍ案

100 95 85

9.0ｍ案 10.8ｍ案

執務室 ２列 /１スパン
3.3ｍ間隔で机を配置

２台 /１スパン
地下２層
地下１階：約80台
地下２階：約80台

３台 /１スパン
地下２層
地下１階：約110台
地下２階：約　50台

4台 /１スパン
地下1層
地下１階：約160台

３列 /１スパン
3.0ｍ間隔で机を配置

３.5列 /１スパン
3.085ｍ間隔で机を配置

駐車場

採否

躯体コスト比較

6.6ｍ6.6ｍ 9.0ｍ9.0ｍ

余剰スペース余剰スペース

10.8ｍ10.8ｍ

3.6ｍ（余裕レイアウト）3.6ｍ（余裕レイアウト）

3.0ｍ3.0ｍ3.3ｍ3.3ｍ 3.085ｍ（効率的レイアウト）3.085ｍ（効率的レイアウト）

余剰スペース余剰スペース

執務執務

駐車

執務

駐車

執務1

駐車

執務空間・駐車場に最適な合理的な柱スパン

自由度の高い執務空間と効率的な駐車場レイアウトを実現するため、様々な

柱と柱の間隔（柱スパン）のパターンを比較検討しました。

この結果、柱スパンを 10.8 ｍとすることで、執務室では 1 スパンの中に標準

的な広さの構成としながら、駐車場では 1 スパンに余剰スペースなく 4 台が

駐車できるようになります。これにより、基本構想では地下 2 層としていた

駐車場を地下 1層に削減した計画とします。

□　両端コア・中通路型の平面構成（基準）

両端コア・中通路型プランの採用

動線が単純なため初めての来庁者にも分かり易い／フロア内の動線が短い／

有効面積比率が高い／部署の配置が容易など、の優れた特徴を持つ中通路型

プランを基本とします。

業務効率を高めるオフィス奥行き

オフィス奥行きは約 17 ｍ（窓口オフィス）～約 15 ｍ（一般オフィス）とし、

部内連携が図りやすい奥行き設定とします。

奥行き調整＝中通路ゾーン

奥行きの深い低層部では、中通路ゾーンにその階の特性を踏まえた機能を配

置し、コンパクトで機能的な平面計画とします。

1階＝待合スペース、2階＝多目的スペース、3階＝会議室・作業室を中通路ゾー

ンに配置します。
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市民開放エリア 執務エリア

ファンクションスペースファンクションスペース

デスクスペースデスクスペース

一体的な利用一体的な利用

ファンクションスペースファンクションスペース

デスクスペースデスクスペース

執務室1

会議室３

作業室

大会議室

WC-1

WC-2

HWC

倉庫

会議室１　 文書集配室 印刷室２

機械室

WC-4

WC-3

EPS-2

電話交換室

監査委員事務局

作業室２

廊下７

EPS-1

EV-1

EV-2

EV-3

EV-4
会議室２

更衣室１

更衣室２

監査委員室

印刷室１

作業室４

給湯室

作業室３　　

MDF

DS・PS-2DS・PS-1
執務室２

EVホール３

多目的スペース

作業室１

EV-5

階段室２

廊下１

EVホール１

階段室１ 廊下２ RS-2

RS-1

EVホール２

廊
下
６

廊
下
５

廊
下
４

廊
下
３

作業室５

市民活動支援スペース

相談室 相談室 相談室
１

２

３

４

５

６

７

８

９

ボランティア
NPO課 市民安全課 地域振興課

文化
振興課

国際
交流課 管財課 総務課 委員会

事務局

選挙管理

商工振興課 観光交流
推進課

農政課 農業
委員会
事務局

保健医療課
情報政策課

情報システム課

バルコニー１ バルコニー２

❷

❶

❸

市民活動
支援スペース
市民活動
支援スペース

多目的スペース多目的スペース

大会議室大会議室

北

❶ 市民活動支援スペース（３階）：
市民の活動にあわせて、会議室など、様々な

利用形態が構成できる間仕切りのない空間と

します。また隣接する多目的スペース・大会

議室と一体利用が可能な計画とします

❷ 多目的スペース：
平常時には、エレベータ・階段から執務エリ

アに続く通行部分とあわせて、情報発信や展

示など様々な利用ができるスペースとし、期

日前投票など、広いスペースが必要な行政イ

ベントにも利用できる空間とします。

❸ 大会議室：
平常時には、行政の会議室として利用するほ

か、夜間・休日には一般開放できるようにす

ることで、市民活動を支援するスペースとし

て一体的に利用できる計画としていきます。

基本構想04．平面計画３（３階平面図）

平面計画 3（3 階平面）

P.19 【機能整備の方針 7】　協働・交流機能の整備

□ 市民活動支援スペース

・打ち合わせコーナーや印刷機などの機材が設置

された市民活動支援スペースを設置します。

□ 多目的スペース

・一時的に広い空間を必要とする行政事務やイベ

ントに利用できる多目的スペースを設置します。

・なお、整備にあたっては、周辺公共施設の活用

についても併せて検討します。
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第 3 章 新庁舎の機能整備の方針 
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《基本方針３》親しまれる庁舎 

 
【機能整備の方針 7】 協働・交流機能の整備 

 

地域コミュニティの活性化、あるいは街づくりや防犯・防災への取り組みなどの様々な行政課題に対

しては、市民と行政とが協働した活動、または市民による自主的な取り組みが欠かせない状況となって

います。 

このため、これからの庁舎には、単に行政サービスを提供するだけではなく、多様な市民活動を支え、

市民同士の交流を促す拠点施設として、必要な機能を備えてまいります。 

■整備方針 

① 多目的スペース 

○ 一時的に広い空間を必要とする行政事務やイベントに利用できる多目的スペースを設置しま

す。 

○ なお、整備にあたっては、周辺公共施設の活用についても併せて検討します。 

 

② 市民活動支援スペース 

○ 打ち合わせコーナーや印刷機などの機材が設置された市民活動支援スペースを設置します。 

 

③ 食堂・売店 

○ 市民が利用しやすい食堂の設置を検討します。 

○ 売店は、コンビニエンスストアの誘致を含めて検討します。 

 

【機能整備の方針 8】 情報発信機能の整備 

 

現在、庁舎内にある市政情報センターでは、本市の計画や統計、各種会議録など、常時約 9,000 点の

資料を提供しています。 

今後とも市政情報を提供していくとともに、多様化する市民ニーズに対応するため、市民による地域

の活動を含め、庁舎を起点として多様な媒体による総合的な情報提供を行います。 

■整備方針 

 ① 総合情報コーナー 

○ 市政や地域活動の情報を紹介する『総合情報コー

ナー』を設置します。 

 

パンフレットやチラシを集約して配置 
（つくば市役所／茨城県） 

第 3 章 新庁舎の機能整備の方針 
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【機能整備の方針 14】 災害対策本部機能の整備 

 

3.11 の東日本大震災においては、約 3ヶ月間にわたり災害対策本部が設置されました。しかし、常設

の災害対策本部を有していなかったため、震災直後に災害情報の収集・発信ができず、また、委員会室

を災害対策本部としたため、数ヵ月間にわたって通常業務に支障をきたすこととなりました。 

このため、新庁舎においては、災害対策・支援活動に必要となる諸室を一体的に整備し、また支援活

動に従事する職員のための設備を設けていくことで、迅速に災害対策本部を開設し、国、県をはじめ関

係諸機関と連携した救助・救援活動を円滑に行ってまいります。 

■整備方針 

 ① 災害対策本部室 

○ 緊急時に迅速かつ円滑に支援活動が開始できるよう、

『災害対応事務局開設室』と『災害対策本部会議室』

を常設で設置します。 

○ 『災害対策本部会議室』などについては、平時には、

庁議及びその他の会議にも活用できるものとします。 

○ 災害対策・支援活動に必要となるその他諸室について

も、災害対策事務局開設室に併設して配置します。 

 

 ② 備蓄スペース 

○ 支援活動と行政活動を行う職員のため、資材と最大 7 日分の食糧を備えておくことのできる 

備蓄スペースを設置します。 

 

 

 

必要機材の整備された災害対策本部室 
（足立区／東京都） 

市民開放エリア 執務エリア

ファンクションスペースファンクションスペース

デスクスペースデスクスペース

ファンクションスペースファンクションスペース

デスクスペースデスクスペース

記者室１

倉庫１

会議室１

会議室２

WC-1

WC-2

HWC

給湯室１

会議室７
(災害対応事務局開設室)災害情報収集室

給湯室２ WC-4

WC-3

EPS-2

給湯室３WC-6

会議室５ 市長室待合応接室会議室６

秘書課

庁議室
(災害対策本部会議室)

WC-5

更衣室１更衣室２

執務室３

総合情報コーナー

EPS-1

EV-1

EV-2

DS・PS-1 会議室４

執務室１

相談室

執務室２

市民活動支援スペース

廊
下
１

EVホール３

DS・PS-2

EV-3

EV-4

廊下６

待合室

応接室副市長室

RS-1

RS-2

階段室２階段室１

階段室１

EV-5

EVホール２

廊下４廊下３

廊下５

EVホール１

廊
下
２

中通路

記者室２

会議室３

書庫・倉庫１

倉庫２

EPS-2

WC-3

WC-4

委員会室５委員会室４委員会室３委員会室２委員会室１
会議室４

相談室

WC-2

WC-1 HWC

会議室２ 会議室３

会議室１　　

EV-3

EPS-1

EV-1

給湯室

DS・PS-1

EV-4

DS・PS-2

EVホール３

EVホール２EV-2

EV-5

階段室２廊下４

備蓄倉庫

RS-2

廊下３

RS-1

共用ホール

廊下１

EV
ホール１

廊下２

人事課法務課 職員課

危機管理課地域防災課経営
改革課

企画課行財政
改革
推進課

広報
広聴課

新庁舎
建設課

技術管理課契約課財政課

(WC,洗面付)

バルコニー２バルコニー１

SW

１

２

１ ２

休憩室

バルコニー１ バルコニー２

３

❶

❷

❸

❹

❶❷

❸
❸

災害対策本部関係諸室　

市長・副市長関係諸室

委員会室
会議室４

書庫・倉庫

備蓄倉庫

総合情報コーナー総合情報コーナー

市民活動
支援スペース
市民活動
支援スペース

❷委員会室５

北

平面計画 4（4 階平面）

基本構想

P.19 【機能整備の方針 8】　情報発信機能の整備

□ 総合情報コーナー

・市政や地域活動の情報を紹介する『総合情報コ

ーナー』を設置します。

パンフレットやチラシを集約して配置
（つくば市役所／茨城県）

P.26 【機能整備の方針14】　災害対策本部機能の整備

□ 災害対策本部室

・緊急時に迅速かつ円滑に支援活動が開始できる

よう、『災害対応事務局開設室』と『災害対策本

部会議室』を常設で設置します。

・『災害対策本部会議室』などについては、平時には、

庁議及びその他の会議にも活用できるものとし

ます。

・災害対策・支援活動に必要となるその他諸室に

ついても、災害対策事務局開設室に併設して配

置します。

必要機材の整備された災害対策本部室
（足立区／東京都）

❶ 総合情報コーナー：
市政情報センターの機能とあわせ、様々な情

報の提供や資料を保管する総合情報コーナー

を配置します。

総合情報コーナーは、各種行政計画書、予算

書、決算書などの行政資料が閲覧できる場所

として、時間と目的をもって利用する方のス

ペースとします。なお、市民に身近な情報発

信については、1 階エントランスホールの掲

示板等により計画していきます。

❷ 市民活動支援スペース（４階）：
総合情報コーナーと連携し、ゆっくり資料が

閲覧できるラウンジ等の機能を設けた計画と

します。

❸ 災害対策本部関係諸室：
・緊急時に迅速かつ円滑に支援活動が開始で

きるよう、『災害対応事務局開設室』、『災害

対策本部会議室』、『災害情報収集室』を職員

専用エリアである、建物の南東側に配置した

計画とします。また、機能の連携を高めるた

め、有事の際には一体として利用できるよう、

部屋間の間仕切りに移動式壁（ＳＬＷ：スラ

イディングウォール）を採用した計画としま

す。

・普段は会議室として利用できるよう計画し

ます。

❹ 市長・副市長関係諸室：
管理部門や災害対策本部との連携に考慮し、

市長・副市長関係諸室を建物北東側に配置し

た計画とします。また、セキュリティーを確

保するため、中廊下に面した出入口には、窓

口を設け、人の出入りを確認できる計画とし

ます。

04．平面計画４（４階平面図）



■　市川市新庁舎 基本設計図書 新第１庁舎 【 計画概要 】 10

市民開放エリア 執務エリア

ファンクションスペースファンクションスペース

デスクスペースデスクスペース

ファンクションスペースファンクションスペース

デスクスペースデスクスペース

記者室１

倉庫１

会議室１

会議室２

WC-1

WC-2

HWC

給湯室１

会議室７
(災害対応事務局開設室)災害情報収集室

給湯室２ WC-4

WC-3

EPS-2

給湯室３WC-6

会議室５ 市長室待合応接室会議室６

秘書課

庁議室
(災害対策本部会議室)

WC-5

更衣室１更衣室２

執務室３

総合情報コーナー

EPS-1

EV-1

EV-2

DS・PS-1 会議室４

執務室１

相談室

執務室２

市民活動支援スペース

廊
下
１

EVホール３

DS・PS-2

EV-3

EV-4

廊下６

待合室

応接室副市長室

RS-1

RS-2

階段室２階段室１

階段室１

EV-5

EVホール２

廊下４廊下３

廊下５

EVホール１

廊
下
２

中通路

記者室２

会議室３

書庫・倉庫１

倉庫２

EPS-2

WC-3

WC-4

委員会室５委員会室４委員会室３委員会室２委員会室１
会議室４

相談室

WC-2

WC-1 HWC

会議室２ 会議室３

会議室１　　

EV-3

EPS-1

EV-1

給湯室

DS・PS-1

EV-4

DS・PS-2

EVホール３

EVホール２EV-2

EV-5

階段室２廊下４

備蓄倉庫

RS-2

廊下３

RS-1

共用ホール

廊下１

EV
ホール１

廊下２

人事課法務課 職員課

危機管理課地域防災課経営
改革課

企画課行財政
改革
推進課

広報
広聴課

新庁舎
建設課

技術管理課契約課財政課

(WC,洗面付)

バルコニー２バルコニー１

SW

１

２

１ ２

休憩室

バルコニー１ バルコニー２

３

❶

❷

❸

❹

❶❷

❸
❸

災害対策本部関係諸室　

市長・副市長関係諸室

委員会室
会議室４

書庫・倉庫

備蓄倉庫

総合情報コーナー総合情報コーナー

市民活動
支援スペース
市民活動
支援スペース

❷委員会室５
北

❶ 委員会室：
・委員会室は、現状の運用状況を踏まえた

広さを確保した 4 室のほか、全員協議会室

として利用できる部屋をあわせた 5 室を計

画します。

・各委員会室は、その他の会議等にも柔軟

に利用できるよう、移動式壁（SLW：スライ

ディングウォール）を採用した計画としま

す。

❷ 会議室４・委員会室５：
・委員会開催時において、職員のスムーズ

な移動を可能にするため、同階に職員用の

控室を兼ねた会議室等として計画とします。

❸ 書庫・倉庫・備蓄倉庫：
公文書を効率的に管理できるよう、共用の

書庫・倉庫を集約して配置します。また、

災害時における水損のリスクを避けるため、

備蓄倉庫も書庫・倉庫スペース内にあわせ

て計画していきます。

基本構想04．平面計画５（５階平面図）

平面計画 5（5 階平面）

P.20 【機能整備の方針 9】　議会施設の整備

□ 委員会室

・委員会は 4 つの委員会が同時に開催できるよう、

現行数（4室）を維持します。

・議員席のほか、委員会に出席する職員席のスペ

ースについても現行以上に確保します。

・委員会室とは別に、職員が待機できる控室を確

保します。

・ＩＣＴ環境の整備など、今後の議会改革に対応

できるものとします。

・委員会室は、全員協議会等にも対応できるよう、

可動式の間仕切りを備えた柔軟な構造とします。

P.23 【機能整備の方針 11】　会議室等の整備

□ 倉庫・書庫

・全庁共用の書庫・備品倉庫などを配置するとと

もに、法令等に基づく保管文書などついては、

専用の保管スペースを確保します。

P.26 【機能整備の方針14】　災害対策本部機能の整備

□ 備蓄スペース

・支援活動と行政活動を行う職員のため、資材と

最大 7 日分の食糧を備えておくことのできる　

備蓄スペースを設置します。
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平面計画 6（6 階平面）

基本構想

P.20【機能整備の方針 9】　議会施設の整備

□ 施設の配置

・本会議および委員会開催時の利便性を考慮し、

議場、委員会室、会派控室、議会会議室、議会

事務局等、議会関係施設を可能な限り同一フロ

アに設置します。

・来庁者が議会事務局で受け付けをした後、議員

と面会することとなるよう、動線およびセキュ

リティーに配慮します。

□ 議場・傍聴席

・現在の面積、形状、採決表示システムなどの機

能性を維持しつつ、ＩＣＴ環境の整備など、今

後の議会改革に対応できるものを検討していき

ます。

・傍聴席は議場内全体の様子が分かりやすい位置

に、独立した配置とします。

・議場および傍聴席は、ユニバーサルデザインを

基本とするとともに、エスカレータやエレベー

タの設置を検討します。また、議員と傍聴者に

配慮した動線の確保を検討します。

□ 正副議長室

・応接室を含め、現在と同様の面積を確保します。

□ 会派控室

・控室は、議員 1 人あたり 10 ㎡とし、改選等に伴

う会派数の変更を考慮し、可動式の間仕切りを

備えた柔軟な構造とします。

□ 議員ロビー

・議員ロビーは現在の面積を維持します。

・調査機能を充実させるためＩＣＴ環境の整備を

図ります。

・来庁者のプライバシーに配慮した空間構成とし

ます。

□ 議会図書室

・公共図書館と連携したレファレンスの充実を検

討します。

・図書室機能を発展、充実させるとともに、議員

ロビーに書架を設置します。

04．平面計画６（６階平面図）

❶ 議会関係諸室：
本会議および委員会開催時の利便性を考慮

し、議場、会派控室、議会会議室、議会事務局、

議会図書館を同一階に配置した計画としま

す。また、議会関係者と傍聴者の動線を明

快にするため、傍聴席を７階に設けた計画

とします。

❷ 議場：
・議場は、2 層吹き抜けとし、6 階に議会関

係者席、7 階に傍聴席を配置することで、

傍聴者から全体が見渡せる形状とします。

・議場内は、議員席を階段状、理事者席を

フラットな形状として空間を効率的に利用

しながら、対面式の議場レイアウトが可能

な広さ・奥行を確保した計画とします。

・議員席の中央通路は、車椅子が通行でき

るスロープとします。

❸ 正副議長室：
議会事務局や応接室との往来に考慮し、正

副議長室を議会事務局と近接して配置した

計画とします。

❹ 会派控室（議員控室）：
控室間の壁は簡易に移動できるものとし、

会派数の変更にあわせた適正な面積が確保

できる計画とします。

❺ 議員ロビー：
リラックスして打合せ等ができるよう、光

の入る外部に面した位置に設けます。

❻ 議会図書室：
議員ロビーや通行部分から利用しやすいフ

ロア中央に配置し、明るく開かれた空間と

します。

❼ 議会事務局：
ＥＶホールに面して議会事務局を設けた計

画とします。
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【機能整備の方針 15】 バックアップ機能の整備 

 

現状は、本庁舎の周辺に分庁舎や事務所が分散しているため、被災時に必要となる庁舎機能も分散さ

れ十分な事業の継続を確保できるだけのバックアップ機能19が整備できていない状況です。新庁舎の整

備にあたっては、分散する庁舎を集約し、ライフライン20のバックアップ機能を積極的に導入すること

で、電源については 3 日間（72 時間）、飲料水については貯水槽なども利用して 7 日分程度を見込んで

確保し、ライフラインが遮断された場合でも災害対策・支援活動が維持できるよう目指してまいります。 

■整備方針 

 ① 非常用発電装置 

○ 消防法に基づく非常用電源に加え、72 時間連続運転可能な『非常用発電装置』を設置します。 

○ 非常用発電装置などについては、浸水などの影響を受けないよう設置場所を考慮します。 

 

 ② 非常用給水設備 

○ 災害時の生活用水及び飲料水確保のため、雨水貯留施

設、飲料水兼用耐震性貯水槽、地下水ろ過システムな

どの導入について検討します。 

                                                  
19 バックアップ機能：水や電気の供給が途絶えるなどにより問題が起きた場合にも、機能が維持できるように備えておくこと 
20 ライフライン：電気・ガス・水道などの公共公益設備や電話などの通信設備など、都市機能を維持し、人々が日常生活を送るための

必須の諸設備 

病院などで導入されている地下水ろ過システム
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❶ 傍聴席：
・正面玄関そばのエレベーターから直通で

アクセスでき、また、議会関係者などとは

動線をわけた分かりやすい配置とするため、

7階西側に設置する計画とします。

・傍聴席は、94 席とし、ユニバーサルデザ

インによる利用しやすいものとします。こ

のうち中央最後列に 4 席分の車椅子利用者

用スペース、左前面に手話通釈者スペース

と磁気ループ等による難聴者補助設備を備

えた計画とします。

❷ 記者席：
中央最前列に設けた計画とします。

❸ 非常用発電装置：
浸水による水損リスクをなくすため、非常

用発電設備を７階に設けます。

❹ 基幹設備：
浸水による水損リスクをなくすため、上部

に設置可能な基幹設備については、７階又

は屋上に設けた計画とします。

❺ 搬出入スペース：
大型設備機器の更新時に利用できるように

するため、発電機室の東側に搬出入スペー

スを設けた計画とします。

❻ 食堂：
職員だけでなく、市民も利用できる食堂と

します。北側のバルコニーに面した開放的

な空間として計画します。

04．平面計画７（７階平面図）

平面計画 7（7 階平面）

基本構想

P.19【機能整備の方針 7】　協働・交流機能の整備

□ 食堂

・市民が利用しやすい食堂の設置を検討します。

P.20 【機能整備の方針 9】　議会施設の整備

□ 議場・傍聴席

・現在の面積、形状、採決表示システムなどの機

能性を維持しつつ、ＩＣＴ環境の整備など、今

後の議会改革に対応できるものを検討していき

ます。

・傍聴席は議場内全体の様子が分かりやすい位置

に、独立した配置とします。

・議場および傍聴席は、ユニバーサルデザインを

基本とするとともに、エスカレータやエレベー

タの設置を検討します。また、議員と傍聴者に

配慮した動線の確保を検討します。

P.27 【機能整備の方針15】　バックアップ機能の整備

□ 非常用発電装置

・消防法に基づく非常用電源に加え、72 時間連続

運転可能な『非常用発電装置』を設置します。

・非常用発電装置などについては、浸水などの影

響を受けないよう設置場所を考慮します。

□ 非常用給水設備

・災害時の生活用水及び飲料水確保のため、雨水

貯留施設、飲料水兼用耐震性貯水槽、地下水ろ

過システムなどの導入について検討します。

病院などで導入されている地下水ろ過システム
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平面計画 8（地下１階平面）

P.15【機能整備の方針 3】　駐車場・駐輪場の整備

□ 駐車場

・「市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に関

する条例」に基づく基準台数以上を確保した駐

車場を整備します。

・駐車場への入庫待ち車両のための滞留空間を確

保します。

・来庁者の利便性に配慮し、駐車場の整備にあた

っては地下の活用を検討するとともに、その場

合には浸水対策もあわせて検討します。

・緊急車両の駐車スペースについては、来庁者用

駐車場とは分離した配置、あるいは敷地外にス

ペースを確保するなど、緊急時の活動を損なわ

ないよう総合的に検討します。

基本構想04．平面計画８（地下１階平面図）

❶ 駐車場
現状の駐車場不足を解消するため、条例基

準を上回る 164 台の駐車場を計画します。

❷ 障害者・車椅子駐車場：
西側エレベータ付近に３台、東側エレベー

タ付近に１台設けた計画とします。

❸ 思いやり駐車場：
高齢者や妊産婦等、歩行が困難な方のため

に、優先的に利用できる駐車スペースとし

て計画し、西側エレベータ付近に３台、東

側エレベータ付近に１台設けた計画としま

す。

❹ 車路：
利便性と安全性を確保するため、ワンウェ

イ方式の車路として計画します。ワンウェ

イ方式の車路幅とすることで、駐車台数を

効率よく確保した計画とします。

❺ 既存庁舎の地下躯体の有効活用：
京成電鉄との近接工事の緩和を図り、工事

工程の短縮と工事費の縮減を行うため、既

存の第２庁舎の地下躯体を活用できる位置

にスロープを設けます。

❻ 進入防止シャッター：
深夜における、不審者の侵入を防止し、庁

舎の安全性を確保するため、出入口に進入

防止用のシャッターを設けます。

❼ 井水ろ過システム：
災害時における飲料水・雑用水を確保する

ため、井水ろ過システムを導入し、継続し

て給水が行える計画とします。また、日常

的に井水を利用することで、光熱水費の縮

減も行います。
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第 3 章 新庁舎の機能整備の方針 
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【機能整備の方針 18】 周辺環境への対応 

 

現在の庁舎は、多いときには 1日 3,000 人以上が来庁するという、人や自動車の往来が多い市内でも

最大の拠点施設になっています。 

このため、庁舎の活動が周辺住民の住環境や地域の街なみに影響を及ぼさないよう、できる限り配慮

してまいります。 

■整備方針 

 ① 周辺に配慮したデザイン 

○ 庁舎周辺の居住者の住環境を考慮して、建物や敷地、周辺施設の景観整備と来庁者の動線にも

配慮するなど、快適な公共空間の形成を目指します。 

○ 庁舎の屋上や壁面、あるいは庁舎の周囲や進入路

などを活用した緑地の配置を検討し、市民との協

働により「ガーデニング・シティいちかわ」にふ

さわしい緑のある庁舎を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ベランダに設けられた緑のカーテン 
（つくば市役所／茨城県） 

立面計画 1

基本構想05．立面計画１
P.28【機能整備の方針 16】

省エネルギー・省資源への対応

□ 自然採光・自然通風

・自然採光、自然通風を積極的に取り入れ、照明

や空調機器への負荷を抑制します。

□ 再生可能エネルギー設備

・太陽光、太陽熱、地中熱 などの再生可能な自然

エネルギーを使った発電や冷暖房の設備、また

雨水利用による水資源の節減などについて、効

果を含め、その活用を検討します。

P.31【機能整備の方針 18】　周辺環境への対応

□ 周辺に配慮したデザイン

・庁舎周辺の居住者の住環境を考慮して、建物や

敷地、周辺施設の景観整備と来庁者の動線にも

配慮するなど、快適な公共空間の形成を目指し

ます。

・庁舎の屋上や壁面、あるいは庁舎の周囲や進入

路などを活用した緑地の配置を検討し、市民と

の協働により「ガーデニング・シティいちかわ」

にふさわしい緑のある庁舎を目指します。

ベランダに設けられた緑のカーテン

（つくば市役所／茨城県）

「新と旧」対面する街区の特性に合わせたデザイン

「新（都市）」と「旧 (風致地区）」、それぞれ対面する街区に合わせ

たデザインを行い、これからの市川の都市景観づくりを先導する庁

舎を実現します。

北側：「緑化ルーバー」による風致地区への顔づくり

緑が多く閑静な居住環境が形成された風致地区と向き合う建物北側

ファサードには、躯体と植栽を融合させた「緑化ルーバー」を設け、

風致地区の景観と呼応する計画とします。

❶ 植物の蒸散効果を利用した自然換気：
植物の蒸散効果により周囲よりも温度の下がった外気を室内に取り込むこ

とができます。夏季の空調負荷を低減させるとともに、中間期には、自然

換気を行える期間の延長を図ります。

❷ 住宅地との「見合いの視線」を抑制：
「緑化ルーバー」により、北側住宅地との見合いの視線を抑制するとともに、

室内からは、植栽越しに眺望を確保します。

□ 北側立面．敷地北側に位置する線路を走る京成電鉄の車窓から望む

緑化ルーバー

京成本線

❸ 鉄道騒音の低減：
鉄道騒音を距離による減衰だけでなく、緑化ルーバーを緩衝帯として減衰

を図り、自然換気を行う中間期の室内環境の向上を図ります。

❹ 直達日射の制御：
緑化ルーバーが各階屋根面にあたる直達日射を制御し、空調負荷を抑えた

計画とします。
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05．立面計画２

❶ 来庁者を迎え入れる正面玄関：
正面玄関を含めた南西端部（１～２階）はファサードデザインを切

り替え、来庁者が正面玄関と認識しやすく、迎え入れるしつらえと

するとともに、人々が集まり賑わいを生み出すことのできる計画と

します。

❷ 縁側シート・縁側ギャラリー：
正面玄関には、展示スペース（縁側ギャラリー）や待合スペース（縁

側シート）を設け、庁舎と街との柔らかい接点となる空間をつくり

ます。

❸ ソーラーエネルギーの有効活用：
屋上に太陽光発電パネルを設け、電力の消費を縮減します。

南側：「環境ルーバー」による都市環境への顔づくり

国道 14 号線に面し、建物が立ち並ぶ商業地区と向き合う建

物南側のファサードには、ライトシェルフ、緑化ウォールで

構成した「環境ルーバー」を設け、にぎわいのある街並みに

呼応した計画とします。

❹ ライトシェルフによる安定採光：
南面開口部にライトシェルフを設け、安定採光を取り入れ日中の照

明負荷を削減します。

❺ 庇による直達日射の遮へい：
南面開口部に庇を設け、夏場の直達日射を遮へいし、空調負荷を削

減します。また、バルコニースラブと兼用することで、メンテナン

ス時に利用できる計画とします。

❻ 歩行者との「見合いの視線」を抑制：
「緑化ウォール」により、執務空間で働く職員と歩行者の視線の干渉

を抑制します。

❼ 賑わいを創出する緑化ウォール：
国道 14号に面した 1階部分には、壁面と植栽が一体となった緑（緑

化ウォール）を設け、緑豊かな外観を形成していきます。緑化ウォ

ールに設ける植栽には、花や紅葉、香りを楽しめる樹種を混植し、

賑わいのある街並みを創出します

□ 南側立面．敷地南西の交差点から望む

太陽光発電パネル

縁側シート・縁側ギャラリー 緑化ウォール

ライトシェルフ

▲
正面玄関
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断面計画

基本構想06．断面計画

□ 等時間日影図

計画敷地：
北側敷地：

商業地域
第一種低層住居専用地域（北側）　
規制範囲 5 ｍ / 規制時間 3h、規制範囲 10m/ 規制時間 2h　　　
測定水平面 1.5m

□ 長手断面図

□ 短手断面図

P.23【機能整備の方針 12】　情報・通信基盤の整備

□ フリーアクセスフロア

・床下に一定の配線空間を設けたフリーアクセス

フロア を導入します。

P27 【機能整備の方針15】　バックアップ機能の整備

□ 非常用発電装置

・消防法に基づく非常用電源に加え、72 時間連続

運転可能な『非常用発電装置』を設置します。

・非常用発電装置などについては、浸水などの影

響を受けないよう設置場所を考慮します。

❶ 日影の配慮：
敷地北側の第 1 種低層住居専用地域に対して

は、日影規制を満足させるとともに、緑化に

よって景観的な調和に配慮する計画としま

す。また、建物 1 階部分については、敷地境

界から 13.5 ｍ以上とし、現状より距離をも

った計画とします

❷ 階高：
地上部に延床面積約 24,000 ㎡を確保し、日

影規制や道路斜線制限に準じた計画とするた

め、基準階高を 3.8 ｍとします。

❸ 天井高さ（執務室）：
執務室の天井高さについては、2.6 ｍ確保し

た計画とします。

❹ フリーアクセスフロア：
フリーアクセスフロアを 100 ｍｍ確保したう

えで、執務室の天井高さを 2.6 ｍ確保した計

画とします。

❺ 駐車場の合理化：
建物長手方向の柱スパンを 10.8 ｍ、短手方

向の柱スパンを 12.0 ｍとしたことで、柱間

に余剰空間をなくし、地下１層で必要な駐車

台数を確保する計画とします。

❻ 柱頭免震構造　：
柱頭免震を地下１階の駐車場エリアに配置

し、地中の掘削深さの合理化を図るととも

に、掘削土の搬出や処分に係る費用を縮減し

ます。エレベータシャフトについては、建物

側より吊るす計画とします。

❼ 基幹設備の最上階配置：
浸水時における水損リスクを回避するため、

基幹設備を最上階に設けた計画とします。
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第 3 章 新庁舎の機能整備の方針 

 

 28

《基本方針６》環境にやさしい庁舎 

 
【機能整備の方針 16】 省エネルギー・省資源への対応 

 

環境問題やエネルギー問題への取り組みは、公共施設の建設や運営においても重要視される課題です。 

新庁舎においても、ＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合性能評価システム）の「Ｓランク（素晴らしい）」

の認証取得を目指し、本市の中核的な公共施設の一つとして、これらの課題に対し、先導的な取り組み

を行ってまいります。 

■整備方針 

 ① 自然採光・自然通風 

○ 自然採光、自然通風を積極的に取り入れ、照明や空調機器への負荷を抑制します。 

 

 ② 再生可能エネルギー設備 

○ 太陽光、太陽熱、地中熱21などの再生可能な自然エネルギーを使った発電や冷暖房の設備、ま

た雨水利用による水資源の節減などについて、効果を含め、その活用を検討します。 

 

【 トピックス ～ＣＡＳＢＥＥについて～ 】 

《ＣＡＳＢＥＥ（キャスビー 建築環境総合性能評価システム）》 

  省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観

への配慮なども含め、建物の品質を環境性能により総合的に評価するシステム。 

  「Ｓランク（素晴らしい）」「Ａランク（大変良い）」「Ｂ＋ランク（良い）」「Ｂ－ランク（やや劣る）」

「Ｃランク（劣る）」の５段階で格付け。 

 

                                                  
21 地中熱：地下の温度は土壌の断熱機能により大気の温度変化の影響を受けにくく、一年を通してほぼ一定であることを利用し、冬場

は、地中から熱をすくい上げる（暖房）、夏場は地上の熱を地中に放出する（冷房）という形で利用するもの 

P.28【機能整備の方針 16】

省エネルギー・省資源への対応

□ 自然採光・自然通風

・自然採光、自然通風を積極的に取り入れ、照明

や空調機器への負荷を抑制します。

□ 再生可能エネルギー設備

・太陽光、太陽熱、地中熱 などの再生可能な自然

エネルギーを使った発電や冷暖房の設備、また

雨水利用による水資源の節減などについて、効

果を含め、その活用を検討します。

　　　　【　トピックス　～ＣＡＳＢＥＥについて～　】

《ＣＡＳＢＥＥ（キャスビー　建築環境総合性能評価システム）》

省エネルギーや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮

はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含め、建物の品

質を環境性能により総合的に評価するシステム。

「Ｓランク（素晴らしい）」「Ａランク（大変良い）」「Ｂ＋ランク（良

い）」「Ｂ－ランク（やや劣る）」「Ｃランク（劣る）」の５段階で格付け。

○評価方法

評価は、敷地境界等（仮想境界）で区分された内外２つの空間そ

れぞれに関係する２つの要因を同時に考慮した建築物の環境効率

（ＢＥＥ）で評価します。

・建築物の環境品質：Ｑ（Quality）

・・・敷地境界の内側の要因（建物ユーザーの生活アメニティの向上）

・建築物の環境負荷：Ｌ（Load）　

・・・敷地境界の外側の要因（公的環境に達する環境影響の負の側面）

環境計画

「森」のシステム「森」のシステム 「森ECO庁舎」のシステム「森ECO庁舎」のシステム

CO2CO2

木漏れ日・
蒸散作用・
自然な涼風

木漏れ日・
蒸散作用・
自然な涼風 井水利用井水利用

結露許容型輻射空調結露許容型輻射空調

井戸
住宅地

（風致地区）
商業地域京成

電鉄
新第1庁舎

北 南

ライトシェルフ
による安定採光

太陽光発電

自然通風

環境性能向上
・LCC縮減

炭素固定

快適な環境

「緑化ルーバー」
＝風致地区に対する
　顔づくり

「環境ルーバー」
＝商業地域に対する
　顔づくり

雨水が自然に流れる
無潅水システム

熱溜まり熱溜まり

・ 井水を利用
・ 居住域空調
・ 井水を利用
・ 居住域空調

協働テラス協働テラス執務室執務室
吸気吸気

頂部熱溜まりの有効利用
・ 暖気の循環利用
・ 給湯に利用空調機

パッケージ輻射空調（天井輻射パネル）
・ 室内を均一に空調
・ 熱源機械室を削減

輻射循環式空調輻射循環式空調

住宅地との「見合いの視線」抑制・
植栽越しの眺望確保

　鉄道騒音の低減と自然通風の両立
・防音性の高い開口部

蒸散作用を利用した
外気冷却

執務室

給気給気

外調機緑化ルーバー緑化ルーバー

　自動潅水設備が要らない無潅水システム
 ・雨水が上から下へ自然に流れる

ライトシェルフ
による安定採光

　騒音低減と通風の両立
・防音性の高い開口部
　騒音低減と通風の両立
・防音性の高い開口部

太陽光発電
（100ｋW）

ソーラー
パネル

□　「パッケージ輻射空調」（左）、
　　「輻射循環式空調」（右）のイメージ

□　様々な手法による環境に配慮した庁舎を実現

□ 「森」のシステムを取り入れ、環境配慮とランニングコストの縮減を図る

07．環境計画

❶ 蒸散作用による空調負荷の低減：
建物北側には、風致地区に向けて「緑化ルーバー」を

配置します。植物の蒸散作用を利用して外気を冷却し

たうえで、室内に取り込むことで、夏季の冷房負荷を

低減します。あわせて、中間期には、自然換気の期間

を伸ばし、空調負荷を低減します。

❷ 鉄道騒音・交通騒音の低減と自然通風の両立：
鉄道や幹線道路等の騒音源が近接する際、二重サッシ

採用＋窓を開けない計画となります。本計画では、開

口部廻りの工夫を行い、積極的に窓を開けて自然通風

を行える計画とします。

❸ 輻射空調を採用し、快適性とコスト縮減を両立：
・「放射＋静流」の２つの効果で室内の温度を均一かつ、

ドラフト感の少ない室内環境を生み出すことのできる

「輻射空調」を採用します。設定温度を通常の空調と比

べ、夏期は高く、冬期は低く設定できるため、日常的

な空調負荷を低減します。また、個別型の「パッケー

ジ輻射空調」とすることで、熱源機械室の面積を減らし、

イニシャルコストの縮減を図ります。

・吹抜空間に設けた、協働テラスには、「輻射循環式空

調」を採用し、人が滞在する空間のみ空調を行う事で、

空調負荷の低減を図ります。また、１年を通じて安定

した温度の井水を利用する事で、設定温度との差を少

なくすることができるため、空調負荷を低減します。

Ｑ１：室内環境

❶ 温熱環境：
窓周りの居住環境に配慮した空

調計画を行うとともに、ゾーン

毎に空調管理が行える計画とし

ます。

❷ 光・視環境：
南側の外壁にライトシェルフを

設け、中間期や冬期に太陽光を

室内に取りこむ計画とします。

ＬＲ１：エネルギー

❶ 自然エネルギー利用：
自然採光・自然通風・井水・太

陽光発電等の自然エネルギー利

用を積極的に行います。

❷ エネルギー使用量の見える化：
ＢＥＭＳを導入し、主要な設備

機器については、モニタリング

を行い、消費特性の把握や分析

を行い、状況に応じた維持管理

費の縮減を行うことができる計

画とします。

Ｑ２：サービス性能

❶ バリアフリー計画：
建築物移動円滑化誘導基準を満

たすとともに、障害者団体の意

見を取り入れ、誰もが利用しや

すい計画とします。

❷ 耐震性能・信頼性：
・建築基準法に定められた 50％

増の耐震性を確保します。

・免震構造を導入します。

ＬＲ２：資源・マテリアル

❶ リサイクル材の使用（躯体）：
高炉セメントや高炉スラグ骨材

等のリサイクル材を積極的に採

用します。

❷ 部材の再利用可能性向上：
・躯体と仕上が容易に分別可能な

計画とします。

・内装材と設備が錯綜せず、解体・

改修時の際に、容易にそれぞれ

を取り外せる計画とします。

Ｑ３：室内環境（敷地内）

❶ 生物環境の保全と創出：
立地特性を生かした植栽の選定

を行うとともに、緑化率を向上

させ、良好な環境を創出します。

❷ まちなみ・景観への配慮：
緑化ルーバーが住宅地との景観

を調和させるなど、敷地周辺の

地域特性に配慮した計画としま

す。

ＬＲ３：敷地外環境

❶ 温熱環境悪化の改善：
屋根面に緑化を行い、敷地外へ

の熱的な影響を低減します。

❷ 交通負荷抑制：
交通量調査を行い、必要な駐車・

駐輪台数を確保します。

❸ 廃棄物処理負荷抑制：
日常的に発生するゴミの多種分

別回収が可能なスペースを確保

した計画とします。

森の仕組みを取り入れた環境配慮型庁舎を実現します

基本構想

水の循環・炭素固定・蒸散効果などが１つのリングとなっている「森」の環境システムに学び、

市川市の気候風土や敷地条件に配慮したうえで、環境性能・快適性の高く、費用対効果の優れ

た手法を用い、環境配慮型庁舎を実現します。

敷地条件等に厳しい制約がありますが、環境品質・性能の向上と環境負荷の低減を図る様々な

手法を取り入れ、室内・敷地内の環境改善やエネルギー効率等において『ＣＡＳＢＥＥ』の高

評価を獲得し、『Ａランク』が取得できる計画とします。

第１庁舎_CASBEE2014_140828.xlsx 結果

■使用評価マニュアル： ■使用評価ソフト：

1-1　建物概要 1-2　外観

建物名称 （仮称）市川市新第１庁舎 階数 地下１階、地上７階

建設地 千葉県市川市八幡1-1-1 構造 RC造

用途地域 商業地域、準防火地域 平均居住人員 1,285 人

気候区分 １地域 年間使用時間 5,110 時間/年

建物用途 事務所,工場, 評価の段階 基本設計段階評価 外観パース等

竣工年 予定 評価の実施日 2014年8月25日 図を貼り付けるときは

敷地面積 7,710 ㎡ 作成者 有山　英伸 シートの保護を解除してください

建築面積 5,680 ㎡ 確認日

延床面積 27,720 ㎡ 確認者 ○○○

2-1　建築物の環境効率（BEEランク&チャート）2-2 ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート） 2-3　大項目の評価（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）

2.2

標準計算

2-4　中項目の評価（バーチャート）

Q　環境品質 Q のスコア = 4.0
Q1 室内環境      Q2 サービス性能 Q3 室外環境（敷地内）

3.6 4.1 4.4

CASBEE-建築(新築)2014年版 CASBEE-BD_NC_2014(v.1.2)

2016年12月

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般
的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安
で示したものです

BEE = 

S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★ 30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆
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76 2.2

0 50 100

0

50

100

環
境

品
質

Ｑ

環境負荷 L

S A B+

B-

C

3.0

0.5

1.5 BEE=1.0

0 46 92 138

建設 修繕・更新・解体 運用 オンサイト オフサイト

100%

91%

91%

91%

①参照値

②建築物の取組み

③上記+②以外の

④上記+

（ kg-CO2/年・m2 ）

1 

2 

3 

4 

5 

Q2 サービ

ス性能

Q3 室外環

境

(敷地内)

LR3 

敷地外環

境

LR2 資源・

マテリアル

LR1 

エネル

ギー

Q1

室内環境

5 5
5.0 

5
Q3のスコア=Q2のスコア=Q1のスコア=

LR　環境負荷低減性 LR のスコア = 3.6
LR1 エネルギー      LR2 資源・マテリアル LR3 敷地外環境

3.9 3.8 3.1

3　設計上の配慮事項
総合 その他

 Q1 室内環境  Q2 サービス性能  Q3 室外環境（敷地内）

 LR1 エネルギー  LR2 資源・マテリアル  LR3 敷地外環境
注）　「LR1　エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　「LR2　資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡

潔に記載してください。

注）　「LR3　敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 注）　上記の６つのカテゴリー以外に、建設工事におけ

る廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、

建物自体の環境性能としてＣＡＳＢＥＥで評価し難い環

境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。

注）　「Q1　室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載

してください。

注）　「Q2　サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　「Q3　室外環境（敷地内）」に対する配慮事項を

簡潔に記載してください。
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3.4 

4.0 
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1
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3.3 3.4 

2.7 

1

2

3

4

5

音環境 機能性 生物環境耐用性 対応性 まちなみ 地域性・温熱環境 光･視環境 空気質環境

水資源 非再生材料の

LR3のスコア=LR2のスコア=LR1のスコア=

汚染物質
建物外皮の 自然エネ 設備システ 効率的

地球温暖化 地域環境 周辺環境

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency （建築環境総合性能評価システム）

■Q: Quality （建築物の環境品質）、L: Load （建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction （建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency （建築物の環境効率）
■「ライフサイクルCO2」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO2排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

1/1

第１庁舎_CASBEE2014_140915-A.xlsx 結果

■使用評価マニュアル： ■使用評価ソフト：

1-1　建物概要 1-2　外観

建物名称 （仮称）市川市新第１庁舎 階数 地下１階、地上７階

建設地 千葉県市川市八幡1-1-1 構造 RC造

用途地域 商業地域、準防火地域 平均居住人員 1,285 人

気候区分 １地域 年間使用時間 5,110 時間/年

建物用途 事務所,工場, 評価の段階 基本設計段階評価 外観パース等

竣工年 予定 評価の実施日 2014年8月25日 図を貼り付けるときは

敷地面積 7,710 ㎡ 作成者 有山　英伸 シートの保護を解除してください

建築面積 5,680 ㎡ 確認日

延床面積 30,375 ㎡ 確認者 ○○○

2-1　建築物の環境効率（BEEランク&チャート）2-2 ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート） 2-3　大項目の評価（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）

2.5

標準計算

2-4　中項目の評価（バーチャート）

Q　環境品質 Q のスコア = 4.1
Q1 室内環境      Q2 サービス性能 Q3 室外環境（敷地内）

3.7 4.2 4.4

CASBEE-建築(新築)2014年版 CASBEE-BD_NC_2014(v.1.2)

2016年12月

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般
的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安
で示したものです

BEE = 

S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★ 30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆
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環境負荷 L

S A B+

B-

C

3.0

0.5

1.5 BEE=1.0

0 46 92 138

建設 修繕・更新・解体 運用 オンサイト オフサイト

100%

90%

90%

90%

①参照値

②建築物の取組み

③上記+②以外の

④上記+

（ kg-CO2/年・m2 ）

1 

2 

3 

4 

5 

Q2 サービ

ス性能

Q3 室外環

境

(敷地内)

LR3 

敷地外環

境

LR2 資源・

マテリアル

LR1 

エネル

ギー

Q1

室内環境

5 5
5.0 

5
Q3のスコア=Q2のスコア=Q1のスコア=

LR　環境負荷低減性 LR のスコア = 3.7
LR1 エネルギー      LR2 資源・マテリアル LR3 敷地外環境

4.1 3.7 3.2

3　設計上の配慮事項
総合 その他

 Q1 室内環境  Q2 サービス性能  Q3 室外環境（敷地内）

 LR1 エネルギー  LR2 資源・マテリアル  LR3 敷地外環境
注）　「LR1　エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　「LR2　資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡

潔に記載してください。

注）　「LR3　敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 注）　上記の６つのカテゴリー以外に、建設工事におけ

る廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、

建物自体の環境性能としてＣＡＳＢＥＥで評価し難い環

境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。

注）　「Q1　室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載

してください。

注）　「Q2　サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　「Q3　室外環境（敷地内）」に対する配慮事項を

簡潔に記載してください。

3.6 3.7
3.3

4.3

1

2

3

4

3.8 

4.5 4.4 

1

2

3

4
4.0 

4.5 

1

2

3

4

4.0 4.0 4.0

4.5

1

2

3

4

5

3.4 

3.9 3.8 

1

2

3

4

5

3.4 3.4 
3.0 

1

2

3

4

5

音環境 機能性 生物環境耐用性 対応性 まちなみ 地域性・温熱環境 光･視環境 空気質環境

水資源 非再生材料の

LR3のスコア=LR2のスコア=LR1のスコア=

汚染物質
建物外皮の 自然エネ 設備システ 効率的

地球温暖化 地域環境 周辺環境

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency （建築環境総合性能評価システム）

■Q: Quality （建築物の環境品質）、L: Load （建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction （建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency （建築物の環境効率）
■「ライフサイクルCO2」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO2排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

1/1

第１庁舎_CASBEE2014_140915-A.xlsx 結果

■使用評価マニュアル： ■使用評価ソフト：

1-1　建物概要 1-2　外観

建物名称 （仮称）市川市新第１庁舎 階数 地下１階、地上７階

建設地 千葉県市川市八幡1-1-1 構造 RC造

用途地域 商業地域、準防火地域 平均居住人員 1,285 人

気候区分 １地域 年間使用時間 5,110 時間/年

建物用途 事務所,工場, 評価の段階 基本設計段階評価 外観パース等

竣工年 予定 評価の実施日 2014年8月25日 図を貼り付けるときは

敷地面積 7,710 ㎡ 作成者 有山　英伸 シートの保護を解除してください

建築面積 5,680 ㎡ 確認日

延床面積 30,375 ㎡ 確認者 ○○○

2-1　建築物の環境効率（BEEランク&チャート）2-2 ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート） 2-3　大項目の評価（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）

2.5

標準計算

2-4　中項目の評価（バーチャート）

Q　環境品質 Q のスコア = 4.1
Q1 室内環境      Q2 サービス性能 Q3 室外環境（敷地内）

3.7 4.2 4.4

CASBEE-建築(新築)2014年版 CASBEE-BD_NC_2014(v.1.2)

2016年12月

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般
的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安
で示したものです

BEE = 

S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★ 30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆
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0 46 92 138

建設 修繕・更新・解体 運用 オンサイト オフサイト
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90%

90%

90%

①参照値

②建築物の取組み

③上記+②以外の

④上記+

（ kg-CO2/年・m2 ）
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ス性能
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(敷地内)
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敷地外環

境

LR2 資源・

マテリアル

LR1 

エネル

ギー

Q1

室内環境

5 5
5.0 

5
Q3のスコア=Q2のスコア=Q1のスコア=

LR　環境負荷低減性 LR のスコア = 3.7
LR1 エネルギー      LR2 資源・マテリアル LR3 敷地外環境

4.1 3.7 3.2

3　設計上の配慮事項
総合 その他

 Q1 室内環境  Q2 サービス性能  Q3 室外環境（敷地内）

 LR1 エネルギー  LR2 資源・マテリアル  LR3 敷地外環境
注）　「LR1　エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　「LR2　資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡

潔に記載してください。

注）　「LR3　敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 注）　上記の６つのカテゴリー以外に、建設工事におけ

る廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、

建物自体の環境性能としてＣＡＳＢＥＥで評価し難い環

境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。

注）　「Q1　室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載

してください。

注）　「Q2　サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　「Q3　室外環境（敷地内）」に対する配慮事項を

簡潔に記載してください。
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音環境 機能性 生物環境耐用性 対応性 まちなみ 地域性・温熱環境 光･視環境 空気質環境

水資源 非再生材料の

LR3のスコア=LR2のスコア=LR1のスコア=

汚染物質
建物外皮の 自然エネ 設備システ 効率的

地球温暖化 地域環境 周辺環境

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency （建築環境総合性能評価システム）

■Q: Quality （建築物の環境品質）、L: Load （建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction （建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency （建築物の環境効率）
■「ライフサイクルCO2」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO2排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

1/1

第１庁舎_CASBEE2014_140828.xlsx 結果

■使用評価マニュアル： ■使用評価ソフト：

1-1　建物概要 1-2　外観

建物名称 （仮称）市川市新第１庁舎 階数 地下１階、地上７階

建設地 千葉県市川市八幡1-1-1 構造 RC造

用途地域 商業地域、準防火地域 平均居住人員 1,285 人

気候区分 １地域 年間使用時間 5,110 時間/年

建物用途 事務所,工場, 評価の段階 基本設計段階評価 外観パース等

竣工年 予定 評価の実施日 2014年8月25日 図を貼り付けるときは

敷地面積 7,710 ㎡ 作成者 有山　英伸 シートの保護を解除してください

建築面積 5,680 ㎡ 確認日

延床面積 27,720 ㎡ 確認者 ○○○

2-1　建築物の環境効率（BEEランク&チャート）2-2 ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート） 2-3　大項目の評価（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ）

2.2

標準計算

2-4　中項目の評価（バーチャート）

Q　環境品質 Q のスコア = 4.0
Q1 室内環境      Q2 サービス性能 Q3 室外環境（敷地内）

3.6 4.1 4.4

CASBEE-建築(新築)2014年版 CASBEE-BD_NC_2014(v.1.2)

2016年12月

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般
的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安
で示したものです

BEE = 

S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★ 30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆
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①参照値

②建築物の取組み

③上記+②以外の

④上記+

（ kg-CO2/年・m2 ）
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Q3のスコア=Q2のスコア=Q1のスコア=

LR　環境負荷低減性 LR のスコア = 3.6
LR1 エネルギー      LR2 資源・マテリアル LR3 敷地外環境

3.9 3.8 3.1

3　設計上の配慮事項
総合 その他

 Q1 室内環境  Q2 サービス性能  Q3 室外環境（敷地内）

 LR1 エネルギー  LR2 資源・マテリアル  LR3 敷地外環境
注）　「LR1　エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　「LR2　資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡

潔に記載してください。

注）　「LR3　敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 注）　上記の６つのカテゴリー以外に、建設工事におけ

る廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、

建物自体の環境性能としてＣＡＳＢＥＥで評価し難い環

境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。

注）　「Q1　室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載

してください。

注）　「Q2　サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に

記載してください。

注）　「Q3　室外環境（敷地内）」に対する配慮事項を

簡潔に記載してください。
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音環境 機能性 生物環境耐用性 対応性 まちなみ 地域性・温熱環境 光･視環境 空気質環境

水資源 非再生材料の

LR3のスコア=LR2のスコア=LR1のスコア=

汚染物質
建物外皮の 自然エネ 設備システ 効率的

地球温暖化 地域環境 周辺環境

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency （建築環境総合性能評価システム）

■Q: Quality （建築物の環境品質）、L: Load （建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction （建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency （建築物の環境効率）
■「ライフサイクルCO2」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと

■評価対象のライフサイクルCO2排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

1/1

❺ 住宅地との「見合いの視線」を抑制：
「緑化ルーバー」により、北側住宅地との見合いの視線

を抑制するとともに、植栽越しに眺望を確保します。

❻ 屋上への直達日射の抑制：
緑化ルーバーが屋根面への直達日射を抑制し、空調負

荷を低減させます。

❼ ソーラーエネルギーの有効活用：
南側屋上に、太陽光発電パネル（100kW）を設けた計画

とします。

❽ ライトシェルフによる安定採光：
南面開口部にライトシェルフを設け、直達日射を防ぐ

とともに、安定採光を取り入れ日中の照明負荷を削減

します。

❾ 井水利用（上水利用）：
水道代を縮減するため、安価に取得できる井水を上水

として採用します。また、井水利用は災害時における

配管の遮断のリスクが低いため、災害時においても給

水利用が可能になります。

�ＬＥＤ照明の採用
ＬＥＤ照明をはじめとする高効率機器を採用するとと

もに、明るさセンサや人感センサなどを併用し、照明

負荷を削減します。

❹ ＢＥＭＳの導入により
　施設のエネルギー・運用管理をサポート

中央監視設備を採用して、機器およびシステムの不具

合の維持管理、光熱水費の低減につながる運用管理支

援を行える計画とします。

音環境 温熱環境 光・視環境 空気室環境 機能性 耐用性・
信頼性

対応性・
更新性

生物環境 まちなみ
・景観

地域制・
アメニティ

建物外皮の
熱負荷

自然
エネルギー

設備システム
効率化

効率的
運用

水資源 再生材料の
使用削減

汚染物質の
回避

地球温暖化への
配慮

地域環境への
配慮

周辺環境への
配慮
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第 3 章 新庁舎の機能整備の方針 

 

 30

【機能整備の方針 17】 ライフサイクルコスト低減への対応 

 

光熱水費や将来の修繕・改修費などのライフサイクルコストは、建物のつくり方によって、大きな影

響を受けることとなります。 

そこで、庁舎を建設する際には、当初に必要となる設計や建設費だけではなく、建物の生涯を通して

かかる維持管理などの費用を含めたライフサイクルコストの低減に配慮してまいります。 

■整備方針 

 ① 維持管理にすぐれた構造・材料 

○ 長寿命の庁舎が実現できる建築構造と材料を選択するとともに、規格品の採用にも留意します。 

 

 ② 柔軟性を確保する設計・施工方法 

○ 建物の柱・梁・床などの構造躯体（スケルトン）と内装・設備など（インフィル）を分離した

工法などを検討します。 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3-3 スケルトン・インフィル工法のイメージ 

 

《スケルトン》 
構造・基礎・外壁・屋根など 

＝建物の強さなどの基本性能を 

決める部分 

 

長期間の耐久性を重視 

《インフィル》 
仕切り壁・設備・内装・仕上げなど 

＝ライフスタイルを決める部分 

 

 

内装や設備の更新、間取り等のニーズの変化にも柔軟に対応可能

08．ライフサイクルコスト計画

光熱水費の縮減方策

❶ 蒸散作用による空調負荷の削減：
建物北側には、風致地区に向けて「緑化ルーバー」を配置します。植物の

蒸散作用を利用して外気を冷却したうえで、室内に取り込むことで、夏季

の冷房負荷を低減します。あわせて、中間期には、自然換気の期間を伸ばし、

空調負荷を削減します。

❷ 輻射空調を採用し、コスト縮減と快適性の両立：
・「パッケージ輻射空調（執務室）」、「輻射循環式空調（協働テラス）」を採

用し、コスト縮減と快適性を両立します。

・パッケージ方式の採用により、熱源機械室を縮減します。

❸ 屋上への直達日射の抑制：
屋根面への直達日射を抑制し、空調負荷を低減させます。

❹ ソーラーエネルギーの有効活用：
南側屋上に、太陽光発電パネル（100kW）を設けた計画とします。

❺ ライトシェルフによる安定採光：
南面開口部にライトシェルフを設け、直達日射を防ぐとともに、安定採光

を取り入れ日中の照明負荷を削減します。

❻ けし忘れ防止に配慮：
中央管理室に集中コントローラを設置するとともに、各階にコントローラ

を設けることで、各階で制御が可能な計画とし、ランニングコストの縮減

を図ります。

改修・修繕費の縮減方策

❶ スケルトン・インフィルの明確化：
柱や梁などの「スケルトン」と将来的に更新や改修が確実な間仕切り壁や

設備機器などの「インフィル」は寿命が異なるため、２つを明確に分離し

改修・修繕費の削減が可能な計画とします。

❷ 屋上緑化と屋上防水の完全分離：
緑化ルーバーの躯体と屋上防水層を分離させた計画とすることで、躯体と

比べて寿命の短い屋上防水の改修時に、改修範囲を縮小することのできる

計画とし、改修費の縮減を図ります。

植物の成長に伴う建物への悪影響の排除し、長寿命化を図ります。

❸ 設備コラムによる改修工事の容易化：
将来、相談室や会議室の設置による、空調設備機器の増設や仕様変更を容

易にできるようにするため、執務室の柱周り配管を追加できるスペースを

設けた計画とし、改修費の縮減を図ります。

社会情勢・敷地条件・環境共生に着目したライフサイクルコスト削減を行います

昨今、震災復興に伴う職人不足や労務費上昇を原因とした建設工事費の高騰のため、工期の長い

大型案件における入札不調が多発しています。さらに、2020 年の東京オリンピックはこの傾向に

拍車をかけると予測され、本プロジェクトにおいては、徹底的な合理化による費用対効果の高い

計画が求められています。

そのため、ライフサイクルという長期的な視点にたった、コスト縮減を計画します。

北

既存庁舎躯体既存庁舎躯体

近接近接

既存庁舎の躯体を
地上～地下駐車場間の
車両スロープに活用

既存庁舎の躯体を
地上～地下駐車場間の
車両スロープに活用

新第1庁舎

スロープ

京成電鉄

区分Ⅲ
※W＝線路単線幅、既設構造物底面＝GL±0ｍ、
　地下水位面≧掘削底面と想定.

区分Ⅱ

新第1庁舎
（新設構造物）

既存地下躯体を利用するため、
「区分Ⅲにおける工事」に該当しない
既存地下躯体を利用するため、
「区分Ⅲにおける工事」に該当しない

地下
駐車場

線路
（既設構造物）

車両
スロープ
車両
スロープ

既存地下躯体を山留めとして利用既存地下躯体を山留めとして利用
区分Ⅰ

WW WW WWWW

□ 地下躯体の有効活用 . 平面（左）、断面（右）

イニシャルコストの縮減方策

❶ 地下階の削減により躯体コストを縮減：
柱スパンを適正化していくことで、『基本構想』時の地下駐車場計画と比べ、

地下階を１層減らし、地下躯体の縮減と工期短縮を図ります。

❷ 「柱頭免震構造」の採用による土工事の削減：
柱頭免震を採用し、通常の「基礎免震構造」よりも掘削土量を削減した計

画とします。

❸ 汎用品の積極的な採用：
庁舎の長寿命化を図るため、品質の安定した汎用品を積極的に採用した計

画とします。また、容易に取得できる材料を採用する事で、改修時のコス

ト削減を図ります。

❹ 既存庁舎の地下躯体の有効活用：
新第 1 庁舎の敷地北側には鉄道が近接しており、建設にあたって配慮が不

可欠です。

そこで、既存庁舎の地下躯体を存置し、新庁舎の地下駐車場にアプローチ

する車両スロープの山留めとして活用することで、鉄道の運行に影響を与

えないための対策工事を抑えることができ、コストと工期の縮減をはかり

ます。

❺ 個別分散型空調の採用：
個別分散型空調を採用することで、熱源機械室の面積の縮小を図り、イニ

シャルコストの縮減を図ります。

❻ 緑化ルーバーのディティールの簡素化：
緑化ルーバーのディティールや工法の簡素化を行い、イニシャルコストを

縮減した計画とします。

P.30 【機能整備の方針 17】　ライフサイクルコス

ト低減への対応

□ 維持管理にすぐれた構造・材料

・長寿命の庁舎が実現できる建築構造と材料を選

択するとともに、規格品の採用にも留意します。

□ 柔軟性を確保する設計・施工方法

・建物の柱・梁・床などの構造躯体（スケルトン）

と内装・設備など（インフィル）を分離した工

法などを検討します。

図 3-3　スケルトン・インフィル工法のイメージ図 3-3　スケルトン・インフィル工法のイメージ

基本構想基本構想

維持管理費の縮減方策

❶ 自然の潅水システムの構築：
ステップ状の「緑化ルーバー」では、雨水が上から下へ流れる、自然の潅

水システムを構築します。

❷ 植栽の維持管理の容易化：
緑化ルーバーの植栽については、生長が遅く、また自然樹形を活かすこと

のできる樹種とし、剪定作業などを極力抑える計画とします。また、保水

性の高い人口土壌の採用により、雨水のみの潅水を可能とします。

❸ 設備機器の更新性の向上：
発電機室等の更新には搬出入スペースを設け、容易に更新ができる計画と

するとともに、更新時に必要な設備機器の置換スペースを設け、更新時の

コストを縮減します。

❹ 汚れにくい内外装材の採用：
防汚性の高い内外装材を採用し、維持管理費の低減を図ります。

ライフサイクルコスト計画

現在の本庁舎および
分庁舎・周辺事務所
（H25 決算ベース）

新庁舎
（新第 1・新第 2 の合計） 削減率

光熱水費

（電気・ガス・水道・下水
道使用料・井水ろ過設備）

約3,800円 /㎡ 約3,000円 /㎡ △ 21%

新庁舎建設にともない、現在、本庁舎の周辺に分散している分庁舎・賃貸事務所を統合すること

で、設備等の効率化にともなう光熱水費の節減および事務所賃料を削減することができ、庁舎の

ランニングコストを抑えることができます。

11% 15%

空調

照明

コンセント

43%

6%25%

17%

9% 8% 空調
28%

6%15%

コンセント
15%

今回提案
（100年寿命）

標準庁舎
（60年寿命）LCC

光熱水費

建設設計管理 光熱水 修繕 改修 管理 廃棄
17％30％

19％ 12％ 19％ 20％ 11％

21％ 16％ 12％
3％ 1％

2％
16%削減
1％

空調

照明

換気

コンセント

給湯・衛生・ELV 給湯・衛生・ELV

43%

6%

9% 8%

25%

17%

空調
28%

換気
6%

照明
15%

コンセント
15%

その他の省エネ
による削減

2%

空調の削減

照明・コンセント
の削減

今回提案標準庁舎

0 20 6040 80 100％

LCCO2

建設 運用 改修 廃棄

27%削減

12％

6％ 50％ 14％

71％ 11％ 6％

100％
3％

0 20 6040 80

今回提案
（100年寿命）

標準庁舎
（60年寿命）

□ 新第１庁舎　ライフサイクルコスト

現在の庁舎よりもランニングコストの削減を行います

（税抜き）

□ 新第１庁舎・新第２庁舎の合計 ランニングコスト（光熱水費）
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第 3 章 新庁舎の機能整備の方針 
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【機能整備の方針 18】 周辺環境への対応 

 

現在の庁舎は、多いときには 1日 3,000 人以上が来庁するという、人や自動車の往来が多い市内でも

最大の拠点施設になっています。 

このため、庁舎の活動が周辺住民の住環境や地域の街なみに影響を及ぼさないよう、できる限り配慮

してまいります。 

■整備方針 

 ① 周辺に配慮したデザイン 

○ 庁舎周辺の居住者の住環境を考慮して、建物や敷地、周辺施設の景観整備と来庁者の動線にも

配慮するなど、快適な公共空間の形成を目指します。 

○ 庁舎の屋上や壁面、あるいは庁舎の周囲や進入路

などを活用した緑地の配置を検討し、市民との協

働により「ガーデニング・シティいちかわ」にふ

さわしい緑のある庁舎を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ベランダに設けられた緑のカーテン 
（つくば市役所／茨城県） 

ランドスケープデザイン計画1

基本構想09．ランドスケープデザイン計画１
P.31【機能整備の方針 18】　周辺環境への対応

□ 周辺に配慮したデザイン

・庁舎周辺の居住者の住環境を考慮して、建物や

敷地、周辺施設の景観整備と来庁者の動線にも

配慮するなど、快適な公共空間の形成を目指し

ます。

・庁舎の屋上や壁面、あるいは庁舎の周囲や進入

路などを活用した緑地の配置を検討し、市民と

の協働により「ガーデニング・シティいちかわ」

にふさわしい緑のある庁舎を目指します。

ベランダに設けられた緑のカーテン

（つくば市役所／茨城県）

クロマツ市街地

京成電鉄

混植

国道14号

緑化ルーバー
クロマツ市街地への
環境負荷を軽減する
緑の風景

クロマツ市街地と
連続する景観の構成

緑化ウォール
･市庁舎の顔作り
･「見合いの視線」の緩和

A
A
'

クロマツ市街地と
連続する景観の構成

PLAN S=1/1000

クロマツ市街地 京成電鉄

混植

国道14号

緑化ウォール

連続する
緑の風景

緑化ルーバー

A A '

SECTION  S=1/1000

○周辺環境との調和
１：市川市の特徴的な景観との呼応/緑化ルーバー
クロマツ市街地と向き合う北側ファサードを、江戸川沿いや、台地と低地の境
に残る斜面林をイメージした緑にすることで、クロマツ市街地への環境負荷を
軽減し、景観的にも連続する緑の風景を創り出します。

２：クロマツ市街地と連続する景観の構成

３：第１庁舎の顔づくり／千葉街道からの風景

４：京成電車からの風景
鉄道近接の場所には高木植栽を避け、低木と地被の混植とし、季節毎に変化す
る風景を車窓からも楽しめるように計画し、ガーデンシティ市川のイメージを
高めていきます。

○継続性と多様性
１：人工土壌の活用
緑化ルーバーの植栽基盤は人工土壌によって保水性を高め、最大限の雨水活用
を可能とし（渇水時には自動灌水装置による中水での潅水）水資源の有効利用
を図ります。緑化ルーバーは上から下へ連続させ、水をリレーしていきます。
緑化ウォールも同様の植栽基盤とし中水による潅水をおこないます。
人工土壌には保水性、排水性が高く、肥料成分を最小に抑えたものを用い、植
物の生長を健全かつ緩やかなものにしていくことにより、管理の頻度を抑える
ことのできる計画とします。

２：混植
多様な樹種構成は植物個体へのストレスを少なく抑え、個の持つ魅力を十分
に発揮し、良好な植物群として生長し、継続性のある強い植物群を創り出し
ます。

３：樹種の選定
樹種の特性により自然形を活かし、剪定や刈り込みの頻度を出来るだけ抑える
ことのできる樹種選定をおこないます。竣工時から時間によって良好に変化し
続ける風景を目指します。

４：エイジングに耐える素材の選択
ランドスケープで使われる素材は、雨、風、日光などにより劣化するものでは
なく自然石やレンガなど時間とともにさらに魅力的になるものを選択します。

敷地東西の市道に沿った植栽にはクロマツを選定し、歩道を整備すると同時に
風致地区の景観と繋がる市庁舎を形成します。クロマツは将来クロマツの林を
構成するように植栽します。上位計画に従い、年々減少していくクロマツを維
持し、伝統ある風景を受け継いでいきます。
林床はコクマザサとすることによってマツの枯葉の飛散を防止するとともに、
シンプルで足元が抜けるさわやかな風景を目指します。

千葉街道からの顔となるファサードにはエントランスを中心として緑化ウォール
を展開します。バラなどの花木や紅葉や香りを楽しめる樹種を混植し華やかで、
活気のある市庁舎の顔を創り出します。
緑化ウォールは執務空間で働く職員と歩行者との「見合いの視線」を緩やかに
解消し、内部と外部を優しく繋いでいきます。

■新第一庁舎ランドスケープデザインのコンセプト

北

ランドスケープデザインのコンセプト

周辺環境との調和

❶ 市川市の特徴的な景観との呼応 /緑化ルーバー

クロマツ市街地と向き合う北側ファサードには、躯体と植栽を融合させた緑化

ルーバーを斜面上状に配置します。江戸川沿いや、台地と低地の境に残る斜面

林をイメージした緑にすることで、クロマツ市街地への環境負荷を軽減し、景

観的にも連続する緑の風景を創り出します。

❷ クロマツ市街地と連続する景観の構成

敷地東西の市道に沿った植栽の一部にクロマツを選定し、歩道を整備すると同

時に風致地区の景観と繋がる市庁舎を形成します。年々減少していくクロマツ

を維持し、伝統ある風景を受け継いでいきます。

❸ 第１庁舎の顔づくり／国道 14 号からの風景

国道 14 号からの顔となる南側ファサードにはエントランスを中心として緑化

ウォールを展開します。バラなどの花木や紅葉や香りを楽しめる樹種を混植し

華やかで、活気のある市庁舎の顔を創り出します。

緑化ウォールは執務空間で働く職員と歩行者との「見合いの視線」を緩やかに

解消し、内部と外部を優しく繋いでいきます。

継続性と多様性

❶ 人工土壌の活用

緑化ルーバーの植栽基盤は人工土壌によって保水性を高め、最大限の雨水活用

を可能とし（渇水時には自動灌水装置による中水での潅水）水資源の有効利用

を図ります。緑化ルーバーは上から下へ連続させ、水をリレーしていきます。

緑化ウォールも同様の植栽基盤とし中水による潅水を行います。

人工土壌には保水性、排水性が高く、肥料成分を最小に抑えたものを用い、植

物の生長を健全かつ緩やかなものにしていくことにより、管理の頻度を抑える

ことのできる計画とします。

❷ 混植

多様な樹種構成は植物個体へのストレスを抑え、個の持つ魅力を十分に発揮し、

良好な植物群として生長し、継続性のある強い植物群を創り出します。

❸ 樹種の選定

樹種の特性により自然形を活かし、剪定や刈り込みの頻度を出来るだけ抑える

ことのできる樹種選定を行います。竣工時から時間によって良好に変化し続け

る風景を目指します。

❹ 経年劣化に耐える素材の選択

ランドスケープで使われる素材は、雨、風、日光などにより劣化するものでは

なく自然石やレンガなど時間とともにさらに魅力的になるものを選択します。
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市川新庁舎ランドスケープデザイン-基本設計 2014/09/19PLACEMEDIA  Landscape Architects, Collaborative   Tokyo / Kyoto, JAPAN山下設計 1-5新第一庁舎 - 緑化ルーバー部分平面図･断面図･植栽管理

■緑化ルーバー部分平面図･断面図

人工土壌

低木地被類

中高木

緑の光を順光で眺める

日
射

日
射

空への「抜け」の確保

蒸散

クロマツ市街地からの風景

ワイヤー支柱 自動灌水
(点滴式)

日
射

断面図 S=1/100

ハシゴを使うだけで容易に
管理作業が可能

剪定枝仮置き場
(箱形 可動式)

上下移動用ハシゴ

■緑化ルーバーの植栽管理

断面図 S=1/50

緑化ルーバーは、建築的なルーバーと緑が合体した新しい形のルーバ
ーとして、変化する緑によって建物の内外から季節や彩を提供すると
ともに、建物内部からは、南からの日差しを受けた順光の緑や、緑の
間から抜けた青空も眺めることができる計画とします。
また、緑化ルーバーは、建物躯体をプランター形状に造形することで
作り出されるもので、直達日射を抑制するルーバーとしての機能、地
震力を負担する構造物としての機能を併せて担うものです。

・ルーバーの段数　：20段
・総植栽面積　　 　：2,618㎡
・材質　　　　　 　：RC

北側風致地区に対する景観形成
緑化ルーバーが傾斜林をイメージした緑となり、風致地区と呼応した
連続する緑の風景を創り出します
蒸散作用による空調負荷の低減
植物の蒸散効果により周囲よりも温度の下がった外気を室内に取り込
むことができます。これにより下記の空調負荷を低減するとともに、
中間期には自然換気を行える期間の延長を図ります
屋根面への直達日射の抑制
緑化ルーバーが、各階屋根面への直達日射を抑制し、空調負荷を軽減
します
住宅地との「見合いの視線」を抑制
緑化ルーバーにより、北側住宅地との見合いの視線を抑制するととも
に、室内からは、植栽越しに眺望を確保します
鉄道騒音の低減
鉄道騒音を距離による減衰だけでなく、緑化ルーバーを緩衝帯として
減衰を図り、自然換気を行う中間期の室内環境の向上を図ります。
構造の合理化
耐震性能を確保するため設けたRCフレームの一部にプランターの機
能を持たせることで、様々な付加機能を併せ持った合理的な構造を実
現します。

■緑化ルーバーのシステムとデザイン

○緑化ルーバーの概要

■緑化ルーバーの効果

■緑化ルーバーの構成
土壌の下には防根シートを張り、根の生長によるルーバーへの影響を
防ぎます。
防根シートから下は排水層とし、土壌の水はけを良くして根腐れを防
ぐとともに、ドレーンを通じてルーバーからルーバーへ自動で雨水が
潅水する仕組みを作ります。
土壌は人口土壌のみとし、その上にマルチングすることで雑草を防止
します。
中木は、適宜ワイヤーで固定します。

剪定作業を極力抑えるため、生長が遅く、また自然樹形を活かすことのできる樹種を選
定するとともに、人口土壌（発泡パーライト系：アクアソイル／肥料分が最少に抑えら
れている特殊人口土壌）を採用する計画とします。

平面図 S=1/100
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(非植栽地)

緑化ルーバー
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■維持管理上の配慮事項
①

②

③
④

⑤

⑥各階のテラスには、剪定枝等の仮置き場を設置し、ボリウムを減らしてから搬出できる
計画とします。

保水性の高い人口土壌の採用により、極力、雨水のみの潅水を可能とし、渇水時のみ自
動潅水装置による灌水を行う計画とします。
中木などはワイヤーで固定し、強風による倒木や飛散を防止する計画とします。
緑化ルーバーへは、各階のテラスからハシゴなどにより簡易にアクセスできるものとし
ルーバーからルーバーへの縦移動もハシゴで行える計画とします。また、横移動につい
ては、中木を10mに3本程度に抑え、その間を低木・地被類とし、ルーバー内に適宜、
管理作業用の歩行動線を確保していく計画とします。
安全に維持管理作業が行えるよう、緑化ルーバーには安全帯を取り付けるための手摺等
を設ける計画とします。

緑化ルーバー詳細断面図 S=1/20

自動灌水設備(点滴ホース)
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■緑化ルーバー部分平面図･断面図
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上下移動用ハシゴ

■緑化ルーバーの植栽管理

断面図 S=1/50

緑化ルーバーは、建築的なルーバーと緑が合体した新しい形のルーバ
ーとして、変化する緑によって建物の内外から季節や彩を提供すると
ともに、建物内部からは、南からの日差しを受けた順光の緑や、緑の
間から抜けた青空も眺めることができる計画とします。
また、緑化ルーバーは、建物躯体をプランター形状に造形することで
作り出されるもので、直達日射を抑制するルーバーとしての機能、地
震力を負担する構造物としての機能を併せて担うものです。

・ルーバーの段数　：20段
・総植栽面積　　 　：2,618㎡
・材質　　　　　 　：RC

北側風致地区に対する景観形成
緑化ルーバーが傾斜林をイメージした緑となり、風致地区と呼応した
連続する緑の風景を創り出します
蒸散作用による空調負荷の低減
植物の蒸散効果により周囲よりも温度の下がった外気を室内に取り込
むことができます。これにより下記の空調負荷を低減するとともに、
中間期には自然換気を行える期間の延長を図ります
屋根面への直達日射の抑制
緑化ルーバーが、各階屋根面への直達日射を抑制し、空調負荷を軽減
します
住宅地との「見合いの視線」を抑制
緑化ルーバーにより、北側住宅地との見合いの視線を抑制するととも
に、室内からは、植栽越しに眺望を確保します
鉄道騒音の低減
鉄道騒音を距離による減衰だけでなく、緑化ルーバーを緩衝帯として
減衰を図り、自然換気を行う中間期の室内環境の向上を図ります。
構造の合理化
耐震性能を確保するため設けたRCフレームの一部にプランターの機
能を持たせることで、様々な付加機能を併せ持った合理的な構造を実
現します。

■緑化ルーバーのシステムとデザイン

○緑化ルーバーの概要

■緑化ルーバーの効果

■緑化ルーバーの構成
土壌の下には防根シートを張り、根の生長によるルーバーへの影響を
防ぎます。
防根シートから下は排水層とし、土壌の水はけを良くして根腐れを防
ぐとともに、ドレーンを通じてルーバーからルーバーへ自動で雨水が
潅水する仕組みを作ります。
土壌は人口土壌のみとし、その上にマルチングすることで雑草を防止
します。
中木は、適宜ワイヤーで固定します。

剪定作業を極力抑えるため、生長が遅く、また自然樹形を活かすことのできる樹種を選
定するとともに、人口土壌（発泡パーライト系：アクアソイル／肥料分が最少に抑えら
れている特殊人口土壌）を採用する計画とします。

平面図 S=1/100
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■維持管理上の配慮事項
①

②

③
④

⑤

⑥各階のテラスには、剪定枝等の仮置き場を設置し、ボリウムを減らしてから搬出できる
計画とします。

保水性の高い人口土壌の採用により、極力、雨水のみの潅水を可能とし、渇水時のみ自
動潅水装置による灌水を行う計画とします。
中木などはワイヤーで固定し、強風による倒木や飛散を防止する計画とします。
緑化ルーバーへは、各階のテラスからハシゴなどにより簡易にアクセスできるものとし
ルーバーからルーバーへの縦移動もハシゴで行える計画とします。また、横移動につい
ては、中木を10mに3本程度に抑え、その間を低木・地被類とし、ルーバー内に適宜、
管理作業用の歩行動線を確保していく計画とします。
安全に維持管理作業が行えるよう、緑化ルーバーには安全帯を取り付けるための手摺等
を設ける計画とします。

緑化ルーバー詳細断面図 S=1/20

自動灌水設備(点滴ホース)

ワイヤー支柱

中木

09．ランドスケープデザイン計画２

　　緑化ルーバー

ランドスケープデザイン計画2

■緑化ルーバーのシステムとデザイン

緑化ルーバーは、建築的なルーバーと緑が合体した新しい形のルーバーとし

て、変化する緑によって建物の内外から季節や彩を提供するとともに、建物

内部からは、南からの日差しを受けた順光の緑や、緑の間から抜けた青空も

眺めることができる計画とします。

また、緑化ルーバーは、建物躯体をプランター形状に造形することで作り出

されるもので、直達日射を抑制するルーバーとしての機能、地震力を負担す

る構造物としての機能を併せて担うものです。

■緑化ルーバーの効果

① 北側風致地区に対する景観形成

緑化ルーバーが斜面林をイメージした緑となり、風致地区と呼応した連続す

る緑の風景を創り出します。

② 蒸散作用による空調負荷の低減

植物の蒸散効果により周囲よりも温度の下がった外気を室内に取り込むこと

ができます。これにより夏期の空調負荷を低減するとともに、中間期には自

然換気を行える期間の延長を図ります。

③ 屋根面への直達日射の抑制

緑化ルーバーが、各階屋根面への直達日射を抑制し、空調負荷を軽減します。

④ 住宅地との「見合いの視線」を抑制

緑化ルーバーにより、北側住宅地との見合いの視線を抑制するとともに、室

内からは、植栽越しに眺望を確保します。

⑤ 鉄道騒音の低減

鉄道騒音を距離による減衰だけでなく、緑化ルーバーを緩衝帯として減衰を

図り、自然換気を行う中間期の室内環境の向上を図ります。

⑥ 構造の合理化

耐震性能を確保するため設けた RC フレームの一部にプランターの機能を持

たせることで、様々な付加機能を併せ持った合理的な構造を実現します。

■緑化ルーバーの構成

①土壌の下には防根シートを張り、根の生長によるルーバーへの影響を防ぎ

ます。

②防根シートから下は排水層とし、土壌の水はけを良くして根腐れを防ぐと

ともに、ドレーンを通じてルーバーからルーバーへ自動で雨水が潅水する

仕組みを作ります。

③土壌は人口土壌のみとし、その上にマルチングすることで雑草を防止しま

す。

④中木は、適宜ワイヤーで固定します。
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■緑化ルーバー部分平面図･断面図
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■緑化ルーバーの植栽管理

断面図 S=1/50

緑化ルーバーは、建築的なルーバーと緑が合体した新しい形のルーバ
ーとして、変化する緑によって建物の内外から季節や彩を提供すると
ともに、建物内部からは、南からの日差しを受けた順光の緑や、緑の
間から抜けた青空も眺めることができる計画とします。
また、緑化ルーバーは、建物躯体をプランター形状に造形することで
作り出されるもので、直達日射を抑制するルーバーとしての機能、地
震力を負担する構造物としての機能を併せて担うものです。

・ルーバーの段数　：20段
・総植栽面積　　 　：2,618㎡
・材質　　　　　 　：RC

北側風致地区に対する景観形成
緑化ルーバーが傾斜林をイメージした緑となり、風致地区と呼応した
連続する緑の風景を創り出します
蒸散作用による空調負荷の低減
植物の蒸散効果により周囲よりも温度の下がった外気を室内に取り込
むことができます。これにより下記の空調負荷を低減するとともに、
中間期には自然換気を行える期間の延長を図ります
屋根面への直達日射の抑制
緑化ルーバーが、各階屋根面への直達日射を抑制し、空調負荷を軽減
します
住宅地との「見合いの視線」を抑制
緑化ルーバーにより、北側住宅地との見合いの視線を抑制するととも
に、室内からは、植栽越しに眺望を確保します
鉄道騒音の低減
鉄道騒音を距離による減衰だけでなく、緑化ルーバーを緩衝帯として
減衰を図り、自然換気を行う中間期の室内環境の向上を図ります。
構造の合理化
耐震性能を確保するため設けたRCフレームの一部にプランターの機
能を持たせることで、様々な付加機能を併せ持った合理的な構造を実
現します。

■緑化ルーバーのシステムとデザイン

○緑化ルーバーの概要

■緑化ルーバーの効果

■緑化ルーバーの構成
土壌の下には防根シートを張り、根の生長によるルーバーへの影響を
防ぎます。
防根シートから下は排水層とし、土壌の水はけを良くして根腐れを防
ぐとともに、ドレーンを通じてルーバーからルーバーへ自動で雨水が
潅水する仕組みを作ります。
土壌は人口土壌のみとし、その上にマルチングすることで雑草を防止
します。
中木は、適宜ワイヤーで固定します。

剪定作業を極力抑えるため、生長が遅く、また自然樹形を活かすことのできる樹種を選
定するとともに、人口土壌（発泡パーライト系：アクアソイル／肥料分が最少に抑えら
れている特殊人口土壌）を採用する計画とします。

平面図 S=1/100
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■維持管理上の配慮事項
①

②

③
④

⑤

⑥各階のテラスには、剪定枝等の仮置き場を設置し、ボリウムを減らしてから搬出できる
計画とします。

保水性の高い人口土壌の採用により、極力、雨水のみの潅水を可能とし、渇水時のみ自
動潅水装置による灌水を行う計画とします。
中木などはワイヤーで固定し、強風による倒木や飛散を防止する計画とします。
緑化ルーバーへは、各階のテラスからハシゴなどにより簡易にアクセスできるものとし
ルーバーからルーバーへの縦移動もハシゴで行える計画とします。また、横移動につい
ては、中木を10mに3本程度に抑え、その間を低木・地被類とし、ルーバー内に適宜、
管理作業用の歩行動線を確保していく計画とします。
安全に維持管理作業が行えるよう、緑化ルーバーには安全帯を取り付けるための手摺等
を設ける計画とします。

緑化ルーバー詳細断面図 S=1/20

自動灌水設備(点滴ホース)

■維持管理上の配慮事項

①剪定作業を極力抑えるため、生長が遅く、また自然樹形を活かすことのできる樹種を選

定するとともに、人工土壌（発砲パーライト系：アクアソイル／肥料分が最少に抑えられ

ている特殊人工土壌）を採用する計画とします。

②保水性の高い人工土壌の採用により、極力、雨水のみの潅水を可能とし、渇水時のみ自

動潅水装置による潅水を行う計画とします。

③中木などはワイヤーで固定し、強風による倒木や飛散を防止する計画とします。

④緑化ルーバーへは、各階のテラスからハシゴなどにより、簡易にアクセスできるものとし、

ルーバーからルーバーへの縦移動もハシゴで行える計画とします。また、横移動については、

中木を 10 ｍに３本程度に抑え、その間を低木・地被類とし、ルーバー内に適宜、管理作業

用の歩行動線を確保していく計画とします。

⑤安全に維持管理作業が行えるよう、緑化ルーバーには安全帯を取り付けるための手摺等

を設ける計画とします。

⑥各階テラスには、剪定枝等の仮置き場を設置し、ボリウムを減らしてから搬出できる計

画とします。
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緑化ウォール　断面図 立面図 S=1/30

緑化ウォールは、建築のファサード／ウォールと緑が合体した新しい形のウォールとして、ツルバラ等の花木
や紅葉や香りを楽しめる樹種を混植し、華やかで、活気ある庁舎の顔を創り出す計画とします。「ガーデニン
グ・シティいちかわ」にふさわしい緑のある庁舎として、市民との協働などによって進めていきます。

■緑化ウォールのシステムとデザイン

緑化ウォール　イメージ

常緑中木　カクレミノ、ソヨゴ、ハイノキ、
常緑低木　ジンチョウゲ、ヤマツツジ、ヒイラギナンテン、

　　　　 　アセビ、ナンテン
落葉中木　シダレモミジ、矮性サルスベリ、ダンコウバイ、

　　　　　 シモクレン、シナマンサク、ハナモモ、シダレモモ
落葉低木　コムラサキ、ウツギ、ミツマタ、ドウダンツツジ、
　　　　 　ウメモドキ、キレンゲツツジ、ミツバツツジ、シモツケ、
　　　　 　オオデマリ、ニシキギ
地被　　 　ヒメウツギ、イヌツゲ、シマカンスゲ、ベニシダ、

　　　　 　ヤブラン、ローズマリー、ウンナンオウバイ、ツワブキ
　　　　 　ハイビャクシン等
ツル物　 　フジ、ツルバラ

緑化ウォール　候補樹種

○緑化ウォールの概要
・ウォールの段数　：3段
・総植栽面積　　 　：115.5㎡

09．ランドスケープデザイン計画３

　　緑化ウォール 立面・断面

■緑化ウォールのシステムとデザイン

緑化ウォールは、建築のファサード／ウォールと緑が合体した新しい形のウォールとして、ツルバラ等の花木や紅葉や香りを楽しめる樹種を混植

し、華やかで、活気ある庁舎の顔を創り出す計画とします。「ガーデニング・シティ いちかわ」にふさわしい緑のある庁舎として、市民との協働

などによって進めていきます。

ランドスケープデザイン計画3
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【機能整備の方針 6】 わかりやすい案内の整備 

 

 現在の庁舎は、増築により複雑な形状になっていることや、庁舎内に効果的な案内表示も行われてい

ないため、正面受付で階数を案内されても、行きたい課になかなかたどり着かないという状況も見られ

ます。 

新庁舎では、総合窓口の整備にあわせ、『迷わない窓口サービス』を提供するための総合案内の充実

や、庁舎全体にわたって誰もがわかりやすい案内表示の整備を行ってまいります。 

■整備方針 

 ① 総合案内 

○ 庁舎出入口及び 1 階の総合窓口のフロア内に総合案内を設置し、『案内係（コンシェルジュ）』

を配置します。 

○ 案内係（コンシェルジュ）は、目的に応じた窓口や手続きへの案内、複数の手続きが必要な場

合の手助け、申請書等の記入補助等、窓口で迷うことなく、快適に用件を済ませることができ

るようなサポートを行うことを目指します。 
〇 外国人へのわかりやすい案内も考慮し、外国人へ手続きの案内、情報提供、各種相談に対応で

きる窓口も設置します。 
 

 ② 案内表示 

○ 案内は、標準化を図るとともに、組織改正にも柔軟に対応できる形式を検討します。 

○ また、案内版等に採用する色彩について、わかりやすい配色となるよう工夫します。 

 

■案内表示（ピクトグラム14）の例

                                                  
14 ピクトグラム：一般に「絵文字」「絵単語」などと呼ばれ、何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号（サイン）の一つ 

案内表示にピクトグラムを効果的に利用

（松山市役所／愛媛県） 

  

エレベーター トイレ
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エレベーター トイレ

サイン計画 1

基本構想10．サイン計画１
P.18 【機能整備の方針6】　わかりやすい案内の整備

□ 案内表示

・案内は、標準化を図るとともに、組織改正にも

柔軟に対応できる形式を検討します。

・また、案内版等に採用する色彩について、わか

りやすい配色となるよう工夫します。

■案内表示（ピクトグラム ）の例

案内表示にピクトグラムを効果的に利用

（松山市役所／愛媛県）
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10．サイン計画２

正面玄関や駐輪場の位置を示した総合案内サインを
敷地の四隅から分かりやすい位置に設置します

総合案内サイン
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・市民開放エリア：
市民の活動や交流の場として、建物西側エ
リアを閉庁時（夜間・休日）にも市民が利
用できる計画とします。（１～４階）

誘導ブロック（敷地外）

窓口カウンター

窓口カウンター

約 3.0 ｍ

引戸：90 ｃｍ

約 1.5 ｍ

約
3

.0
ｍ

❶

❷

❸

❹

❻

❼

❾

�

�

�
�

� �

�

�

❻

❽

�

�

�

�

�

�

❺

基本構想

配置図兼１階平面図
玄関 /窓口 /銀行 /売店

（自動ドア）

11. ユニバーサルデザイン計画１

1.建物の４隅に玄関を設け、建物に「すぐに入れる」配置計画とします。

2. 建物の東西に、エレベータ・階段・トイレを設け、中央に通路（待合含む）を設けた「分かりやすい」平面計画とします。

3. 低層階の平面を広く確保するとともに、利用頻度の高い窓口を１・２階に配置し「上下移動の負担を抑えた」断面計画とします。

4. 様々な方の利用に対応した、窓口カウンター・トイレ・サインなどを導入し、誰にとっても「使いやすい」施設とします。

年齢、性別、障がいの有無、国籍によら

ず、誰にとっても分かりやすく、安全で、

使いやすいユニバーサルデザインによる

庁舎を目指します。また、「高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律」の誘導基準および「千葉県福祉の

まちづくり条例」を満たす計画とします。

：共用部（市民利用エリア）

凡例

：ＷＣ

：縦動線（ＥＶ・階段）

：カウンター

❶ 正面玄関：
多くの来庁者が想定されるため、間口を広

く確保します。また容易に出入りができる

ように玄関の扉を自動ドアにする等、誰も

が利用しやすいよう配慮した計画とします。

❷ 前面歩道との段差：
車椅子利用者や体の不自由な方が、容易に

出入りできるよう、出入り口は出来る限り

緩やかな勾配とした計画とします。

❸ 総合案内カウンター（館内の全体案内）：
正面玄関から分かりやすい位置に設けます。

❹ コンシェルジュカウンター
　（１階窓口手続きの案内）：

受付カウンターから分かりやすい位置に設

けます。

❺ エスカレータ：
上下移動の負担を解消するため、市民利用

の多い１～２階にエスカレーターを設けま

す。

❻ トイレ：
誰もが利用しやすいようにするため、多機

能トイレの一部の機能を一般トイレに分散

します。（※トイレの詳細は別紙参照）

❼ 車寄（庇の設置）：
庇を設け、雨に濡れずに建物内に入ること

の出来る計画とします。

❽ 誘導ブロック：
視覚障がい者が安全かつ容易に、受付カウ

ンターに行けるようにするため、車寄から

連続するように配置します。

❾ 相談室：
福祉部門に近接して、車椅子が利用できる

間口と中で転回できるスペースを確保した

相談室を設けます。

� 窓口カウンター：
車椅子利用者にも配慮した計画とします。

（各階共通）

� 中通路・廊下：
窓口利用者が往来する中通路は、フロア中

央に設けるとともに、安全に移動できるよ

う、幅員を十分確保した計画とします。

その他廊下（通行部分）は、「高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

」の「誘導基準」に基づき、主要廊下の幅

員を 1.8 ｍ以上確保した計画とします。（各

階共通）。

� 待合スペース：
来庁者の増加にも対応できるように、待合

スペースを十分に確保します。

� エレベータ・階段（西側・東側）：
各玄関から分かりやすい位置に設けます。

（エレベータ設備）

・扉開口部に非接触型のセンサーを設けます。

・車椅子（子ども）用の操作盤を設けます。

・操作盤には点字文字を併記します。

・音声案内を設けます。

・手摺を設けます。

・エレベータチェアを向かって右奥に設け

ます。

� 人荷用エレベータ：
緊急搬送時にはストレッチャー対応が可能

な計画とします。

� 非常口誘導灯 +音誘導：
災害の発生を早期に認識し、安全に出口に

向かう事が出来るようにするため、各玄関

に設けます。（各階共通）

� サイン（共通）：
誰もが見やすく・分かりやすくするため、

大きさや色彩に配慮した計画とします。

� 歩道空間：
誰もが歩きやすいよう、幅員 2.0 ｍ以上を

確保します。

P.16 【機能整備の方針4】　移動しやすい空間の整備

□ 共用部分

・廊下などの共用部分は、「高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律 」の「誘導基

準」に基づいて、利用しやすくなるような幅や

機能を確保します。

・敷地入口及び駐車場などから庁舎への進入路に

ついても、円滑な動線を確保します。

P.16【機能整備の方針5】　利用しやすい設備の整備

□ トイレ

・ユニバーサルデザインの考え方に基づいた『誰

でもトイレ 』を、「高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律」の「誘導基準」

に基づき設置します。

□ 授乳室・キッズスペースなど

・子育て関連の窓口に併設して、授乳室・キッズ

スペース を設置します。

P.18【機能整備の方針6】　わかりやすい案内の整備

□ 総合案内

・庁舎出入口及び 1 階の総合窓口のフロア内に総

合案内を設置し、『案内係（コンシェルジュ）』

を配置します。

・案内係（コンシェルジュ）は、目的に応じた窓

口や手続きへの案内、複数の手続きが必要な場

合の手助け、申請書等の記入補助等、窓口で迷

うことなく、快適に用件を済ませることができ

るようなサポートを行うことを目指します。

・外国人へのわかりやすい案内も考慮し、外国人

へ手続きの案内、情報提供、各種相談に対応で

きる窓口も設置します。

□ 案内表示

・案内は、標準化を図るとともに、組織改正にも

柔軟に対応できる形式を検討します。

・また、案内版等に採用する色彩について、わか

りやすい配色となるよう工夫します。

■案内表示（ピクトグラム ）の例

案内表示にピクトグラムを効果的に利用

（松山市役所／愛媛県）
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２階平面図

３階平面図

窓口 /市民活動支援スペース /キッズスペース

授乳室 /多目的スペース

窓口 /市民活動支援スペース /多目的スペース

４階平面図

５階平面図
書庫・倉庫 /備蓄倉庫

窓口 /市長・副市長室 /災害対策本部室

市民活動支援スペース /総合情報コーナー

市民開放エリア

市民開放エリア 市民開放エリア

❶ 多機能トイレ：
市民開放を行う建物西側部分のトイレに、

多機能トイレを設けた計画とします。（※ト

イレの詳細は別紙参照）

❷ 市民活動支援スペース：
市民の活動や交流の場となるスペースは疲

れた際の休憩・待合スペースとしても利用

できるよう計画します。

❸ 窓口カウンター：
車椅子利用者にも配慮した計画とします。

❹ 中通路　：
窓口利用者が往来する中通路は、フロア中央

に設けるとともに、安全に移動できるよう、

幅員を十分確保した計画とします。

❺ 授乳室：
子ども連れの来庁者が、安心して手続きや

相談ができるよう、子育て関連部署の近く

に授乳室を設けます。

❻ キッズスペース：
子どもと一緒に来庁し、安心して手続きや

相談ができるよう、子育て関連部署の近く

にキッズコーナーを設けます。

❼ 非常口誘導灯 +音誘導：
災害の発生を早期に認識し、安全に出口に

向かう事が出来るようにするため、避難出

口（階段の出口）に設けます。（各階共通）

11. ユニバーサルデザイン計画２
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６階平面図

７階平面図

議場 / 正副議長室 / 会派控室 / 議会事務局

傍聴席 / 食堂 / 研修室 / 機械室

地下１階平面図

駐車場 / 倉庫 / 機械室　

❶ 車椅子用傍聴席：
車椅子利用者の方の傍聴席を中央に設けま

す。（４席）

❷ 手話通訳者：
傍聴席の左側前面に手話通訳者の

スペースを設けます。

❸ 難聴者支援設備：
磁器ループ等による補助設備を設けた計画

とします。

❹ 多機能トイレ：
会議室を配置した建物西側部分のトイレ

に、多機能トイレを設けた計画とします。

❺ 地下駐車場：
164 台程度の駐車スペースを確保した計画

とします。

❻ 思いやり駐車スペース：
高齢者や妊産婦など、歩行が困難な方のた

めに、優先的に利用できる計画とし、受付

（１階）に近い西側エレベータ付近に３台、

東側エレベータ付近に１台設けます。

❼ 障害者・車椅子用駐車スペース：
入口までの移動距離を短くするため、受付

（１階）に近い西側エレベータ付近に３台、

東側エレベータ付近に１台を設けます。

❽ 歩行空間：
歩行者と車との接触を避けるため、床にサ

インや色分け等を行い、歩行空間を表示す

る計画とします。

❾ エレベータと階段への誘導サイン：
認識しやすいサインを計画します。

� 駐車スペースへの誘導サイン：
駐車したスペースが分かりやすいサイン計

画を行います。

11. ユニバーサルデザイン計画３

北
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階数
西側　トイレ 東側　トイレ

授乳室一般トイレ
多機能トイレ

一般トイレ
多機能トイレ

男性 女性 男性 女性

７階

６階

５階

４階

３階

２階

１階

■ 従来トイレの計画
ピクトグラムの凡例

：男性 ：女性

：オストメイト

：ベビーチェアー ：ベビーベッド

：大型ベッド

：車椅子

■ １階：西側トイレの計画

■ ２階：西側トイレの計画

→

→
多機能トイレに全ての機能を集約

一般トイレにオストメイト /ベビーベッド・チェアを配置
多機能トイレに大型ベッドを配置

一般トイレにベビーチェア、授乳室にベビーベッドを配置

利用者が多機能トイレに集中し、待ち時間が長くなる

※「千葉県ふくしのまちづくり条例」の基準を満たすため、東側に多機能トイレを整備

※「千葉県ふくしのまちづくり条例」の基準を満たすため、オストメイトを多機能トイレに配置

利用者を分散させ、混雑を解消する

オストメイト

一般一般

多機能トイレ多機能トイレ一般トイレ一般トイレ

男 女

車イス

親子

大型ベッド

オストメイト

一般

親子

オストメイト

一般

親子

多機能トイレ多機能トイレ一般トイレ一般トイレ

男 女

車イス
高齢者 一般

親子

オストメイト

一般

親子

男 女

車イス

高齢者

多機能トイレ多機能トイレ 授乳室授乳室一般トイレ一般トイレ

多機能トイレ一般トイレ

□ 3～ 5・7階：西側トイレ、6階：東側トイレの計画

第１庁舎　トイレ計画（建物全体）

ユニバーサルデザイン計画 4

誰もがつかいやすいトイレ計画の基本的な考え方

1. 必要な機能を備えた多機能トイレを各階に設置します

2. 利用者の多い１・２階の多機能トイレは、一般トイレなどに機能を分散させ、誰もが利用しやすい計画とします

3. １階については、大人用の大型ベットを設置するなど、機能の充実を図ります

11. ユニバーサルデザイン計画４
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庁舎業務継続への対応

❶ 電気
・電源供給の信頼性向上のため、高圧 2回線受電方式により引き込みを行います。

・停電時には非常用発電装置による電源供給を行います。

・非常用発電装置は、Ａ重油によるガスタービン方式とし、最大 7 日間（168 時間）連続運転可能な量のオイル

タンクを備えるものとします。

・非常用発電設備による電源の供給範囲は、災害対策本部などの重要諸室および共用部の一部の照明などとしま

す。その他、「市川市業務継続計画（震災編）」において、発災後 1 週間以内を目途に業務を再開する執務エリア

に対し、業務の実施に必要な一定の範囲において電源供給を行う計画とします。

❷ 給排水
・井水ろ過装置を導入し、上水道の遮断にかかわらず、建物各所に必要な給水が行えるものとします。

・下水道の遮断時には、地下ピットに備えた緊急汚水槽に建物各所からの排水を最大 7 日分貯留できるものとし

ます。

❸ 通信
・別ルートからの 2系統引き込みや異キャリアからの引き込みを行い、遮断リスクの低減をはかります。

❹ ガス
・地震に強く、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも遮断されることのなかった信頼性の高い中圧ガスによる引

き込みを行い、可能な限り継続して利用できる計画とします。

❺ 備蓄
・新第１庁舎に従事する職員の非常用食糧最大 7日分および毛布などを備蓄できる倉庫を備えるものとします。

防災計画

基本構想12. 防災計画
P.24【機能整備の方針 13】　耐震性の確保

□ 建物構造

・本庁舎は、「官庁施設の総合耐震計画基準」で求

められている『構造体 Ⅰ類、非構造部材 Ａ類、

建築設備 甲類』を確保します。

・また、防災上の機能に着目し、地震発生時に建

物内部の被害や職員の初動対応にも影響が少な

いと考えられる『免震構造』を基本とした構造

を検討します。

P.26【機能整備の方針14】　災害対策本部機能の整備

□ 災害対策本部室

・緊急時に迅速かつ円滑に支援活動が開始できる

よう、『災害対応事務局開設室』と『災害対策本

部会議室』を常設で設置します。

・『災害対策本部会議室』などについては、平時には、

庁議及びその他の会議にも活用できるものとし

ます。

・災害対策・支援活動に必要となるその他諸室に

ついても、災害対策事務局開設室に併設して配

置します。

□ 備蓄スペース

・支援活動と行政活動を行う職員のため、資材と

最大 7 日分の食糧を備えておくことのできる　

備蓄スペースを設置します。

P.27【機能整備の方針 15】　バックアップ機能の整備

□ 非常用発電装置

・消防法に基づく非常用電源に加え、72 時間連続

運転可能な『非常用発電装置』を設置します。

・非常用発電装置などについては、浸水などの影

響を受けないよう設置場所を考慮します。

□ 非常用給水設備

・災害時の生活用水及び飲料水確保のため、雨水

貯留施設、飲料水兼用耐震性貯水槽、地下水ろ

過システムなどの導入について検討します。

基本方針

・新第１庁舎については、地域防災計画において「災害対策本部」としての機能が位置付

けられています。防災の拠点として、地震や洪水、豪雨等の自然災害に対して、庁舎全体

が安全な計画とします。

・自然災害やインフラの途絶に対して、自立的に機能を維持し、業務を継続できる計画と

します。

□　災害対策機能表

建物構造 免震構造
　耐震安全性の目標値　構造体　　　　　Ⅰ類
　　　　　　　　　　　建築非構造部材  Ａ類
　                    建築設備　　　　甲類

電気 非常用発電設備
　ガスタービン発電機　1,250kVA
　備蓄燃料　Ａ重油　7日間分

給水 井水ろ過装置
　処理能力　上水　2㎥ /h　雑用水　3㎥ /h

排水 緊急排水槽
　躯体ピットに 240 ㎥を設置　7日間分

通信 2系統引き込み・異キャリア引き込み

ガス 中圧ガス引き込み

備蓄 備蓄倉庫
　災害対応に従事する職員の食糧 7日間分・毛布など

災害対策

❶ 防災拠点機能
・災害対策本部機能（本部会議、災害対応事務局、その他本部）を 4階および 5階の委員会室に集中配置させます。

本部会議室、災害対応事務局開設室については、緊急時に迅速かつ円滑に災害対策が開始できるように常設とし、

平時には、庁議及びその他の会議にも活用できるものとします。

❷ 地震対策
・建物構造は免震構造を採用し、構造体の耐震安全性の目標は、官庁施設の総合耐震計画基準に定められたⅠ類と

します。

・建築非構造部材は、官庁施設の総合耐震計画基準に定められたＡ類とします。

・建築設備は、官庁施設の総合耐震計画基準に定められた甲類とします。

・液状化対策として、地盤改良を行います。

❸ 浸水対策
・電気室、発電機室等の基幹設備は、最上階に配置とします。また、書庫・備蓄倉庫等は、浸水を避けるため、５

階に設置します。
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❸ ひな壇形状を活かした吹抜空間：

日影規制等に配慮しながら、合理的な平面構成と

するため、ひな壇形状の建物とします。通常、吹

抜の形成は面積の減少につながりますが、このひ

な壇状に後退する北側面に沿って吹抜を配置し、

必要最低限の面積で上下階の連続性を生み出す計

画とします。

❹ 市政参加の場となる「協働テラス」：

傾斜型の吹抜は、垂直型と異なり、大きな吹抜を

設けることなく、上下階の連続性を生み出すこと

ができます。

この「視覚的・動線的つながり」を活かし、協働

テラスに市民活動支援スペースを配置することで、

市民活動の風景を庁舎全体から見渡すことができ、

市民交流のきっかけをつくるような計画としてい

きます。

市民活動支援スペースを中心に会議室や各階の窓

口の機能に合わせたキッズスペース・授乳室、多

目的スペース、総合情報コーナーを隣接配置し、

単独利用や一体的な利用ができる計画とし、様々

な市民イベントに対応可能な計画とします。

❷ 休日・夜間開放に配慮：

協働テラスでは、閉庁時においても日常と同じ使

い方ができるように、建物西側のコア（エレベータ、

階段、トイレ）に面して配置します。また、授乳

室やキッズスペースも利用できる計画とします。

これらを含む建物西側の 1 ～ 4 階を閉庁時にも市

民が利用できるエリア（市民開放エリア）に設定

するため、執務エリアとの境界にはシャッター等

により区画ラインを設け、執務空間のセキュリティ

を確保する計画とします。

❶ 市民活動支援スペースを中心に機能を集約配置した「協働テラス」：

□ 合理的な吹抜空間を生み出すための考え方

□ 垂直型吹抜と傾斜型吹抜の比較

北

三角形空間
に着目

傾斜屋根

吹抜空間に
活用

南 北 南

今回提案垂直型吹抜 今回提案 傾斜型吹抜

大きな吹抜空間が必要
見通しのよい
コンパクトな
吹抜空間

多様な市民活動を支え、市民同士の交流を促す目的で設けた「市民活動支援スペース」を中心に、各階の機能に合わせた諸室

を配置したエリアを「協働テラス」として計画し、市民・議会・行政のフラットな関係の醸成を図ります。

ひな壇形状を活かした吹抜け空間とすることで、上下階の連続性による、「視覚的・動線的つながり」を生み出します。

建物西側コアに面して計画することで、夜間や休日にも市民に開放可能な計画としていきます。

13. 協働テラス計画

1F

2F
市民活動支援
スペース

会議室

会議室

カフェ

会議室

3F
市民活動支援
スペース

多目的スペース

会議室

作業室

4F

市民活動支援スペース

総合情報コーナー

□ 協働テラスの構成図

２階レイアウト（休日・夜間）１階レイアウト ３階レイアウト（休日・夜間） ４階レイアウト

市民ワークショップによる「協働テラスを中心とした市民スペースにかかる３つの提言」

□ 市民ワークショップによる各階の機能配置と家具レイアウトの参考図

❶ 協働テラスを中心とした市民スペースのコンセプト（理念）

協働テラスを中心とした市民スペースが、ふらっと気軽に訪れ

たくなる様な魅力的な空間であり、また、市民と行政がフラッ

トな関係を築ける場となるように、そして、誰かと何かでつな

がるきっかけが見つかる場となるように、次のとおりコンセプ

ト（理念）を提案します。

　「フラふらっと！！市役所　～出会いと発見の寄り道広場～」

基本構想

P.16【機能整備の方針5】　利用しやすい設備の整備

□ 授乳室・キッズスペースなど

・子育て関連の窓口に併設して、授乳室・キッズ

スペース を設置します。

P.19【機能整備の方針 7】　協働・交流機能の整備

□ 市民活動支援スペース

・打ち合わせコーナーや印刷機などの機材が設置

された市民活動支援スペースを設置します。

□ 多目的スペース

・一時的に広い空間を必要とする行政事務やイベ

ントに利用できる多目的スペースを設置します。

・なお、整備にあたっては、周辺公共施設の活用

についても併せて検討します。

P.19【機能整備の方針 8】　情報発信機能の整備

□ 総合情報コーナー

・市政や地域活動の情報を紹介する『総合情報コ

ーナー』を設置します。

・市役所のシンボルとなるように
 街、市民との柔らかい接点となる
 ウェルカム感のある正面玄関を計画
・季節の草木を植えるetc...

・市役所のシンボルとなるように
 街、市民との柔らかい接点となる
 ウェルカム感のある正面玄関を計画
・季節の草木を植えるetc...

呼出番号表示モニター呼出番号表示モニター

夜間休日
開放可能エリア
夜間休日
開放可能エリア

縁側ギャラリー縁側ギャラリー

中央
監視室
中央

監視室

売店売店

WCWC

記帳台記帳台

WCWC

相談室相談室

HWCHWC

バス停バス停

市
道

4
2
8
7
号

市
道

4
2
8
7
号

駐輪場駐輪場

▲▲

▲▲

駐輪場駐輪場

タクシータクシー

インフォメーション
ウォール
(手づくりの情報が
発信できる大きな壁)

インフォメーション
ウォール
(手づくりの情報が
発信できる大きな壁)

エントランス
ホール

エントランス
ホール

エントランス
ホール

エントランス
ホール

EV
（1～7F)

EV
（1～7F)

EV
（1～7F)

EV
（1～7F)

ESL・階段
（1～2F)
ESL・階段
（1～2F)
ESL・階段
（1～2F)
ESL・階段
（1～2F)

風除室風除室

風除室風除室

正面玄関正面玄関

車寄玄関車寄玄関

大階段
(ミニコンサートや
シンポジウム客席
に使えます)

大階段
(ミニコンサートや
シンポジウム客席
に使えます)

待合スペース待合スペース

執務室執務室

執務室執務室

本八幡駅より本八幡駅より

京
成

八
幡

駅
よ

り
京

成
八

幡
駅

よ
り

コンシェルジュ・カウンターコンシェルジュ・カウンター

U
P
→

U
P
→

D
N
←

D
N
←

00 5ｍ5ｍ 15ｍ15ｍ 配置兼１階平面図配置兼１階平面図

北北

（呼出番号
表示モニター）
（呼出番号
表示モニター）

夜間休日
開放可能
エリア

夜間休日
開放可能
エリア

キッズコーナーキッズコーナー
(見守りCAFEコーナー付)(見守りCAFEコーナー付)

CAFE
カウンター
CAFE
カウンター

テラステラステラステラステラス

仕切りの検討
（幼児の動線を制限し、
安全な空間を確保）

仕切りの検討
（幼児の動線を制限し、
安全な空間を確保）

仕切りの検討
（幼児の動線を
制限し、安全な
空間を確保）

仕切りの検討
（幼児の動線を
制限し、安全な
空間を確保）

休日・夜間は休日・夜間は
予約で利用
できる会議室
予約で利用
できる会議室
(日常的には
行政利用優先)
(日常的には
行政利用優先)

かわら版かわら版
コーナーコーナー

児童書
コーナー
児童書
コーナー

休憩休憩
給湯給湯

→
U
P

→
U
P

→
U
P

→
U
P

→
U
P

←
D
N

←
D
N

←
D
N

←
D
N

←
D
N

運営事務室
(協働テラスの運営
について検討が必要)

運営事務室
(協働テラスの運営
について検討が必要)

WCWC

WCWC

HWCHWC

授乳室授乳室授乳室授乳室授乳室
会議室会議室会議室会議室会議室

会議室会議室会議室会議室会議室

子育てテラス子育てテラス

多目的スペース多目的スペース

執務室執務室

執務室執務室

00 5ｍ5ｍ 15ｍ15ｍ 2 階平面図2階平面図

北北

夜間休日
開放可能エリア
夜間休日
開放可能エリア

会議室会議室 会議室会議室

協働テラス協働テラス

(工具置場、
コピー機等)
(工具置場、
コピー機等)

(作業台)(作業台)

グリッドの構成
(様々な活動を支援する柔軟な空間構成)
グリッドの構成
(様々な活動を支援する柔軟な空間構成)

打合
スペース
打合

スペース

共有キッチン共有キッチン

工房テラス工房テラス

大会議室大会議室

WCWC

WCWC

HWCHWC

倉庫倉庫

かわら版コーナーかわら版コーナー

遮音性能遮音性能

輻射
パネル
輻射
パネル

吹抜吹抜

（呼出番号表示モニター）（呼出番号表示モニター）

執務室執務室

執務室執務室

00 5ｍ5ｍ 15ｍ15ｍ 3 階平面図3階平面図

北北

夜間休日
開放可能
エリア

夜間休日
開放可能
エリア

給湯給湯

記者室記者室

休憩室休憩室

WCWC

WCWC

HWCHWC

吹抜吹抜

輻射パネル輻射パネル

市政情報コーナー市政情報コーナー

レファレンス
カウンター
レファレンス
カウンター

ラウンジラウンジ

資料コーナー資料コーナー

かわら版コーナーかわら版コーナー

（呼出番号
表示モニター）
（呼出番号
表示モニター）

執務室執務室

執務室執務室

00 5ｍ5ｍ 15ｍ15ｍ 4 階平面図4階平面図

北北

❷ 協働テラスを中心とした市民スペースの配置計画

1 階：街・市民とのやわらかい接点（ウェルカム感）のある空間

2階：子育て親子が集い、市民の憩いの場となる空間

3階：イベントや会議に使える多目的な空間

4階：情報の発信・受信の活動の空間

❸ 協働のあり方・運営について、継続した市民ワークショップ

などの開催

協働テラスを中心とした市民スペースの運営については、協働

のあり方を　含め様々な課題があります。新庁舎が供用開始さ

れる平成 32 年度まで、ワークショップなど、市民と行政の協働

による継続的な取り組みを要望します。
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建築計画（配置計画）市川市新庁舎建設工事 基本設計図書 01

00．新庁舎建設に伴う交通処理計画 

１．現況交通量と将来交通量および新庁舎が周辺交通環境に与える影響 

（１）現況交通量 

・平成 26 年 5月 14 日（水）に実施した新庁舎周辺の交通量調査の結果は下図のとおりであ

る。（調査時間：７～19時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本庁舎西側市道の京成本線の踏切による車両滞留状況について、５分間隔で観測を行った

ところ、最大滞留長は 45ｍであった（17:00 に観測）。なお、観測回数の半分以上は 10ｍ

以下であった。また、調査当日は電車の遅延等もなく、滞留長が国道 14 号まで延伸する

ことはなかった。 

（２）開発交通量 

・完成時（新第１庁舎）における開発交通量は、施設規模(増床分)に発生集中原単位（施設

出入り交通量調査の結果から、面積当たりの自動車台数を算出したもの）を乗じて推計し

た。 

・完成時（新第１庁舎）の開発交通量 

＝増床分延床面積（㎡）×発生集中原単位（台／㎡） 

＝×5,937（㎡）×0.098（台／㎡） 

＝489（台／日・往復） 

・ピーク時開発交通量は 489（台／日・往復）に本庁舎の施設出入り自動車交通量調査結果

の時間比率を用いて算出した。（ピーク時開発交通量＝62（台／時・往復）《集中：33 台

／発生：29台》） 

・開発交通量の方向配分比率は、発生集中ルート先の市川市内の各町丁（大柏管内・行徳管

内および徒歩圏を除く）の人口を方面別に集約して推計した。 

（３）将来交通量と交差点需要率 

・将来交通量の推計にあたっては、都市計画道路 3･4･18 号の開通による一般交通量の転換

を行い、周辺開発（本八幡Ａ地区・商業棟）の交通量を加味することとした。 

・本計画の開発交通量を周辺道路に配分した結果は下図の通りである。また、ピーク時にお

ける各交差点の需要率はすべて 0.9 以下であることから、完成時（新第１庁舎）において

も交差点の容量的な問題はほとんどないと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．駐車場・駐輪場計画 

（１）必要駐車台数 

・開発交通量と現況の出入り交通量を

合算した台数（2,161 台）を施設出

入り交通量調査結果の時間比率を

用いて各時間帯に配分し、必要な駐

車台数（滞留台数）を推計した。そ

の結果、繁忙期における最大滞留台

数は 119 台となるが、これは計画台

数（160 台）以下である。 

（２）必要駐輪台数 

・開発交通量と現況の出入り交通量を

合算した台数（1,805 台）を施設出

入り交通量調査結果の時間比率を

用いて各時間帯に配分し、必要な駐

輪台数（滞留台数）を推計した。そ

の結果、繁忙期における最大滞留台

数は 203 台となるが、これは計画台

数（200 台）と同等である。 
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0.400 0.380

0.378 0.438
0.580 0.610 

0.358

0.532 0.474
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0.307 

吹き出し内の数値は
交差点需要率 

8

入庫 出庫 滞留 入庫 出庫 滞留
台数 台数 台数 台数 台数 台数

 7～ 8時 10 3 7  7～ 8時 13 3 10

 8～ 9時 45 27 25  8～ 9時 57 34 33

 9～10時 119 93 51  9～10時 150 117 66

10～11時 118 112 57 10～11時 148 142 72

11～12時 145 128 74 11～12時 182 161 93

12～13時 129 114 89 12～13時 163 143 113

13～14時 130 125 94 13～14時 164 158 119

14～15時 115 127 82 繁忙期 14～15時 145 160 104

15～16時 116 111 87 1.26倍 15～16時 147 140 111

16～17時 92 123 56 16～17時 116 155 72

17～18時 44 65 35 17～18時 55 82 45

18～19時 39 31 43 18～19時 49 39 55

通常時の時間帯別入出庫
台数と駐車場滞留台数

繁忙期の時間帯別入出庫
台数と駐車場滞留台数

　　　方向
時間

　　　方向
時間

入庫 出庫 滞留 入庫 出庫 滞留
台数 台数 台数 台数 台数 台数

 7～ 8時 22 7 15  7～ 8時 28 9 19

 8～ 9時 62 24 53  8～ 9時 78 30 67

 9～10時 126 74 105  9～10時 158 93 132

10～11時 115 95 125 10～11時 145 119 158

11～12時 103 101 127 11～12時 130 127 161

12～13時 99 84 142 12～13時 125 106 180

13～14時 105 96 151 13～14時 132 121 191

14～15時 103 93 161 繁忙期 14～15時 130 118 203

15～16時 59 83 137 1.26倍 15～16時 75 104 174

16～17時 71 92 116 16～17時 90 116 148

17～18時 33 75 74 17～18時 41 95 94

18～19時 42 41 75 18～19時 52 52 94

通常時の時間帯別入出庫
台数と駐輪場滞留台数

繁忙期の時間帯別入出庫
台数と駐輪場滞留台数

　　　方向
時間

　　　方向
時間

の通過交通は減少すると考えられます。 

 

○西側市道（4287 号） 

西側市道については、同様に都市計画道路 3・4・18 号を利用するようになりますが、新庁

舎の地下駐車場へアクセスする車両によって、1日あたり 1,817 台（往復）の往来が増える

と推計されました。 

 

○東側市道（4300 号） 

東側市道については、現状は公用車と周辺住民に限られていますが、新庁舎建設後には公

用車は西側より地下駐車場へアクセスすることとなり、タクシーなど一部の業務用車両に

限られることから、交通量は減少すると考えられます。 

 

○交差点需要率 

庁舎前の交差点については、需要率は 0.9 以下となり、新庁舎建設後も交差点容量に問題

はないと推計されました。 

 

 

新第１庁舎 

現況：14,086 台
↓ 

将来：12,937 台

現況：1,174 台
↓ 

将来：2,991 台

現況：182 台
↓ 

将来：155 台

交差点需要率 
現況：0.427 
将来：0.472 

単位：台/昼間 12h

修正です 

14．駐車・駐輪計画

駐車・駐輪計画

１　開発交通量

新たな建物の建設など（開発）にともない、発生する交通量を開発交通

量といいます。

新第 1 庁舎の建設については、現庁舎の建て替えとなることから、建て

替えによって生じる増床分の床面積について、開発交通量を推計するこ

ととなります。

（なお、駐車場および駐輪場台数の推計・評価は、基本設計中に実施した

ことから、増床分の床面積については、より多い基本構想のものを採用

しました）

❶ 自動車の開発交通量

開発交通量については、増床分の床面積×発生集中原単位（現況の庁舎

における床面積あたりの出入り自動車台数）で算出します。

自動車の開発交通量

＝増床分の床面積×発生集中原単位

＝ 5,937 ㎡× 0.098 台 / ㎡＝ 489 台 / 日・往復

❷ 自転車の開発交通量

開発交通量については、歩行者全体の開発交通量を、増床分の床面積×

発生集中原単位（現況の庁舎における床面積あたりの出入り歩行者数）

により算出し、このうち自転車の利用割合をパーソントリップ調査より

適用しました。

自動車の開発交通量

＝増床分の床面積×発生集中原単位×自転車の利用割合

＝ 5,937 ㎡× 0.376 人 / ㎡× 26.6％＝ 594 台 / 日・往復

現況 開発交通量

合計

（新庁舎に 1日あたり

出入りする台数）

駐車場
1,672 台 /

日・往復
489 台 / 日・往復 2,161 台 / 日・往復

駐輪場
1,221 台 /

日・往復
594 台 / 日・往復 1,805 台 / 日・往復

２　駐車場・駐輪場の台数の推計

❶ 推計の考え方

新第 1 庁舎に 1 日あたり出入りする自動車および自転車の推計台数につ

いて、現況の交通量調査結果から、時間ごとに入庫する台数と出庫する

台数の比率を算出し、駐車場内に滞留していく台数を推計しました。こ

の時の最大滞留台数を、新第 1 庁舎に必要な駐車・駐輪台数として算定

しました。

なお、年度末などの繁忙期には、現在の本庁舎では、平常時の 1.26 倍の

来庁者が訪れていることから、平常時の推計結果にこれを乗じ、繁忙期

の推計結果としました。

❷ 推計結果

現在の計画台数については、各推計結果を下回る、もしくは同等となっ

たことから、妥当な計画であると考えます。

新庁舎の建設にともなって新たに発生する交通量を考慮し、新庁舎に必要となる駐車場および駐輪場の台数を計画しました。

また、庁舎周辺の道路整備や大規模開発の状況を考慮し、庁舎周辺の道路の状況についても推計しました。

推計値

（平常時）

推計値

（繁忙期）
計画台数

駐車場 94 台 119 台 169 台

駐輪場 161 台 203 台 205 台

３　庁舎周辺道路の交通量推計

　現庁舎では、国道 14 号より駐車場への入出庫を行っていますが、新第

1 庁舎では、国道 14 号への負担軽減を考慮し、一般車両は西側市道より

入出庫、サービス車両は東側市道より進入し、西側市道より抜ける計画

としています。

このため、新庁舎完成時における周辺道路の状況を推計しました。

❶ 推計の考え方

交通量調査結果をもとに、現況の庁舎周辺の交通量のうち、平成 27 年度

末に完成予定の都市計画道路 3・4・18 号を通行すると考えられる交通量

を整理しました。

これに、新庁舎の建設によって新たに生じる交通量（開発交通量）と、

現在建設中の本八幡 A 地区再開発事業の商業棟の建設によって新たに生

じる交通量を加え、推計しました。

なお、将来交通量の伸び率は、道路交通センサスより、現状同等の伸び

率 1.0 としました。

❷ 推計結果

国道 14 号

　国道 14 号については、現状、京成八幡から庁舎前をとおって市川イン

ターへ向かうなど、南北の移動を行っていた車両が、都市計画道路 3・4・

18 号を利用するようになり、庁舎前の通過交通は減少すると考えられま

す。

西側市道（4287 号）

　西側市道については、北側へ抜けていく車両が同様に都市計画道路 3・

4・18 号を利用するようになりますが、新庁舎の地下駐車場へアクセスす

る車両によって、1日あたり 1,817 台（往復）の往来が増えると推計され

ました。

東側市道（4300 号）

　東側市道については、現状は公用車と周辺住民に限られていますが、

新庁舎建設後には公用車は西側より地下駐車場へアクセスすることとな

り、タクシーなど一部の業務用車両に限られることから、交通量は減少

すると考えられます。

交差点需要率

　庁舎前の交差点については、需要率は 0.9 以下となり、新庁舎建設後

も交差点容量に問題はないと推計されました。

□ 周辺交通量（現況→将来）

P.48

□ 駐車場

　駐車場については、現在計画している建設場所

および延べ面積により

（１）現在の駐車場の利用状況

（２）市川市宅地開発事業に係る手続及び基準等に

　 関する条例（宅地開発条例）

（３）開発交通量推計（発生集中交通量）

 

 の複数の基準・考え方により、総合的に必要台数

の検討を行いました。

　（１）～（３）の基準により算定した駐車台数は

表 6-2-4 のとおりとなります。

表 6-2-4　駐車台数算定結果

第 6 章 建設計画 
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（３）発生集中交通量 

  次に、施設の規模と種別（商業施設用途や事務所用途など）に応じて発生する交通量を予測する「大

規模開発地区関連交通計画マニュアル」（国土交通省）に基づき、新庁舎を整備することで発生する

交通量（発生集中交通量）から、必要な駐車場台数を算定しました。 

表 6-2-3 発生集中交通量 

 想定延床面積

（駐車場部分を除く）

発生集中 

交通量 
時間集中率※

発生集中交通量 

に基づく必要駐車台数

○新第 1庁舎 24,000 ㎡ 1,121 台/日 15％ 118 台

○新第 2庁舎 9,000 ㎡ 507 台/日 15％ 53 台

  ※時間集中率 1 日の発生集中交通量（100％）に対し、最も集中する時間帯（1時間あたり）にお

ける交通量の割合。マニュアルでは 11％に対し、余裕を考慮して 15％とした。 

 

 

（４）まとめ 

  （１）～（３）の基準により算定した駐車台数は表 6-2-4 のとおりとなります。 

表 6-2-4 駐車台数算定結果 

 
新第 1庁舎 

新第 2庁舎 

（各算定結果＋10 台※）

（１）現在の駐車場の利用状況 110 台 40 台

（２）宅地開発条例 132 台 70 台

（３）発生集中交通量 118 台 63 台

 

  この結果、もっとも想定される台数の多い（２）宅地開発条例を採用し、新庁舎へは、新第 1庁舎

132 台、新第 2庁舎 70 台以上の来庁者駐車場を整備し、合わせて敷地内には、荷捌きや事務連絡のた

めに一時的に駐車する公用車用駐車場を適宜配置していきます。 

 

 

 ※ 新第 2庁舎の駐車台数について 

新第 2庁舎については、勤労福祉センター、南分庁舎Ｃ棟、商工会議所など周辺に複数の公共施

設・関連施設があり、それらの利用も考慮して各基準により算定した台数に 10 台を加算するもの

です。 

 

基本構想

　この結果、もっとも想定される台数の多い（２）

宅地開発条例を採用し、新庁舎へは、新第 1 庁

舎 132 台、新第 2 庁舎 70 台以上の来庁者駐車場

を整備し、合わせて敷地内には、荷捌きや事務

連絡のために一時的に駐車する公用車用駐車場

を適宜配置していきます。

現況：1,174 台 ( 往復 )

        ↓

将来：2,991 台（往復）
（内、庁舎への入庫は 1,102 台）

交差点需要率

現況：0.427
将来：0.472

現況：182 台
　　  ( 往復 )

        ↓

将来：155 台
      （往復）

現況：14,086 台 ( 往復 )

        ↓

将来：12,937 台（往復）
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《基本方針５》安全・安心な庁舎 

 

【機能整備の方針 13】 耐震性の確保 

 

現在の本庁舎第 1・2 庁舎は耐震性を示す Is 値（構造耐震指標）が 0.33～0.34 で、震度 6 強を超え

るような大地震が発生した場合、庁舎が倒壊し、防災拠点として機能できないことが予想されます。 

庁舎は平常時の利用者の安全確保だけでなく、震災発生直後から災害対策活動の拠点施設として、 

また、その後の行政機能を維持する観点から、震度 6 強から 7 程度の大規模地震に対しても倒壊など  

せず、庁舎としての役割が継続できる建物構造としてまいります。 

■整備方針 

① 建物構造 

○ 本庁舎は、「官庁施設の総合耐震計画基準」で求められ

ている『構造体 Ⅰ類、非構造部材 Ａ類、建築設備 甲

類』を確保します。 

○ また、防災上の機能に着目し、地震発生時に建物内部

の被害や職員の初動対応にも影響が少ないと考えられ

る『免震構造』を基本とした構造を検討します。 

 

【 トピックス ～耐震構造の検討～ 】 

表 3-2 官庁施設の総合耐震計画基準概要 

部 位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 
Ⅰ類 

・大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを

目標とし、人命の安全確保に加えて、十分な機能確保が図られている。

Ⅱ類 
・大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できる

ことを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。 

Ⅲ類 
・大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力

の低下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られている。

非構造部材 

Ａ類 

・大地震動後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、又

は危険物の管理の上で支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発

生しないことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が

図られている。 

Ｂ類 
・大地震動により、建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、

人命の安全確保と二次災害の防止が図られている。 

建築設備 
甲類 

・大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとと

もに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続で

きる。 

乙類 ・大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。 

※官庁施設の総合耐震計画基準における耐震安全性の目標（国土交通省ホームページより） 

免震装置 

第 3 章 新庁舎の機能整備の方針 

 

 25

表 3-3 耐震・制震・免震構造の違い 

 耐震構造 制震構造 免震構造 

イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本的 

考え方 

構造体を堅固にすることで

地震の揺れに耐える。 

建物の柱に組み込んだエネ

ルギー吸収装置（ダンパー

等）により、地震の揺れを

抑制する。 

地面と建物の間に積層ゴ

ムを設置することによ

り、地震動との共振を避

け、揺れが建物に伝わり

にくくする。 

揺れ・内部被害 大  小

コスト 小  大

地震時の 

 

揺れ方 

建物全体が小刻みに激しく

揺れる。 

特に上層階ほど揺れは大き

い。 

上層階ほど揺れは大きい

が、制振ダンパーがエネル

ギーを吸収するため、耐震

構造よりも揺れは小さい。

 

建物全体が大きくゆっく

り揺れるため、揺れの激

しさは小さい。 

メリット 

耐震構造に対する維持管理

の費用がかからない。 

構造体の破損が軽減される

ため、繰り返しの地震に有

効。 

維持管理費は免震構造に比

べて安い。 

建物がゆっくり揺れるた

め、ひび割れ等の損傷が

少なく、家具等も転倒し

にくい。 

デメリット 

外壁のひび割れ、家具の転

倒等が起きる。 

大地震後は補修費用が多額

となる。 

大規模地震後に装置の点検

が必要である。 

耐震構造に比べて、建設

費が 5～10％程度割高に

なる。 

また定期的な点検が必要

なため、維持管理費も要

する。 

大規模地震後に装置の点

検が必要である。 

 

 

 

ダンパー 積層ゴム

基本構想

P24.【機能整備の方針 13】　耐震性の確保

□ 建物構造

・本庁舎は、「官庁施設の総合耐震計画基準」で求

められている『構造体 Ⅰ類、非構造部材 Ａ類、

建築設備 甲類』を確保します。

・また、防災上の機能に着目し、地震発生時に建

物内部の被害や職員の初動対応にも影響が少な

いと考えられる『免震構造』を基本とした構造

を検討します。

トピックス　～耐震構造の検討～

表 3-2　官庁施設の総合耐震計画基準概要

表 3-3　耐震・制震・免震構造の違い

構造計画概要

15.　構造計画概要

１．基本方針

①災害時拠点施設としての耐震性能

計画建物は、災害時の中枢拠点としての役割を担っている施設です。防

災拠点として、地震、台風などの自然災害に対して庁舎自身の安全を保ち、

機動的に対応できる機能を維持することを目標とします。

建物に要求される安全性は第一に人命の安全確保が挙げられますが、計

画建物のような拠点施設の場合、災害直後から災害対策の指揮・情報伝

達等の防災拠点施設として機能維持ができることが要求される建物です。

したがって、「大地震動後，構造体の補修をすることなく建築物を使用で

きることを目標とし、人命の安全確保に加え十分な機能確保が図られる

ものとする。」を計画建物の耐震安全性の目標とします。

②フレキシビリティーの確保

将来の使用状況の変化に対応し、容易に間仕切り改修が可能なフレキシ

ビリティーの高い計画とします。

③意匠設計、設備設計との調和

外観デザインと構造体の整合、設備ダクトスペース確保などを図った計

画とします。

２．耐震安全性の分類と目標

第１庁舎は「官庁施設の総合耐震計画基準」による耐震安全性の分類は

以下とします。

 • 構造体   ：Ⅰ類

 • 建築非構造部材  ：Ａ類

 • 建築設備         ：甲類

３．コンクリート構造の耐久性能の設定

（１）ＪＡＳＳ５による構造体の計画供用期間の級と

　　 コンクリートの耐久設計基準強度

構造体の総合的耐久性能は下記に示す「計画供用期間の級」で表され，

計画期間の級に応じて耐久設計基準強度が定められています。

 １)「短期」　　計画供用期間として約３０年を目標とする。

  （耐久設計基準強度　１８Ｎ／ｍｍ２）

 ２)「標準」　　計画供用期間として約６５年を目標とする。

  （耐久設計基準強度　２４Ｎ／ｍｍ２）

 ３)「長期」　　計画供用期間として約１００年を目標とする。

  （耐久設計基準強度　３０Ｎ／ｍｍ２）

 ４)「超長期」　計画供用期間として約２００年を目標とする。

  （耐久設計基準強度　３６Ｎ／ｍｍ２）

（２）計画供用期間の級の設定

建物の寿命を延ばすこととし，計画供用期間の級を「長期」（計画供用期

間　約 100 年），コンクリートの耐久設計基準強度を「30 Ｎ／ｍｍ２」と

設定します。最終的なコンクリートの強度は，「耐力上必要な強度」と「耐

久性上必要な強度」の大きい方を採用します。

４．構造形式の選定

地震力に対して建物の安全性を確保する方法として，「耐震構造」，「制振

構造」，「免震構造」の３つの構造方式に区分され、主な比較内容を表に

示します。第２庁舎の構造形式は，大地震後の建物機能の維持・建物の

更新性に優れる「免震構造」が最適と判断します。

部位 分類 耐震安全性の目標

構造体

Ⅰ類

大地震動後，構造体の補修をすることなく建築物を

使用できることを目標とし，人命の安全確保に加え

て十分な機能確保が図られている。

Ⅱ類

大地震動後，構造体の大きな補修をすることなく建

築物を使用できることを目標とし，人命の安全確保

に加えて機能確保が図られている。

Ⅲ類

大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが，

建築物全体の耐力の低下は著しくないことを目標と

し，人命の安全確保が図られている。

建築

非構造

部材

Ａ類

大地震後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの

円滑な実施、または危険物の管理の上で、支障とな

る建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないこと

を目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確

保が図られている。

Ｂ類

大地震により建築非構造部材の損傷、移動等が発生

する場合でも、人命の安全確保と二次災害の防止が

図られている。

建築設備

甲類

大地震動後の人命の安全確保および二次災害の防止

が図られていると共に、大きな補修をすることなく、

必要な設備機能を相当期間継続できる。

乙類
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が

図られている。

（出典）官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成１８年版）
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ダンパー

アイソレータ

地震の変形を免震層に
集中させ、エネルギー
をダンパーで吸収する

14. 構造計画概要 
１．基本方針 

①災害時拠点施設としての耐震性能 
計画建物は、災害時の中枢拠点としての役割を担っている施設です。防災拠点として、地震、台風など

の自然災害に対して庁舎自身の安全を保ち、機動的に対応できる機能を維持することを目標とします。 
建物に要求される安全性は第一に人命の安全確保が挙げられますが、計画建物のような拠点施設の場合、

災害直後から災害対策の指揮・情報伝達等の防災拠点施設として機能維持ができることが要求される建物

です。 
したがって、「大地震動後，構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の

安全確保に加え十分な機能確保が図られるものとする。」を計画建物の耐震安全性の目標とします。 
 
②フレキシビリティーの確保 
将来の使用状況の変化に対応し、容易に間仕切り改修が可能なフレキシビリティーの高い計画とします。 
 
③意匠設計、設備設計との調和 
外観デザインと構造体の整合、設備ダクトスペース確保などを図った計画とします。 

 
２．耐震安全性の分類と目標 

第２庁舎は「官庁施設の総合耐震計画基準」による耐震安全性の分類は以下とします。 
• 構造体    ：Ⅰ類 
• 建築非構造部材       ：Ａ類 
• 建築設備   ：甲類 
 
部  位 分 類 耐 震 安 全 性 の 目 標 

構 造 体 

Ⅰ類 
大地震動後，構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし，人命

の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

Ⅱ類 
大地震動後，構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし，

人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。 

Ⅲ類 
大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが，建築物全体の耐力の低下は著しく

ないことを目標とし，人命の安全確保が図られている。 

建 築 非 構 造 

部 材 

Ａ類 
大地震後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、または危険物の管理

の上で、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人

命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

Ｂ類 
大地震により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と

二次災害の防止が図られている。 

建 築 設 備 

甲類 
大地震動後の人命の安全確保および二次災害の防止が図られていると共に、大きな補

修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。 

（出典）官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成１８年版）       

３．コンクリート構造の耐久性能の設定 

（１）ＪＡＳＳ５による構造体の計画供用期間の級とコンクリートの耐久設計基準強度 
構造体の総合的耐久性能は下記に示す「計画供用期間の級」で表され，計画期間の級に応じて耐久設計基準強度

が定められています。 
１) 「短期」  計画供用期間として約３０年を目標とする。 （耐久設計基準強度 １８Ｎ／ｍｍ２） 
２) 「標準」  計画供用期間として約６５年を目標とする。 （耐久設計基準強度 ２４Ｎ／ｍｍ２） 
３) 「長期」  計画供用期間として約１００年を目標とする。（耐久設計基準強度 ３０Ｎ／ｍｍ２） 
４) 「超長期」 計画供用期間として約２００年を目標とする。（耐久設計基準強度 ３６Ｎ／ｍｍ２） 

 

（２）計画供用期間の級の設定 
建物の寿命を延ばすこととし，計画供用期間の級を「長期」（計

画供用期間 約 100 年），コンクリートの耐久設計基準強度を「30
Ｎ／ｍｍ２」と設定します。最終的なコンクリートの強度は，「耐

力上必要な強度」と「耐久性上必要な強度」の大きい方を採用し

ます。 

 
４．構造形式の選定 

地震力に対して建物の安全性を確保する方法として，「耐震

構造」，「制振構造」，「免震構造」の３つの構造方式に区分

され、主な比較内容を表に示します。第２庁舎の構造形式は，

大地震後の建物機能の維持・建物の更新性に優れる「免震構造」

が最適と判断します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

構造形式 免震構造 

概要 

大地震時 
の揺れ方 

・ 他の構造とは異なり，地震時
は大きくゆっくりと揺れる。

・ 建物に作用する加速度が非常
に小さいため，骨組みはもち
ろんのこと設備や什器への被
害が非常に小さく抑えられ
る。 

建物状態 
（大地震後）

・ 地震エネルギーの入力を低減
でき，骨組みや仕上げ材を無
被害に抑えられる。 

・ 建物に作用する地震力を小さ
くできるため，什器の転倒・
落下を抑えられる。 

大地震後の
補修費用 

・ 土を掘る費用，免震層躯体費
や免震装置費用のコストが追
加で必要となるが，大地震に
遭遇したときの補修費はほと
んど不要。 

建物機能の
維持 

可能 
◎ 

建物計画 
の自由度 

・ 作用地震力が小さいため，耐
震要素を多く必要としない。
大スパン柱配置など建物計画
の自由度が向上する。 

◎ 

実績 充分ある 

総合判断 
地震後の機能の維持が可能で，建
築計画の自由度も高く更新性に優
れる。 

◎ 

採用 採用 

免震装置の位置 
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ダンパー

アイソレータ

地震の変形を免震層に
集中させ、エネルギー
をダンパーで吸収する

14. 構造計画概要 
１．基本方針 

①災害時拠点施設としての耐震性能 
計画建物は、災害時の中枢拠点としての役割を担っている施設です。防災拠点として、地震、台風など

の自然災害に対して庁舎自身の安全を保ち、機動的に対応できる機能を維持することを目標とします。 
建物に要求される安全性は第一に人命の安全確保が挙げられますが、計画建物のような拠点施設の場合、

災害直後から災害対策の指揮・情報伝達等の防災拠点施設として機能維持ができることが要求される建物

です。 
したがって、「大地震動後，構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の

安全確保に加え十分な機能確保が図られるものとする。」を計画建物の耐震安全性の目標とします。 
 
②フレキシビリティーの確保 
将来の使用状況の変化に対応し、容易に間仕切り改修が可能なフレキシビリティーの高い計画とします。 
 
③意匠設計、設備設計との調和 
外観デザインと構造体の整合、設備ダクトスペース確保などを図った計画とします。 

 
２．耐震安全性の分類と目標 

第２庁舎は「官庁施設の総合耐震計画基準」による耐震安全性の分類は以下とします。 
• 構造体    ：Ⅰ類 
• 建築非構造部材       ：Ａ類 
• 建築設備   ：甲類 
 
部  位 分 類 耐 震 安 全 性 の 目 標 

構 造 体 

Ⅰ類 
大地震動後，構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし，人命

の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

Ⅱ類 
大地震動後，構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし，

人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。 

Ⅲ類 
大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが，建築物全体の耐力の低下は著しく

ないことを目標とし，人命の安全確保が図られている。 

建 築 非 構 造 

部 材 

Ａ類 
大地震後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、または危険物の管理

の上で、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人

命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

Ｂ類 
大地震により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と

二次災害の防止が図られている。 

建 築 設 備 

甲類 
大地震動後の人命の安全確保および二次災害の防止が図られていると共に、大きな補

修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。 

（出典）官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成１８年版）       

３．コンクリート構造の耐久性能の設定 

（１）ＪＡＳＳ５による構造体の計画供用期間の級とコンクリートの耐久設計基準強度 
構造体の総合的耐久性能は下記に示す「計画供用期間の級」で表され，計画期間の級に応じて耐久設計基準強度

が定められています。 
１) 「短期」  計画供用期間として約３０年を目標とする。 （耐久設計基準強度 １８Ｎ／ｍｍ２） 
２) 「標準」  計画供用期間として約６５年を目標とする。 （耐久設計基準強度 ２４Ｎ／ｍｍ２） 
３) 「長期」  計画供用期間として約１００年を目標とする。（耐久設計基準強度 ３０Ｎ／ｍｍ２） 
４) 「超長期」 計画供用期間として約２００年を目標とする。（耐久設計基準強度 ３６Ｎ／ｍｍ２） 

 

（２）計画供用期間の級の設定 
建物の寿命を延ばすこととし，計画供用期間の級を「長期」（計

画供用期間 約 100 年），コンクリートの耐久設計基準強度を「30
Ｎ／ｍｍ２」と設定します。最終的なコンクリートの強度は，「耐

力上必要な強度」と「耐久性上必要な強度」の大きい方を採用し

ます。 

 
４．構造形式の選定 

地震力に対して建物の安全性を確保する方法として，「耐震

構造」，「制振構造」，「免震構造」の３つの構造方式に区分

され、主な比較内容を表に示します。第２庁舎の構造形式は，

大地震後の建物機能の維持・建物の更新性に優れる「免震構造」

が最適と判断します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

構造形式 免震構造 

概要 

大地震時 
の揺れ方 

・ 他の構造とは異なり，地震時
は大きくゆっくりと揺れる。

・ 建物に作用する加速度が非常
に小さいため，骨組みはもち
ろんのこと設備や什器への被
害が非常に小さく抑えられ
る。 

建物状態 
（大地震後）

・ 地震エネルギーの入力を低減
でき，骨組みや仕上げ材を無
被害に抑えられる。 

・ 建物に作用する地震力を小さ
くできるため，什器の転倒・
落下を抑えられる。 

大地震後の
補修費用 

・ 土を掘る費用，免震層躯体費
や免震装置費用のコストが追
加で必要となるが，大地震に
遭遇したときの補修費はほと
んど不要。 

建物機能の
維持 

可能 
◎ 

建物計画 
の自由度 

・ 作用地震力が小さいため，耐
震要素を多く必要としない。
大スパン柱配置など建物計画
の自由度が向上する。 

◎ 

実績 充分ある 

総合判断 
地震後の機能の維持が可能で，建
築計画の自由度も高く更新性に優
れる。 

◎ 

採用 採用 

免震装置の位置 

構造形式 免震構造

概要

大地震時

の揺れ方

・他の構造とは異なり，地震時は大きくゆっくりと揺れる。

・建物に作用する加速度が非常に小さいため，骨組みはも

ちろんのこと設備や什器への被害が非常に小さく抑えられ

る。

建物状態

（大地震

後）

・地震エネルギーの入力を低減でき，骨組みや仕上げ材を

無被害に抑えられる。

・建物に作用する地震力を小さくできるため，什器の転倒・

落下を抑えられる。

大地震後

の補修費

用

・土を掘る費用，免震層躯体費や免震装置費用のコストが

追加で必要となるが，大地震に遭遇したときの補修費はほ

とんど不要。

建物機能

の維持

可能

◎

建物計画

の自由度

・作用地震力が小さいため，耐震要素を多く必要としない。

大スパン柱配置など建物計画の自由度が向上する。

◎

実績 充分ある

総合判断

地震後の機能の維持が可能で，建築計画の自由度も高く更

新性に優れる。

◎

採用 採用
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地震の変形を免震層に
集中させ、エネルギー
をダンパーで吸収する

14. 構造計画概要 
１．基本方針 

①災害時拠点施設としての耐震性能 
計画建物は、災害時の中枢拠点としての役割を担っている施設です。防災拠点として、地震、台風など

の自然災害に対して庁舎自身の安全を保ち、機動的に対応できる機能を維持することを目標とします。 
建物に要求される安全性は第一に人命の安全確保が挙げられますが、計画建物のような拠点施設の場合、

災害直後から災害対策の指揮・情報伝達等の防災拠点施設として機能維持ができることが要求される建物

です。 
したがって、「大地震動後，構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし、人命の

安全確保に加え十分な機能確保が図られるものとする。」を計画建物の耐震安全性の目標とします。 
 
②フレキシビリティーの確保 
将来の使用状況の変化に対応し、容易に間仕切り改修が可能なフレキシビリティーの高い計画とします。 
 
③意匠設計、設備設計との調和 
外観デザインと構造体の整合、設備ダクトスペース確保などを図った計画とします。 

 
２．耐震安全性の分類と目標 

第２庁舎は「官庁施設の総合耐震計画基準」による耐震安全性の分類は以下とします。 
• 構造体    ：Ⅰ類 
• 建築非構造部材       ：Ａ類 
• 建築設備   ：甲類 
 
部  位 分 類 耐 震 安 全 性 の 目 標 

構 造 体 

Ⅰ類 
大地震動後，構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし，人命

の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

Ⅱ類 
大地震動後，構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目標とし，

人命の安全確保に加えて機能確保が図られている。 

Ⅲ類 
大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが，建築物全体の耐力の低下は著しく

ないことを目標とし，人命の安全確保が図られている。 

建 築 非 構 造 

部 材 

Ａ類 
大地震後、災害応急対策活動や被災者の受け入れの円滑な実施、または危険物の管理

の上で、支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人

命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られている。 

Ｂ類 
大地震により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安全確保と

二次災害の防止が図られている。 

建 築 設 備 

甲類 
大地震動後の人命の安全確保および二次災害の防止が図られていると共に、大きな補

修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できる。 

乙類 
大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られている。 

（出典）官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（平成１８年版）       

３．コンクリート構造の耐久性能の設定 

（１）ＪＡＳＳ５による構造体の計画供用期間の級とコンクリートの耐久設計基準強度 
構造体の総合的耐久性能は下記に示す「計画供用期間の級」で表され，計画期間の級に応じて耐久設計基準強度

が定められています。 
１) 「短期」  計画供用期間として約３０年を目標とする。 （耐久設計基準強度 １８Ｎ／ｍｍ２） 
２) 「標準」  計画供用期間として約６５年を目標とする。 （耐久設計基準強度 ２４Ｎ／ｍｍ２） 
３) 「長期」  計画供用期間として約１００年を目標とする。（耐久設計基準強度 ３０Ｎ／ｍｍ２） 
４) 「超長期」 計画供用期間として約２００年を目標とする。（耐久設計基準強度 ３６Ｎ／ｍｍ２） 

 

（２）計画供用期間の級の設定 
建物の寿命を延ばすこととし，計画供用期間の級を「長期」（計

画供用期間 約 100 年），コンクリートの耐久設計基準強度を「30
Ｎ／ｍｍ２」と設定します。最終的なコンクリートの強度は，「耐

力上必要な強度」と「耐久性上必要な強度」の大きい方を採用し

ます。 

 
４．構造形式の選定 

地震力に対して建物の安全性を確保する方法として，「耐震

構造」，「制振構造」，「免震構造」の３つの構造方式に区分

され、主な比較内容を表に示します。第２庁舎の構造形式は，

大地震後の建物機能の維持・建物の更新性に優れる「免震構造」

が最適と判断します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

構造形式 免震構造 

概要 

大地震時 
の揺れ方 

・ 他の構造とは異なり，地震時
は大きくゆっくりと揺れる。

・ 建物に作用する加速度が非常
に小さいため，骨組みはもち
ろんのこと設備や什器への被
害が非常に小さく抑えられ
る。 

建物状態 
（大地震後）

・ 地震エネルギーの入力を低減
でき，骨組みや仕上げ材を無
被害に抑えられる。 

・ 建物に作用する地震力を小さ
くできるため，什器の転倒・
落下を抑えられる。 

大地震後の
補修費用 

・ 土を掘る費用，免震層躯体費
や免震装置費用のコストが追
加で必要となるが，大地震に
遭遇したときの補修費はほと
んど不要。 

建物機能の
維持 

可能 
◎ 

建物計画 
の自由度 

・ 作用地震力が小さいため，耐
震要素を多く必要としない。
大スパン柱配置など建物計画
の自由度が向上する。 

◎ 

実績 充分ある 

総合判断 
地震後の機能の維持が可能で，建
築計画の自由度も高く更新性に優
れる。 

◎ 

採用 採用 

免震装置の位置 

免震装置の位置
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電気計画概要電気計画概要電気計画概要電気計画概要    市川市新庁舎建設工事市川市新庁舎建設工事市川市新庁舎建設工事市川市新庁舎建設工事    基本設計図書基本設計図書基本設計図書基本設計図書    1 

16161616．．．．電気計画概要電気計画概要電気計画概要電気計画概要（第１庁舎）（第１庁舎）（第１庁舎）（第１庁舎）    

１．基本１．基本１．基本１．基本方針方針方針方針    

行政・防災拠点施設としての機能を十分に発揮できるよう、信頼性が高く途絶対策を考慮した計画とし、

災害発生時においても自立して機能維持ができる庁舎とします。また、受変電設備や発電機などの主要設備

諸室は、安全性を確保するため最上階に設置します。 

初期費用や維持管理費の低減を図り、効率的な運用が可能で省資源・省エネルギーなど環境に配慮した計画

とします。更にメンテナンスや機器更新、増設などに配慮し、柔軟性を高めた計画とします。 

    

（１）（１）（１）（１）「「「「安全性・信頼性（災害に強い施設）安全性・信頼性（災害に強い施設）安全性・信頼性（災害に強い施設）安全性・信頼性（災害に強い施設）」」」」    

・受変電設備への高圧引込みは２回線とし、一方からの電力供給が途絶えても予備配線から電力供給できるよ

う、信頼性を高めます。 

・非常用発電機は空冷方式のガスタービン発電機とし、災害発生時に伴う停電や計画停電時においても市庁舎

としての機能維持を可能とします。燃料はＡ重油を備蓄し、燃料補給を行うことなく１週間の連続運転を可

能とします。メンテナンス時においては仮設発電機による給電系統を確保できるようにします。 

・サーバー機器や通信機器等の重要機器には無停電電源装置から電源を供給し、電力の安定供給を可能としま

す。また、重要機器用分電盤へは幹線ケーブルを２重化します。 

・通信インフラは異キャリア引込みにより信頼性を高めます。 

 

（２）（２）（２）（２）「「「「省資源・省エネルギー（環境に優しい施設）省資源・省エネルギー（環境に優しい施設）省資源・省エネルギー（環境に優しい施設）省資源・省エネルギー（環境に優しい施設）」」」」    

・明るさセンサや人感センサなどを活用した照明制御により、省エネルギーを目指します。 

・太陽光発電設備を設置し、再生可能エネルギーを活用します。 

 

（３）（３）（３）（３）「「「「更新性・容易性（維持管理に配慮した施設）更新性・容易性（維持管理に配慮した施設）更新性・容易性（維持管理に配慮した施設）更新性・容易性（維持管理に配慮した施設）」」」」    

・電気室、発電機室、無停電電源装置室など重要機器室は機器更新を考慮した計画とします。 

・採用機器は汎用品を主体に計画し、将来行われる改修工事などに容易に対応が可能な計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２．．．．計画概要計画概要計画概要計画概要     

受変電設備受変電設備受変電設備受変電設備    

・７階電気室に高圧受変電設備を設置します。機器類は、不燃化機器（モールド変圧器等）を採用し、火災予

防を図ります。 

・電気室には、将来の更新及び増設対応として受変電設備の予備スペースの確保を行います。 

・力率改善コンデンサを高圧側に設置し、無効電力の改善を行います。 

・契約電力の値を超えないようにデマンド監視を行います。 

・高圧回路及び低圧回路に絶縁監視装置を設置し、常時絶縁劣化監視を行います。 

 

非常用発電設備非常用発電設備非常用発電設備非常用発電設備    

・消防負荷（屋内消火栓、泡消火、スプリンクラー、Ｎ２消火）及び直流電源装置に対応する非常用発電設備

を設置します。 

・火災を伴わない停電時において市庁舎としての機能維持を可能とするためＡ重油を備蓄し燃料補給を行うこ

となく７日間の連続運転を可能とします。 

＜非常用発電設備仕様＞ 

発電機形式 ガスタービン発電機  

容量 1,250[kVA]  

騒音値 85[dB](低騒音型)  

燃料 Ａ重油  

燃料タンク 地下タンク 95,000 リットル 

＋燃料小出槽 1,950 リットル 

７日間以上 

    

太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備    

・太陽光モジュールを設置し再生可能エネルギーを活用するとともに省エネルギーを図ります。 

・発電量表示モニターを１階エントランスホールに設置し発電量の見える化を計画します。 

・停電時には自立運転が可能な計画とし各階に設置のコンセント盤から電源が供給可能な計画とします。 

＜太陽光設備仕様＞ 

太陽電池容量 約 100[kW]   

パワーコンディショナ容量 10[kW]×８台  

 

 

幹線・動力設備幹線・動力設備幹線・動力設備幹線・動力設備    

・受変電設備より各分電盤,動力制御盤へ電力を供給します。 

・分電盤,動力制御盤に電力量計を設置し電気使用量を把握します。また、データを中央監視設備に蓄積可能

な計画とします。蓄積されたデータの分析,検証から省エネルギーを図る計画に役立てます。 

・1階中央管理室に各設備の主装置を総合盤に集約し、一元管理が可能な計画とします。 

・売店・銀行・レストラン等のテナントエリアには室内に分電盤,動力制御盤を設置します。 

 

 

 

 

電気設備計画概要１
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電灯設備電灯設備電灯設備電灯設備     

・設計照度は、国土交通省｢建築設備設計基準｣並びに日本工業規格（ＪＩＳ）に適合した照度設定とします。 

・執務室はＬＥＤ器具を採用します。ライトシェルフにより室内に取り入れた光を利用し明るさセンサによる

自動調光を行います。 

・湯沸室やＷＣなどはＬＥＤダウンライトを採用し、人感センサによる自動点滅とします。 

・会議室・相談室には使用中灯を設置します。 

・１階中央管理室に照明制御盤を設置し一元管理を行います。 

・災害対策室、中央管理室、電気関係諸室、機械室等の管理上重要な室については照明制御とは切り離しタン

ブラスイッチを採用します。 

・停電時や火災発生時の避難誘導の為、非常照明（電源別置）、誘導灯（電源内蔵）を設置します。 

    

ココココンセント設備ンセント設備ンセント設備ンセント設備    

・執務室の設備コラムにＯＡ盤を設置し以降ＯＡタップまでのケーブルを布設します。 

・執務室内用電源としてＯＡフロア内にハーネス用ＯＡタップ（ハーネスジョイント：４分岐、ＯＡタップ：

2P15A×4 抜止めアース付,5mケーブル）を設置します。 

・ＯＡ負荷容量は35[VA/㎡]とします。 

・執務室、共用部に清掃用コンセントを適宜設置します。 

・２階キッズコーナー・待合や授乳室のコンセントはシャッター付とし安全面に配慮します。
    

    

通信引込設備通信引込設備通信引込設備通信引込設備    

・通信インフラは異キャリア引込により信頼性を高めます。 

    

構内交換設備構内交換設備構内交換設備構内交換設備    

・電話交換機を３階ＭＤＦ室に設置します。 

・電話交換機から各室までケーブルを布設し、電話用モジュラージャック及び電話機を設けます。 

・各課の電話機は１台を停電対応型とし停電時にも応対可能な計画とします。 

 

登退庁設備（行政）登退庁設備（行政）登退庁設備（行政）登退庁設備（行政）    

・市長、副市長、部長等の登退庁を表示するため表示モニターを設置します。 

    

電気時計設備電気時計設備電気時計設備電気時計設備    

・庁舎全体の時刻を一元管理するため、１階中央管理室に電気時計親機、各所に電気時計子機を設置します。 

・機器は有線式とします。 

    

大型映像設備大型映像設備大型映像設備大型映像設備    

・庁舎外壁部に大型映像装置を設置し情報などの配信を行います。 

    

拡声設備拡声設備拡声設備拡声設備    

・消防法に基づき１階中央管理室に非常放送アンプを設置します。 

・非常放送アンプは業務用放送兼用とし、日常の業務放送が行えるよう計画します。 

・リモートマイクを設置し各所で業務放送が行えるように計画します。 

インターホン設備インターホン設備インターホン設備インターホン設備    

・時間外の来庁舎用としてインターホン親機、子機を設置します。 

・インターホン子機は車椅子に対応出来る高さに設置します。 

 

トイレ等呼出設備トイレ等呼出設備トイレ等呼出設備トイレ等呼出設備    

・各階ＨＷＣに非常呼出押釦、廊下に表示灯,復旧釦、１階中央監視室に窓式表示器を設置し、緊急時に早急

な対応が可能なよう計画します。 

    

テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備テレビ共同受信設備    

・地上波デジタル,ＢＳ・ＣＳ１１０°用アンテナを屋上に設置し、各執務室等の直列ユニットまで配線を布

設します。また、ＣＡＴＶの引込対応を行います。 

    

監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備監視カメラ設備    

・敷地外から敷地内に至るエリア及び時間外開放エリアと閉庁エリアの境界部分、共用部等に監視カメラを設

置し、防犯対策を行います。 

・１階中央管理室に監視モニター及びITV架を設置します。 

    

駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備駐車場管制設備    

・駐車場入口・出口部にループコイル及びカーゲートを設置し管制制御を行います。 

・入口・出口部に精算機を設置し駐車場利用者の課金対応を行います。 

・外構の敷地入口部には満車表示、出口部には注意灯を設置し注意喚起を行います。 

    

入退室管理設備入退室管理設備入退室管理設備入退室管理設備    

・各エリア毎に侵入対応のためのセキュリティカードリーダーを設置します。 

・ＩＣカードは非接触式とし操作が容易な計画とします。 

    

議場設備議場設備議場設備議場設備    

・議場設備は新設を基本とし、仮本庁舎時に新設した機器については第１庁舎へ移設します。 

    

議場誘導支援議場誘導支援議場誘導支援議場誘導支援設備設備設備設備    

・耳の不自由な傍聴者の支援設備として、傍聴席に磁器ループの整備を行います。 

    

登退庁設備（議員）登退庁設備（議員）登退庁設備（議員）登退庁設備（議員）    

・登退庁の表示モニターを議員ロビー、議長室、副議長室、議会事務局に設置します。 

    

火災報知設備火災報知設備火災報知設備火災報知設備    

・１階中央管理室に総合操作盤及びＧＲ型受信機、各階ＥＰＳ内に中継器盤を設置し、避難誘導支援を充実さ

せます。 

・感知器は自動試験機能付とし、維持管理を容易とする計画とします。 

電気設備計画概要2
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１７．機械設備計画概要

１．基本方針

・機械設備計画は以下を基本方針とします。

（１）防災拠点施設としての機能維持に配慮したシステムの採用

・空調熱源エネルギーは電気・都市ガス（中圧導管）の併用とし、災害時の信頼性を高めます。

空調方式は機械室の縮減が可能な個別分散型方式を採用します。（電動空冷ヒートポンプ（ＥＨＰ）、ガス

エンジン駆動空冷ヒートポンプ（ＧＨＰ））

・井戸掘削による水源の二重化や非常用排水槽の計画により、災害時のインフラ途絶時にも施設が機能するた

めの上水・雑用水・排水を確保します。

（２）環境に配慮した再生可能エネルギーの積極的採用

・外気取入れは北面「緑化ルーバー」側から行い、蒸散作用を利用して夏季の外気負荷を低減します。

・天井高の高い「協働テラス」は居住域空調を行う輻射型冷温水パネルを採用し、その冷熱源として自然エネ

ルギーの井水熱利用を行います。

・節水型器具の採用や井水の利用により、水資源の保護を行います。

（３）ランニングコスト低減と維持管理に配慮したシステムの採用

・執務室の空調吹出口は輻射パネル型を採用し、輻射効果による設定温度の緩和を促すことで省エネルギーと

快適性に配慮した方式とします。

・中央監視設備を採用して、災害時における非常用設備機器への対応、機器およびシステムの不具合の維持管

理、光熱水費の低減につながる運用管理支援を行える計画とします。

（４）将来的なレイアウト変更、用途変更への対応

・将来的な庁舎規模の縮小、部分的な用途変更を見据えて、「設備コラム」の採用、機器増設・更新にともな

う配管・ダクトルートの確保に配慮した計画とします。

１７－１ 空調設備計画

１．設計条件

（１）室内外条件

①設計用屋内条件

室用途 夏期 冬期

執務室などの居室 26℃ DB 50％ RH 22℃ DB 40％ RH

機械室（情報管理室） 24℃ DB 45％ RH 24℃ DB 45％ RH

機械室（情報管理室）床下送風温湿度 18℃ DB 65％ RH 18℃ DB 65％ RH

※ 相対湿度条件は機器選定上の目標値とする。

２．空調設備

・室の用途・負荷特性・信頼性・居住環境・利用時間等を考慮し、空調方式を選定します。

（１）室用途別空調方式

① 執務室、待合スペース

・ＧＨＰ空冷マルチパッケージ方式とし、吹出口に空気式輻射パネル型を採用します。

・ペリメータは特に暖房期間の窓面からの不快な冷気流（コールドドラフト）を抑制するため、外壁近くの

天井に従来型の吹出口および外壁下部に吸込み口を設置します。

・空調吸込口は「設備コラム」の執務エリア内の柱の下部に設置します。

・空調機の発停ならびに温度調整用として、執務スペースのスパンごとに個別リモコンを設けます。

・また消し忘れ防止に配慮して、各階 1箇所ならびに 1 階中央管理室に集中コントローラを設置します。

・外気供給は全熱交換ユニット（直膨コイル付）の採用により、外気負荷を低減します。

・屋外機は冷暖切替型を採用して、負荷形態の異なる方位、エリアに応じた系統分けを行います。

② 会議室、相談室

・ＧＨＰ空冷マルチパッケージ方式とします。

・空調機の発停ならびに温度調整用として、各室に個別リモコンを設けます。

・外気供給は全熱交換ユニット（直膨コイル付）の採用により、外気負荷を低減します。

・屋外機は冷暖切替型を採用して、負荷形態の異なる方位、エリアに応じた系統分けを行います。

③ 議場

・使用期間が議会開催中に限定されるため、稼働時の電力デマンド抑制によりランニングコストの低減が

可能なエアハンドリングユニット（ＧＨＰ直膨コイル）を採用します。

・空調機は外気負荷低減のため全熱交換器組込みとします。

④ 市民活動支援スペース

・吹抜けで天井高が高い空間の快適性向上を効率的に行うため、冷温水輻射パネルおよびＧＨＰ空冷マル

チパッケージ方式を併用する居住域空調を行います。

・冷房期間は自然エネルギーである井水の熱利用を行い、その冷熱源バックアップおよび暖房期間の温熱

源として空冷ヒートポンプチラーを採用します。

⑤ 食堂、売店、カフェ

・エネルギー使用量の個別計量が容易な空冷ヒートポンプパッケージ方式（ＥＨＰ）とします。

・外気供給は全熱交換ユニットの採用により、外気負荷を低減します。

⑥ 機械室（情報管理室）

・重要機器を効率的に冷却するため、床吹出型のパッケージ空調機（ＥＨＰ）を採用します。

・メンテナンスまたは故障時のバックアップを考慮して、必要台数以外に 1 台スタンバイ（予備機）を設

置します。

機械設備計画概要1
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（２） 災害時対応の考え方

①最重要エリア（ＥＨＰパッケージ＋非常用電源）

・災害時に使用するエリアとして重要度が最も高い 4階災害対応事務局室、1階中央管理室等は非常用電源

の供給のみで使用が可能なＥＨＰパッケージを採用して非常用電源系統とします。

②重要エリア（ＧＨＰパッケージ＋非常用電源）

・新庁舎は都市ガスを信頼性の高い中圧ガスで引込みを行うことができるため、上記①に次いで重要度が

高いエリアについてはＧＨＰパッケージを採用して非常用電源系統とします。

・各階執務エリア、5階委員会室等は災害時の使用が想定されるため非常用電源系統とします。

③その他一般エリア（ＧＨＰパッケージ＋一般電源）

・上記①②以外のエリアは経済的なメリットのあるＧＨＰパッケージの採用を基本とします。

３．換気設備

・換気種別および換気回数は用途別に以下の通りとします。

主要室換気方式一覧

用途 換気種別 換気回数 備考

空調機械室・受水槽室等 第 1種 5 回/h

電気室 第 1種 10 回/h 室内 40℃以下。外気 30℃以上で換気停止、冷房運転

倉庫、書庫 第 3種 5 回/h 書庫は除湿器設置

トイレ 第 3種 10 回/h

シャワー 第 3種 10 回/h

自走式駐車場 第 1種 10 回/h エア搬送ファン併用、CO 濃度制御

湯沸室 第 3種 5 回/h

４．排煙設備

・自然排煙を主体として、自然排煙口の設置ができない地下 1 階は機械排煙とします。

・機械排煙対象は以下の通り。

Ｂ１階 駐車場、ＥＶホール 1,2

・排煙機は駐車場系統および一般系統の 2 系統として、屋上機械置き場に設置します。

５.自動制御・中央監視設備

・1 階 中央管理室に中央監視装置を設置し、BEMS（Building Energy Management System）の導入により施

設のエネルギー管理および運用管理のサポートを行います。

・運転監視・警報・他設備との連携を行う中央監視機能と、熱源・空調等の各種設備を最適運転制御させるため

の自動制御機能により構築します。

（１）中央監視項目

①監視項目

各種水槽監視、空調機フィルター差圧監視、漏水センサー監視 等

②計測項目

外気温湿度、各室温湿度、太陽光発電電力量、井水熱利用量 等

③計量項目

量水器、ガスメーター、電力量計、湧水量計 等

（２） 自動制御項目

①空調機制御項目

空調集中コントローラ、給気温度制御、加湿制御、ＰＡＣ運転台数制御、ローテーション制御 等

②換気制御項目

ファン発停制御、駐車場ＣＯ濃度制御、等

機械設備計画概要2
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１７－２ 衛生設備計画

１．設計条件

機器能力・容量選定のための設計条件を以下に示します。

（１）給排水量計算

種別
人員

（人）

上水 雑用水 排水

単位給水量

（L/人・日）

使用水量

（m3/日）

単位給水量

（L/人・日）

使用水量

（m3/日）

厨房排水

（m3/日）

一般排水

（m3/日）

在勤職員 1,100 26 28.6 39 42.9 － 71.5

来庁者 55 26 1.4 39 2.2 － 3.6

食堂 16.5 0 16.5 －

植栽散水 － － － 8.0 － －

計 46.5 53.1 16.5 75.1

※ 1 人当たりの給水量は既存庁舎使用実績より 65L/日とし、飲料水：雑用水＝4：6とした。

来庁者は常勤職員の 5％とした。

食堂は在勤職員×60％×25L/（人・食）とした。

植栽面積は 1,600 ㎡とし、単位散水量＝5L/㎡・日 とした。

２．給水設備

・給水系統は、上水系統・雑用水系統の 2 系統とします。

・上水系統はろ過処理した井水（2 ｍ3／ｈ）を使用し、バックアップとして敷地東側の県水本管 150ｍｍから

の既設引込管 75ｍｍΦに接続して地下１階受水槽へ供給します。以降は加圧給水ポンプ方式にて流し台、洗面

器など必要各所へ供給します。

・雑用水系統はろ過処理した井水（3 ｍ3／ｈ）を使用し、バックアップとして県水を使用して、以降は加圧給

水ポンプ方式にて便所洗浄水・植栽散水用として供給します。

・井水は 1次処理した井水を躯体ピットの雑用水槽の補給水、さらに 2 次処理した水を機械室内 FRP 製の上水受

水槽の補給水として使用します。

３．給湯設備

シャワー、厨房等の連続給湯用途が発生するため、中央循環方式と局所給湯方式の併用とします。

（１）中央循環方式

・中央循環方式は水質の衛生面に配慮し、60℃循環とします。

① 供給箇所：シャワー、便所手洗、給湯室流し

② 給湯熱源：ヒートポンプ給湯機＋貯湯槽

（２）局所給湯方式

・飲用での給湯が必要な箇所については局所給湯方式とします。

① 供給箇所：給湯室

② 給湯熱源：電気貯湯式温水器（給湯室）

４．排水通気設備

・建屋外排水は汚水・雨水分流とします。

・建屋内排水は汚水・雑排水合流とします。

（１）汚水・雑排水系統

・地上階の排水は自然流下とします。

・地下１階の排水は躯体ピットの排水槽に貯留してポンプアップによる排水とします。

・災害時の下水道断絶時を考慮して躯体ピットに緊急排水槽を設置してバルブによる切替えを行います。

（２）雨水排水系統

・新第一庁舎（八幡 1 丁目）は「秣川（まぐさがわ）流域」に該当するため、躯体ピットに雨水貯留槽を

設けて雨水流出抑制を行います。

流出抑制値： 開発面積 1 ヘクタール（＝10,000 ㎡）あたり 420ｍ3。

放流許可量： 開発面積 1 ヘクタール（＝10,000 ㎡）あたり 0.040ｍ3/s

・新第一庁舎は浸透適地に該当するため、浸透桝、浸透トレンチの浸透分を貯留量から控除します。

・放流用ポンプピットの流入部にオリフィスを設けます。

５．衛生器具設備

・衛生器具は節水型器具を採用とします。

・停電時、災害時の便所使用を考慮して非常電源にて一部使用可能とします。
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６．ガス設備

・ガス供給業者は京葉ガス（ガス種別：13A）とします。東側前面道路中圧ガス本管 150ｍｍφより取り出し、

建物外のガバナーにて低圧に落とし、系統ごとにメーターを設置します。空調系統、厨房系統の 2 系統とし

て各所へ供給します。

・ガスメーターは屋上に設置します。

７．消火設備

消防法および火災予防条例に準拠し、以下の消火設備を設置します。

・ 放水型スプリンクラー設備（天井高 10ｍ以上となる吹抜部分）

・ 湿式スプリンクラー設備（各階）

・ 特定泡消火設備 （地下１階駐車場）

・ 不活性ガス消火設備（N2）（3階機械室、7階発電機室、UPS 室、電気室）

・ 連結送水管設備 （3階以上）

８．断水時、災害時の給水対応

【災害時における設備計画】

災害時（停電時）・断水時における設備の稼働対応は以下のように考えます。

＜空気調和設備＞

・ 災害対策本部等の最重要室は、非常電源の供給を行い停電時の稼働を可能とします。

＜給排水衛生設備＞

・給水ポンプ・排水ポンプに非常電源の供給を行い、停電時の稼働を可能とします。

・災害時においても飲料水、雑用水とも井水利用により 7日分をまかなう計画とします。

・災害時に井戸水の水質変化によりろ過を行っても飲用に適さない場合を考慮して可搬型ろ過装置（RO 膜）

を設置する計画とします。

・排水は下水道に放流不可能な場合を想定して、地下に 7日分の緊急排水槽を設置します。


